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JICA（PC）第2-06001号

平成 18 年  2 月  6 日

環境社会配慮審査会

委員長 作元 直行 殿

独立行政法人 国際協力機構

                         理事 小島 誠二

環境社会配慮審査会への諮問について

JICA 環境社会配慮ガイドライン 2.4 の規定に基づき下記事項につき諮問いた

します。

記

1. 件名

諮問第 4号「カンボジア国第二メコン架橋建設計画調査」ドラフトファイ

ナルレポート

2．諮問事項

   レポートにおける環境社会配慮関連事項の記述について 

以 上
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平成18年 5月 8日

独立行政法人 国際協力機構
理事  黒 木  雅 文  殿

環境社会配慮審査会
委員長 作本 直行

諮問第４号に対する答申について

 

 JICA環境社会配慮ガイドライン 2.4の規定に基づき、諮問第４号「カンボジア国

第二メコン架橋建設計画調査」ドラフトファイナルレポートについて、別紙のとお

り答申いたします。

 コメントの種類に応じて、答申内容を協力事業に反映するよう、お取り計らい下

さい。

以 上
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別紙 

コメント

1. 本調査の参考事例としての活用について（提案）

 本調査では、代替案の重み付け自体の評価を含めてステークホルダー協議を行

ったこと、社会的影響評価において派生的な要素なども含めて評価したこと等の

グッドプラクティスを行っていることから、本調査を、環境社会配慮ガイドライ

ンの運用の参考事例として活用し、他の事業への適用を図ること。
また、本調査で行った環境社会配慮が事業化の際に実現されるよう、今後の動

向をモニタリングすること。事業化に際しては、ドラフト・ファイナル・レポー

トの記載どおりに、交通需要予測の精度を勘案し、事業実施主体である公共事業

運輸省が今後数年の交通量モニタリングを実施し、その結果をふまえてプロジェ

クトの適切な着工時期について検討する必要がある。JICAとしては、本開発事業

の手法を今後の開発調査に活用すると同時に、この勧告に対する事業実施者の対

応についてフォローし、適宜環境社会配慮審査会にも報告されたい。

2. 環境社会調査における人体・健康への影響の表現について（要求）

 「5. 7. Natural Environment」を「Impact on Human Health and Safety as well as Natural 

Environment」に変更すること。

3. スコーピングの表示について（提案）

 Scoping of EIAを示す表において、IEEの評価を建設段階と運用段階に分割して示

すことを検討すること。

4. 絶滅が危惧されるカメの保全について（要求）

 絶滅が危惧されるカメの保全が橋梁建設によって促進される可能性を示唆して

いる部分につき、その理由を明記すること。

5. 絶滅が危惧される魚類への影響について（要求）

 絶滅危惧種とされるMekong Giant Catfishを含む魚類への影響について、以下の

点を追記すること。

「本件橋梁周辺において魚類に対する悪影響が生じていないかどうかにつき、今

後も（橋梁建設期間中及び建設後においても）更に調査を継続し、仮に悪影響が

生じている場合にはそれを回避・軽減するための適切な措置を講じること」

6. 大気汚染に関する影響について（要求）

供用開始後の大気汚染に関する影響について、CO2 以外についても記載するこ

と。
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別紙 

7. InundationとSubsidenceに関する影響評価について（提案）

 ‘7.3.3. Impact Prediction Study’ において、Inundation とSubsidence に関する影響

評価を具体的に記述すること。

8. 地域経済のベースライン情報について（要求）

・地域経済のベースライン情報の中で所得分布についても言及すること。

・‘7.4.2 (2) Impacts on Local Economy’ において、メコン川とFlood Free Zone 予定

地における漁業（非営利、生活用のものを含む）に対する影響と、それに伴う地

元住民の所得など地元経済への影響にも言及すること。

・‘7.4.2 (3) Utilization of Land and Local Resources’ において、Flood Free Zone を維

持するために排水事業など追加的な事業の継続の必要性について記述し、カンボ

ジア当局側（Ministry of Public Works and Transport: MPWTなど）の対処能力につ

いても言及すること。

9. 派生的・累積的な影響について（要求）

 橋の建設が木材の輸送を容易にし、間接的に非合法伐採の増加を招く可能性に

ついて記載すること。

10. 人の移動が与える影響について（要求）

 Social capitalへの影響評価において、人の移動性の増大がもたらすコミュニティ

への影響（長期的な、とりわけ教育を受けた若年層の流出など）についても言及

すること。

11. Mitigation Measures for Social Environment について（提案）

・Mitigation Measures for Social Environmentに係る表（Table 7.4.51 及びTable 7.4.52）

において、現段階で予想される障害、課題点についても記載すること。

・「道の駅」提案の実現可能性に関するカンボジア政府側の意向についても記載す

ること。

・「道の駅」の必要性・実現可能性に関する車両運転手を対象とした調査について

は、サンプル数が少ないので、車種等でまとめて記載すること。

・設置が予定される「道の駅」において、小規模商人の商業機会を確保するため

の具体策（例えば、集客力を増強する方策等）を講じる必要性及び本件橋梁建設

により失業又は減収を余儀なくされる小規模商人に対する対応策（例えば、職業

斡旋システムの確立等）を講じる必要性を指摘すること。
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別紙 

12. フェリー関連労働者の失業対策について（提案）

 フェリー関連労働者の失業対策に関し、 ‘(2) Smooth Transfer and Training 

Programme 11. Neak Loeung Ferry Staff’ の項目に、以下の内容を追加すること。

 「フェリーの廃止により失業する者が新しいフェリー運行場所で労働すること

を希望する場合には、MPWT が優先的に同人を同場所で雇用する。また、新しい

フェリー運行場所が遠隔地にありかつフェリー廃止により失業する者がその場所

での労働を希望しない場合には、他の職業を斡旋すること。」

13. 影響世帯数の説明について（提案）

代替案検討段階の後、選定されたルート A の影響世帯数が当初の 51 世帯から

260世帯に増加した理由を明記すること。また、それが、代替案の選定結果に影響

を及ぼすか否か検討し、影響を及ぼさないと判断されるときにはその理由を記載

し、影響を及ぼすと考えられる場合は対処方法を提案すること。

14. Project Affected Peoples（PAPs）等の定義について（要求）

社会影響の「PAPs by Types of Vulnerability」と移転部分のPAPsとの関連を明確に

するとともに、PAP、Project Affected Individuals、Indirect affected people 等の用語

の定義を記載すること。

15. 国道１号線の経験の記載について（要求）

 住民移転に関して、国道一号線の経験についても記述すること。その際、ADB

が融資した国道 1号線（C2区間）の改修事業では以下の諸点が指摘されているこ

とに留意すること。

・当初合意していた住民移転計画に沿った形での移転が行われなかったこと。

・Inter-ministerial Resettlement Committee (IRC) の住民や関連機関とのコミュニケー

ション体制が十分でなく、IRCに対して住民、NGO等からの批判があったこと。

・補償単価の割引、未払いが生じたこと。その結果としての移転住民が貧困化し

たこと

・外部モニタリング機関が必ずしも機能していなかったこと

・苦情処理委員会が機能していなかったこと。苦情処理委員会の存在が住民に知

られていなかったり、住民が苦情処理委員会に申し立てをしづらかったりする状

況があったこと。
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別紙 

16. Resettlement Action Plan (RAP) における補償額の設定について（要求）

  RAP の中で採用される補償は、以前の生活水準を維持できるものであるとい

う原則にのっとり、現在と同等の土地・家屋等の再取得が可能なものとすべきで

ある。

 この原則に鑑みれば、補償価格は当該資産の市場価格を踏まえたものであるこ

とが必要であり、現在の土地・家屋の価格が市場ではいかなるものなのかを判断

するための調査が必要である。以上の考え方にもとづき、Detailed Measurement 

Survey の段階で、補償価格算定のために適切な市場価格調査を実施し、その結果

を踏まえた補償価格とすべきであることを記載すること。家屋については、使用

資材等に基づいた評価を行うこと。

17. 事業用地と住民の補償資格について
「建設予定地域（Construction Area）」と ROW（Right of Way）、「Corridor of Impact」

との用語の違いについて記すこと。またカット・オフ・デートがいつ設定される

のか、カット・オフ・デート及び用地の境界の周知の必要性及びそれ以前に当該

地域内に居住もしくは資産を有する住民の補償資格が保証されるべきことについ

て記すこと。

18. 補償レートの記載について（要求）

 報告書内で使用されている補償レート（Table 7.5.3, 7.5.4等）について、将来的

には市場価格調査の結果を踏まえて改定されるべきものという注意書きを記載す

ること。

19．移転代替地について（要求）

 現時点で、金銭補償が前提とされているということであるが、（十分な）金銭補

償があれば（移転代替地を準備しなくても）影響住民が、現在と同等の土地・家

屋を入手できるかどうかを検討し、記載すること（例：土地・家屋などの市場が

十分であるか否か等）。仮に移転代替地を準備した方がよいと思われる要因がある

のであれば、それを提言すること。

20. 外部モニタリングの機能の強化について（要求）

 外部モニタリングの TORの中に、NGO・住民等と意見交換を行いつつ補償算定

プロセスの確認を行うことを含めること。また、外部モニタリングの結果が情報

公開されるべきことについて記述すること。

21. モニタリング項目の追加について（要求）

 モニタリング項目において、最終的に採用された entitlement policy や
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別紙 

Resettlement Action Plan（RAP）が本 RAP枠組みで記述されている各原則に即し

たものであるか、最終的に決定された補償レートが市場価格と乖離がないか、住

民の合意取得が適切に行われたか、を追加すること。

22. ステークホルダーの人選について（要求）

 ステークホルダーの人選について、village chief との相談に基づいて選んだので

あれば、’random’、 ‘neutral’という表現を削除すること。

23.「結論・勧告」の記載について（要求）

 7章において記述されている、HIV/AIDS、人身売買など多くの派生的・累積的

な影響とその対策の必要性や、Resettlement Action Planの満たすべき条件等を10章

の「結論・勧告」にも記載すること。

24. 本調査における環境社会調査と事業化に際して実施するEIAとの関連につい

て（提案）

 今後、本調査で行われている環境社会調査の結果及び提言を踏まえ、事業実施

機関がカンボジア国内手続きに基づくEIAを準備していく予定であることを記載

すること。

以 上
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第１２回環境社会配慮審査会 

 

日 時  平成19年11月26日（月）15：00～18：00         

場 所  ＪＩＣＡ本部12Ｃ会議室               

 

◇出席委員   （敬称省略） 

委員   石田 健一   東京大学海洋研究所海洋生命科学部門助教 

委員    織田 由紀子  日本赤十字九州国際看護大学教授 

委員     野村 徹    日本シンガポール石油化学㈱代表取締役 

委員    長谷川 弘   広島修道大学人間環境学部人間環境学科教授 

委員    平山 義康   大東文化大学環境創造学部教授 

委員    藤崎 成昭   独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所新領域研究セ

ンター次長  

委員    真崎 克彦   清泉女子大学地球市民学科准教授 

委員    村山 武彦   早稲田大学理工学術院創造理工学部教授 

 

◇欠席委員 

委員     菊地 邦雄    法政大学人間環境学部教授 

委員    小林 正興   大阪府環境農林水産総合研究所企画調整部企画課 

委員    田中 充     法政大学社会学部及び政策科学研究科教授 

委員    長畑 誠    いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク代表 

委員    中村 玲子   ラムサールセンター事務局長 

委員    中山 幹康   東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻教授及び  

              専攻長 

委員    原嶋 洋平   拓殖大学国際学部准教授 

委員    藤倉 良    法政大学人間環境学部教授 

委員    柳内 龍二   個人コンサルタント 
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◇事務局 

       熊代 輝義   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部次長 兼 

                ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 

           渡辺 泰介   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム長 

       村瀬 憲昭   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

宮崎 明博   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

◇ 委員・事務局以外の発言者 

原科 幸彦   東京工業大学 教授 

        独立行政法人国際協力機構 異議申立審査役 

福田 健治   特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ 事務局長 

斉藤 学    ㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

木藤 耕一   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

        業務第一グループ 運輸交通・電力チーム チーム長 

村山 博司   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

        業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

今井 健    独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

         業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

須之内 龍彦  独立行政法人国際協力機構 社会開発部  

        第三グループ 運輸交通・情報通信第一チーム 

 

   ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  

 

○村山委員長 それでは、時間になりましたので、第12回環境社会配慮審査会を始めさせてい

ただきます。 

 今日は大きな議題２つあります。まず、第１議題ですが、カンボジア国第二メコン架橋建設

答申案協議というのが上がっております。既に担当委員の方々からはコメントをいただいてお
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ります。これに関して、担当部及び調査団から現時点でのお考えを伺えればというふうに思っ

ております。事前に配付していただいたものと少し順番を変えていただいているということで

すが、少し区切って議論をさせていただきたいと思います。 

まず、最初のページですが、コメントとして、諮問の対象、それから予備調査段階の確認と

いうのが入っております。ここは基本的な考え方に関連するところだと思いますので、まずこ

の点に関して現時点でのお考えを伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡辺 １番につきましては、企画調整部からご説明させていただきたいと思います。 

 過去の案件で、無償資金協力につきましては、予備調査等の段階につきましては、相手国の

環境影響評価についてプラス基本設計調査の内容について諮問を行ったという案件がございま

す。本案件の場合には、既にガイドラインに従った開発調査がなされているということで、諮

問をさせていただいております。フォローアップ調査の報告書ですけれども、配付した資料は

印刷直前の段階でございまして、今は印刷中の段階ということでございます。したがいまして、

諮問としましては、基本設計調査の内容ということで諮問をさせていただいておりますけれど

も、その元としまして、開発調査の報告書、それからフォローアップ調査の報告書、それから

プラス説明会の資料にありました基本設計調査の方針をお配りさせていただいたというもので

ございます。 

 以上です。 

○今井 それでは、引き続きまして、予備調査段階の確認という点について、無償部からご説

明させていただきたいと思います。 

 先だっての説明会のときもお話しさせていただきましたけれども、まず工事影響範囲を見極

めるには、路線の詳細な確定を行う必要があります。そちらを設計するために、今回基本設計

調査を行うべきと。既にカンボジア側の環境影響評価というもの、それはＥＩＡですけれども、

そちらについては終了しております。また、日本側としましても開発調査も環境社会配慮ガイ

ドラインのプロセスに従って実施させていただいております。 

 ２点目といたしまして、先ほど申しましたように通常無償資金協力の予備調査では、設計図

面は準備いたしません。したがいまして、設計図面を準備する必要があるということから、基

本設計を行う必要があると考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 ここは私からコメントを出しておりますけれども、これに関係してほかの委員

の方から何かご意見等ありますでしょうか。 
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 それでは、せっかく最初にもってきていただきましたので少し議論をしたいと思います。今

回のこの案件に関しては、ガイドラインの中では予備調査等を実施した後に諮問に付すという

内容が書かれていると思います。それに対して、今のご回答でいきますと、開発調査について

は終わっている。フォローアップ調査については印刷中であるということですが、印刷中とい

うのはまだ完成をしていないということになります。フォローアップ調査の中で、特に交通需

要の調査が行われていて、それをベースに建設を前倒しする、そういう内容が書かれていると

思います。それに従って基本設計調査がなされるということだと思いますが、もしそうであれ

ば、フォローアップ調査も含めて予備調査等であるというふうに私は考えています。そうしま

すと、フォローアップ調査の報告書が出ていない段階で審査会として諮問を受けて答申を出す

ということは難しいと考えております。ですから、少なくともフォローアップ調査の報告書が

明確に出たという段階でなければ、時間的な経緯からいって、今日の段階で審査会、記録を残

す形で協議をする。協議は可能かもしれませんけれども、最終的に答申を出すためのプロセス

に入るということにはならないんじゃないかという考えを持っています。 

 それから、２つ目は、繰り返しになりますが、基本的な環境影響評価の調査は終わっている。

それは私自身も認識をしているわけですけれども、それに加えて、前回の説明会ではさまざま

な調査がなされるということがありました。特に、社会環境、住民移転に関係する調査に関し

ては、相当今後とも調査をされるというふうに認識をしました。そういった段階で果たしてい

きなり設計調査に入ることが妥当なのかどうかということが、まだ今の時点でははっきりしま

せん。全く説明会の段階と考えは変わらないといってもいいかと思います。 

 ですので、今、伺った範囲では、現時点でこの諮問に対して審査会として答申を出すことに

ついては疑問があります。 

 ご意見何かありますでしょうか。 

○石田委員 それほど具体的には言えないのですが、感じていることなのですけれども、答申

を出すタイミングと、それから、今、現状で私も感じておりますのは、予備調査のきちんとし

た報告書が出ていないということは、私もコメントを出させていただきました。自然環境に関

する調査についてはそういうことが見られますね。だから、その部分をきちんと補っていただ

く形で答申がいければいいと思うのですが、あとはどこで答申を出せばベストにこの調査を進

めていただけるかに尽きるのではないかという印象は持っています。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○野村委員 この案件の直接の担当ではないので、むしろＪＩＣＡのガイドラインの読み方で
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すけれども、ガイドラインの3.5.1の１、２で、予備調査を通じて確認するとか、基本設計調

査を行うと書いてあるのですが、ここの１と２の読み方は、１の次に２がくるというような、

連続性を持たせた規定なのか。それとも１or２という選択的な規定なのかというのが、私には

判然としなくて、先ほど渡辺チーム長からあった説明を聞いていると、ＪＩＣＡとしては１or

２というような形で読み、本件については２だと考えておられるような感じがするのですが、

ガイドラインの読み方としてどうなのでしょうか。 

○渡辺 まず、野村委員からご質問がありましたガイドラインの読み方ですけれども、3.5.1

の１番では、ガイドラインを満たす環境影響評価がなされているか否かについて、予備調査等

を通じ確認をするということがございます。２番には、環境影響評価が実施されている場合又

はガイドラインに基づいて開発調査がなされている場合、改めて環境社会配慮調査を行う必要

のない場合、基本設計調査を行うということで、１と２をあわせて読むのかなというふうに見

ております。 

 それから、もう一つ、続きまして１番のところで村山委員長のコメントで、ガイドラインに

は審査会、ガイドライン上では審査諮問機関と書いてございますけれども、審査会への諮問の

タイミングについては、ガイドラインでは記載をしておりません。したがいまして、ここはむ

しろ運用上で諮問のタイミングを決めているというものでございます。 

 以上でございます。 

○村山委員長 ほかに何かありますか。 

○織田委員 たしか、流れにおいてはそうかもしれないのですが、問題になっている環境社会

配慮の調査を行う必要があるかどうかという解釈だと思うのですが、今まで出ている疑問の中

にはやはりもう少し調査をした方がいいのではないかと思われるものが幾つか上がってきてい

ると思いますので、そういう意味では行う必要がないというふうに言い切ってしまっていいの

かどうか、ちょっと不安を覚えます。 

○野村委員 １つのポイントは、予備調査を通じて確認するというステップがないじゃないか

という点だと思います。環境影響評価が十分か十分でないのかという議論はあると思いますが、

それ以前に、予備調査が行われていないじゃないかという議論をし始めると、一体何が予備調

査なんだという予備調査の定義、その中でフォローアップ調査も含めて考えるということにな

ると、フォローアップ調査の結果が出ていないじゃないかというような議論が出てくるような

気がします。現実問題としては、十分か十分でないかの議論は別にして、カンボジア制度の環

境影響評価は終わっているわけですね。そこにプラスこの委員会として何を追加的に配慮して
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いくべきだという意見を出すかは当然ですが、ガイドライン上のステップとして求められてい

る要件をきちんとしておかないと、議論が戻ってしまうように思います。 

○村山委員長 野村委員おっしゃるとおり、予備調査等の内容についてはガイドラインには書

いてないと私も思います。ですから、予備調査等とは何かということも含めて、議論をせざる

を得ないというのは確かだと思います。私の理解では、開発調査のレポートとフォローアップ

調査のレポート、少なくとも両方含めて予備調査等である。それ以外に追加で調査があっても

いいと思いますが、現在行われている調査はその２つであるので、それが外部の調査であると

理解しています。これについては委員の方々の間でいろいろな意見があっていいと思いますの

で、それはぜひお出しいただきたいと思います。 

それから、先ほど事務局の渡辺さんからご発言がありましたように、ガイドラインの中には

審査会がどのタイミングでかかわるかということは確かに記載ありません。むしろ最初から最

後までかかわるというふうに書いてあるのだと思います。運用上の段階ということでお話をい

ただいたことに該当するものとしては、昨年の９月25日、審査会の説明会というのが開かれま

した。これは実際に審査会がスタートする前に説明会という形で開かれた。この中の資料４と

いうところに、審査会の運営方法というのがあります。これは事務局でおつくりいただいたも

のです。この中に、審査会の検討事項というのが２．にありますけれども、（３）に無償資金

協力の事前の調査という項目があります。この内容は２つ書いてありますが、１つは、予備調

査結果に対する諮問・答申、２つ目は、基本設計調査のドラフトファイナルレポートに対する

コメント、この２項が書いてあります。これは、私がつくったものではなくて、事務局で作成

をされたものだというふうに理解をしています。必要であればコピーを回したいと思います。 

これを見る限り、運用の段階では予備調査結果に対する諮問・答申というのが運用上の、

我々の任務であるというふうに理解ができるわけです。そうすると、先ほどのガイドラインの

１番、２番、どちらが先という話がありましたけれども、少なくとも１番について諮問・答申

がされているというふうに理解をしてきました。これまでもそういうことで答申が出されてき

たというふうに思います。そう考えると、私の理解では、少なくともフォローアップ調査の結

果が正式に出ていないという段階では答申を出すということはできないんじゃないかというふ

うに思います。 

石田委員がおっしゃるとおり、よりよい調査を行うためにいつの時点で出すかということは

確かにあると思います。ただ、今日の時点で具体的な答申案協議をして、その後議論せずに答

申を出すということについては、私は非常に大きな問題点を感じています。 
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以上ですが、何かご意見ありますか。 

○藤崎委員 去年この委員会の委員になりましてから、申し訳ありませんでしたが、ほとんど

出て来られませんでした。村山先生はご存じのとおり、私どもＪＥＴＲＯでもこういった環境

社会配慮のガイドラインというものをつくるという話になりまして、１年間、そこにおられる

原科先生に委員長になっていただきまして、やってまいりまして、とてもではないけれども、

こちらには参加が難しいという状況でございました。 

 発展途上国の環境問題が一つの私の専門とするところですけれども、もともとは開発経済学

等もやっていた者です。ですから、両方の観点からお話をさせていただきたいのですけれども、

ある意味で環境社会配慮ガイドラインないしは環境社会配慮の委員会というものに関しまして

は、環境社会に重きが余り行き過ぎて、その議論が終わってしまえばそれで済むのですかとい

うところが、今回は特にこの調査レポートを読ませていただいて感じたところです。 

 やはり、環境社会配慮も大事ですけれども、一方で、例えばこの橋をかける案件に関しては、

例えば需要調査に関しましてもきちんとフォローアップされた方がいいんじゃないですかとい

う、数年かけてやった方がいいんじゃないですかという議論があったわけです。それを受けて、

たしかこういったフォローアップ調査もやっておられるのだと思うのですけれども、それにし

ては、読ませていただいた限りにおいては、特に交通需要調査のところ、極めて不十分ではな

いかと、私自身は思いました。 

ですから、率直にそれはコメントさせていただきましたけれども、問題は、私が一番指摘し

たかったことは、私は提出した文章上ではコメントという形だけしか言っておりませんけれど

も、この地域がものすごく大きく今構造的に変化をしようとしている段階だということです。

単に経済成長がこういうパーセントであるから先行き非常に大きな需要が見込めるでしょうと

いう話ではなくて、例えば私自身が直近でアジア経済研究所の仕事としてやりましたのがこの

地域の物流の調査だったのですけれども、非常に急速な変化が生じつつある。例えば、クロス

ボーダー・トランスポート・アグリーメント（越境交通協定）、ＣＢＴＡとして報告書でも使

われている言葉ですけれども、これに係る事態が思った以上に急激な展開を見せています。Ｃ

ＢＴＡといいますのは、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、ラオス、それからタイ、そして

中国の雲南省と広西壮自治区、これらの国、地域がが入っている協定なんですけれども、これ

は相互に越境して交通をしようと考えて、そのために結んだ協定なのです。この協定に基づき、

例えばタイとカンボジアの間、それからカンボジアとベトナムの間にも具体的な越境手続きを

定めた二国間の覚書も結ばれています。 
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 つまり恐らく、国を越えてインドシナあるいはメコン地域という観点から見た場合に構造的

に大きな変化が起きる。このような構造変化の結果として、物流というものが非常に大きくな

りそうだということは十分将来的にあり得る、近い将来にあり得る話なんですけれども、やは

りそのあたりの背景をきちんと報告書で展開していただかないと、信頼性というのでしょうか、

そういったものに欠けるのでないかという気が強くいたしました。 

 今回のフォローアップ調査報告書の一番の問題点は、第２メコン橋が架かることになる国道

１号線だけ見ている点です。国道１号線の状況だけ見て、それでこの交通量がどうなるかとい

う話をしている。しかし、果たしてそれでいいのだろうか、ということです。この地域では、

例えば今年に８月23日に、私は非常に驚いてしまいましたけれども、タイとラオスとベトナム

が３カ国で相互に車が越境して交通できる、そういう協定を結んだのです。これはこの地域を

日常的にウォッチしている私にとっても想定外の事態でした。例えばタイとベトナムが相互に

牽制し合って、なかなかお互いの車が行き来するということは（例えばタイの車がハノイを走

ることは）あり得ないだろうと、私自身も思っておりまして、実はあるところに掲載された論

文ではそう書いてしまった。ところが、驚いたことに８月23日には、そういった、これまでの

常識を覆すような動きが出てきてしまった。ということは、例えばタイとカンボジアとベトナ

ム、南部ベトナムですから、ホーチミンでハノイよりさらに産業の集積が進んでいます。そし

てご承知のとおり、バンコクというのはアジアにおける産業の一大拠点です。カンボジア自身

の経済も非常にいい上に、両側にある産業集積地からカンボジアを通過して動く物流、交通量

がふえる、将来的に急速にふえるということは十分予想できることなのです。 

とするならば、そういう現在の状況というものをきちんと把握した上で議論していただかな

いと困るのではないかというのが私の率直な感想です。 

以上です。 

○村山委員長 今回の調査全般にかかわるご意見というふうに伺いましたが、そのほかいかが

でしょうか。 

○野村委員 藤崎委員がおっしゃられたことは私も非常によくわかります。インドシナが今後

横の線も含めて縦のライン、中国からベトナム、カンボジア、シンガポールまで行くような鉄

道とか、インフラの整備というのが現実味を帯び始めていて、それは中国も含めた構想であっ

て、その中で日本がどういうふうにしてここの地域に貢献していくのか、イニシアチブをとっ

ていくのか、それは非常に重要です。こういうメコンの川を渡るというような需要に対して、

需要が飽和したからでないと着工できないというのは、インフラのあり方として少しおかしい。
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やはり、ある程度先取りをしていく必要があるというのは否定できない部分があり、そういう

意味で、この案件の意義というのは大いにあるだろう。 

 さらに言えば、現在のフェリーでの人の移動、物の移動というのを続けていて、仮にフェリ

ーが沈む、事故が起きる。あるいはフェリーを運航することによって環境汚染が起こっている

可能性も当然あると思います。船ですから油が出る。人が集積することでごみが出る。そうい

う意味でも、橋をつくることによってそういうリスクを減らせる部分があると思っているので

すが、一方において環境配慮というのが大事だというのも当然のことであって、その配慮のあ

り方というのはいろいろな議論があるんだろうけれども、一定のルールとしてガイドラインと

いうものがあるのでしょう。だとすると、そのガイドラインを逸脱するというのはおかしな話

だし、でも一方においてガイドラインの持っている、私が疑問に思うような曖昧な部分という

のは、人がつくったものですから当然あるわけで、そこのところはきちんとしておかないと、

日本側関係者、あるいは被援助国関係者についても、ＪＩＣＡの環境配慮、日本の環境配慮は

一体何をやれば事業にたどりつけるのかわからない。そこの透明性がないとこういうガイドラ

インなり環境配慮というのは、成り立たないと思うのです。 

 そういう意味で、このガイドラインの3.5.1の１と２のところの部分というのは、端的に言

うと、3.5.1の１でいっている予備調査というのは、ガイドラインに基づいた開発調査が行わ

れていれば、それは当然予備調査というのは開発調査のことだというふうに読みかえているの

だろうと、一読した限りでは思ったのですけれども、仮にＪＩＣＡの開発調査がガイドライン

に従って行われていたとしても、さらに予備調査を行って確認しなければいけないということ

になると、ＪＩＣＡとしては二度手間、三度手間のシステムになっていて、そこは余り現実的

ではない。 

 ただ、開発調査が行われてから事業の実施までに５年１０年かかっていました。そういうこ

とはあり得るわけです。そういう間があいているのでちゃんともう一回見直しましょうという

のはわかりますが、本件のように時間的な差が小さい場合においては、開発調査が行われてい

る以上、環境配慮はある程度のものがなされている。したがって、何もわからないという段階

での予備調査とは違うという読み方が自然なのかなと思っていて、そこのところはガイドライ

ンの読み方としてきちんとルールを定めておかないと、いろいろな混乱が日本側あるいは途上

国側でも起こり得るのではないかと危惧しております。 

○渡辺 ガイドラインの見方について、今、野村委員からコメントをいただきましたけれども、

基本的にはガイドラインに基づいて開発調査がなされている場合ということで考えております。
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今回予備調査を予定しておりませんけれども、予備調査等に相当するものはできている。印刷

が上がっていないかもしれませんけれども、調査そのものはでき上がっておりますので、十分

審査会で検討していける段階だと考えております。 

 そのほかの委員からコメントがありましたけれども、環境社会配慮調査自体は基本設計調査

でも引き続いて行われるもので、あらゆる調査が基本設計調査の前に終わっていなければなら

ないというものではないというふうに考えております。 

 例えば、実際に基本設計を行わないと、移転住民がどれだけなのかというのを確定させるの

は難しいわけでして、引き続き基本設計、調査の中で調査をやっていくということで、基本設

計調査に進むのに大きな支障がないかを事前に確認をするということだと考えております。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○石田委員 今のご発言で１点だけ確認させてください。当然ですけれども、物事を設計する

に当たって詳細までわからないと、最終的なインパクトの大きさとか、強さとかわからないと

いうのは当然だと思うのですが、もしそれが多大なインパクトを及ぼすとか、ある程度の影響

が、特にネガティブな影響が出るということがわかった段階で、ＪＩＣＡの場合差し戻しても

う一度できるのですか。それが私はすごく気になるのです。つまり、そこまで進んだらあとは

いくしかないということで、ある程度の影響をネグレクトして進むようなことになるのか。そ

れともそもそも環境社会配慮というのは、配慮という言葉自体がおかしいと思っていますけれ

ども、プロジェクトまで設計することによって大もとのストラテジーがきちんと整理がなされ

るかということを見ると思いますから、プロジェクトありきにこだわると、どうしても基本設

計を急ぎたいということにもなりがちですし、その辺は審査会が別にそこまで手を届かせてい

るわけではないでしょうし、ＪＩＣＡの中でもいろいろと細かい手続きがあって、一たん手を

離れると戻ってこられないということもあるのでしょうから、そこら辺フィードバックできる

ようなシステムになっているかどうかというのをお聞きしたいと思っています。 

○渡辺 一つ、ガイドラインの中で、環境社会配慮が確保できない場合、ＪＩＣＡは中止すべ

きことを意思決定し、外務省に提言するという規定がございます。したがいまして、例えばも

し基本設計調査の途中で環境社会配慮が確保できないというふうに判断した場合には中止すべ

きだということになるかと思います。そういう途中でストップさせるシステムはガイドライン

の中で設けております。基本的には、ＪＩＣＡはいろいろ調査した責任もございますので、調

査を始めたから何が何でも進めなければならないということで考えているわけではございませ

ん。 
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○長谷川委員 ガイドラインを改めてもう一度読ませていただいたのですけれども、いろいろ

な矛盾点はあると思います。ただ、素直に先ほどの3.5.1を読むと、やはりこのまま基本設計

に入る要件は満たしているとはなかなか言えない状態ではないかなというふうな気がいたしま

した。 

 先ほど渡辺さんから、まだ印刷中ですがフォローアップ調査はある程度中身もわかってきて

いるということではあったのですけれども、ただ、それをちゃんと確認して、特に今回の場合

は国道１号線というところの移転にかかわる補償とか、あるいは苦情処理とか、そういったと

ころが教訓的な問題化しておりますので、あそこをこのままにして、それでは基本設計という

ふうにいくには、ちょっとガイドラインの意図には反するのかなという気はいたします。 

 それから、先ほど村山委員長が言った、ここでの答申を今ある材料だけでこの場で出してい

いものかどうかというお話ですけれども、私は正直言ってよくわからないのですけれども、一

つは、この段階でこうだ、ああだという条件をつけながら出す方法もありますし、それから、

もし、ここでそういったことを言って、そのフォローについて我々この委員会がどこかでチェ

ックすることができるかどうか。あるいは、そこまでは委員会には求めていない。ＪＩＣＡサ

イドではそこはきちんとやりますというふうな想定になっているのであれば、それでもいいと

思うのですけれども、その辺がちょっと気がかりで、今、これを答申という形で出すかどうか、

その辺が我々がそういったものをもとにして確認がちゃんとできるかどうかというところは、

どこかで担保されれば、それはよろしいかと思うのですが、そこをちょっと懸念します。もし

そうでないということであれば、委員会にもう一度見させてもらうとか、あるいはこの場で答

申は先送りして、そのときにまたやらせてもらうとか。そちらの方がガイドラインを素直に読

むとそういうことかなというふうな気はしました。 

○村山委員長 ここの部分だけやる時間的な余裕もないのですけれども、大きくは手続上の問

題として予備調査をどう考えるかということと、予備調査等が終わった後に答申を出すという

考えに立てば、手続上時間的な流れとして今日答申案の協議ができるかどうかという一つの点

があると思います。 

 もう一つは、藤崎委員、野村委員のご指摘があったように、この案件調査の中身自体、内容

自体に関する議論というのもあって、それには全体にかかわる内容が出てくると思いますが、

今の時点でさらにあれば。 

○原科 ルールをきちんと守るというのは、おっしゃるとおりだと思います。ですから、ルー

ルがどうなっているかという解釈ですけれども、その趣旨はきちんとした判断をしていただき
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たいということです。その点で言いますと、開発調査がそれで完結していればよろしいのです

けれども、それにフォローアップがついたということは、予備的な段階の調査が十分でないと

いう判断にＪＩＣＡで至ったのだと思います。ですから、ワンセット終わっていない段階で、

途中でやめるような形で先に進めてよろしいかという、そういう懸念を私は持ちました。 

その辺のこともありますから、わざわざデビッチャソーという表現をしましたのは、開発調

査をダイレクトに見ていくといろいろな状況がありますので、一体したようにならないだろう

というようなことで、そういう少し丸めた表現になったと思います。 

中身を考えていただいて、十分判断する材料がまだないというようなことだと、私は思いま

す。先ほど藤崎委員がおっしゃったことも、そういうような新しい情報として含めることがあ

れば、なおさらそういうようなことを勘案した上で、現在の交通の状態はどうだ、それは単な

る外挿法では決まらないわけです。今、おっしゃったように外的条件が変わってきたとか、い

ろいろなことを勘案しまして、そういうことを十分議論した上でないと、予備調査とは言えな

いのではないかという気がいたします。 

ですから、後で懸念を残さないように、この辺は慎重に審査会としてはご努力いただきたい

と希望いたします。 

○村山委員長 それでは、ほかに。 

○今井 先ほどの長谷川委員のご発言のところで、一点質問させていただきたいのですけれど

も、各論に入りますと袋小路に入ると思いますので。一点国道１号線のところで問題が生じて

いる、それを教訓にする必要があるというご発言があったかと思いますけれども、それは何を

根拠に問題点があるというところがあったのか。それをご確認されてからのご発言かどうかと

いうところ、詳細等は不要ですので、その点お聞かせ願えればと思います。 

○長谷川委員 私は現地を訪れたこともありませんし、裏づけというものもとっていないです。

そういう意味では、私の発言が信頼性があるかどうかわかりませんけれども、少なくとも前回、

それからその前のときもＮＧＯ等からのそういったコメント等もあったのを目にしておりまし

て、その辺の確認というものが重要ではないかということで述べさせてもらいました。 

○福田 メコンウォッチの福田と申します。 

 時間もないので手短に申し上げさせていただきますが、１点、ただいま無償部の方から国道

１号線についてどのような問題があるのかということで、メコンウォッチで委員の皆様に情報

提供させていただいたという背景もあって、簡単に申し上げさせていただきます。現地のＮＧ

Ｏから、あるいは現地のＮＧＯが行った住民の聞き取り調査から、現在無償資金協力を受けて
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行われている国道１号線事業について、異議申し立てのあり方、あるいは実際に住民移転計画

が公開されているか否か等について、さまざまな懸念というのがＪＩＣＡには表明されており、

また外務省にもレターがいっているというふうに私どもでは承知しております。ＪＩＣＡの方

がそのような質問をされるというのは、私たちとしては非常に、どういうことなのだろう。そ

ういったことがＮＧＯから、少なくとも懸念として出ているということはＪＩＣＡで確認され

ていることだというふうに思います。 

 本題ですが、３点ほど申し上げさせていただきたいのですが、１点は、今、行っているこの

作業というのは環境社会配慮支援ではなくて、環境社会配慮確認の作業である。これは実はＪ

ＩＣＡのガイドラインをつくる過程でさまざまな議論があったところで、無償資金協力になっ

てしまえば、審査の責任というのは外務省にある話になります。しかし、外務省では今のとこ

ろ詳細な環境社会配慮に関する審査のガイドラインというのを持つには至っていません。そう

いった中で、では、無償資金協力に入るか、入らないかというところが一つのかぎになるので

はないかというのがガイドライン作成のときの議論だったと思うのです。実際にガイドライン

の改定委員会に私も出ていましたが、外務省の当時の無償課長からは、基本的には基本設計調

査に入ってしまえばその段階で法的なコミットメントをしたというわけではなくても、その後

引き返すということは非常に難しくなる。したがって、基本設計調査を行うかどうかというと

ころで一たん立ちどまって、ＪＩＣＡでガイドラインが満たされているかどうかきちんと確認

した上で、もしオーケーだということになれば基本設計調査に進む、そういう仕組みにしまし

ょうということで、今、ここに皆さんが先ほどから議論されている無償資金協力の事前の調査

に関する規定というのか盛り込まれ、ＪＩＣＡは確認をした上で外務省に提言を行うという形

になっているわけです。 

 なので、私はこの無償資金協力が今後このプロジェクトについて進んでいくかどうかという

ことを決める上で今行われている議論は非常に重大な議論であって、必ずしもこれまでＪＩＣ

Ａのガイドラインに基づいて支援が行われていたからという理由で確認が済んだということは

できないというふうに考えております。 

 もう一点だけにしますが、実はこのプロジェクトの開発調査の段階では、どの程度きちんと

した移転に関する調査を行うべきかということは審査会でも議論された話であって、実は審査

会の場でもさまざまな意見が出ていて、今のところ開発調査の結果として出ているのは住民移

転計画のフレームワークだけであって、実は住民移転計画のドラフトすらこの事業については

作成されていない。何でこんなことになったのかというと、実際に開発調査の中で幾つかの交
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通需要を満たすためのオプションとして、開発調査の中で選定されたのが、橋梁プラスフェリ

ー、フェリーを増強しながら交通需要を調査して、その先の橋梁の建設時期を決めていこうと

いうオプションが実際に開発調査では選択されたという中で、必ずしも今すぐ橋を建設すると

いう段階ではないという認識のもとに、実際にＥＩＡなり住民移転に関する配慮というのが開

発調査の中で行われたという事情があります。 

 したがって、今、開発調査の結果として出てきているのは、住民移転計画のフレームワーク

だけでして、その中で使われているさまざまな数値はすべてテンタティブというふうに書かれ

ている中で、では、このフレームワークだけで、ＪＩＣＡとしてはどうやってガイドラインを

満たしているかどうかというのを確認できるのだろうか。最低限現在のところでＪＩＣＡがカ

ンボジア政府に対して、どのような方針で移転をするのですか、どのような補償レートを用い

るのですかということを確認して、それがガイドラインに合致するのかどうかというのを見て

いくという作業がなければ、このガイドラインの文言にいう今後環境社会配慮に関する調査が

必要ない場合ということは、現段階ではいえないのではないかというふうに考えています。 

 以上です。 

○石田委員 今、メコンウォッチの方から発言いただいた件、私自身は非常に重要だと思った

点を正式に確認していただきたいのですが、ガイドラインを作成されるときに、基本設計調査

に移れば外務省としてはもう引き戻りはない。別の言葉で、そこは分水嶺ですね。峠を越えた

らもう戻らないという話だと思うのですが、そこら辺はどの程度まで、何が戻れないのか。何

を戻していいのかということを確認していただきたいなと思います。そうしないと、基本設計

調査に移るということを我々の口からはコメントとしては言えないでしょうし、いろいろなも

のをいつ議論していいかというのはまた違ってくるのではないかと思います。事実の確認をし

ていただけませんでしょうか。 

○村山委員長 今の点に関しては、先ほどのメコンウォッチから出された意見書の中に、具体

的に環境社会配慮ガイドライン、それの改定の議論の議事録の引用として当時の担当課長がお

っしゃっている内容をお話しになったのだと思います。ですから、具体的にそれ以上のことに

ついて発言ということは多分ないと思いますが、議論の中でそういう形で無償課長という方が

おっしゃっている。それの引用だということです。これは今でもウェブのサイトに議事録が出

ているわけですから、それを確認すれば、発言された内容に関してはっきりすると思います。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○原科 本ガイドラインの策定の間、ずっと議長役をやってまいりましたので、そのときの議
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論を少し思い出しました。確かに無償に入る前は慎重にＪＩＣＡは審査していただきたいとい

うのは、相当強く議論があったと思います。そういった議論の中で外務省の方も申されたと思

うのです。大変重要なことで、国民に対して説明責任がありますから、大変重要なことなので、

ぜひ慎重にご審議願いたいと思います。 

○渡辺 ガイドラインの改定委員会のときの議論の引用がありましたので、記憶する範囲で説

明をさせていただきますと、改定委員会では基本設計調査段階で引き戻りはないといったよう

なご発言はなかったというように記憶をしております。基本設計調査を行ったものが、高い確

率でその後実施の段階に進むというご発言だったと記憶しております。 

○村山委員長 今の点は事実関係ですので、これを議論するというのは時間のむだですので、

後で確認をしたいと思います。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。今の時点でどういう判断をするかということがありま

すけれども、予備調査等の内容が定義がはっきりしていないということがありますので、どこ

まですれば予備調査等になるかということはありますけれども、私自身の判断では、少なくと

もフォローアップ調査が必要だということでなされたわけですから、それの発行がない時点で

議論するということは非常に難しいと思います。ですから、少なくとももう一度これに関して

は議論をすべきではないか。もし早くに、すぐにフォローアップ調査の報告書が出るのであれ

ば次回ということでも構わないかもしれません。ただし、委員の中には、予備調査等の内容に

ついて、より詳細に行うべきだというご判断があるかもしれませんので、その場合はまた別の

話になります。少なくとも次回以降にもう一度これに関しては議論するというふうにした方が

いいと思いますが、いかがでしょうか。 

○渡辺 今の委員長のご発言がよくわからなかったので確認をさせていただきたいと思います。

フォローアップ調査の報告書、もう印刷中ですので、間もなくできる段階にあります。既に委

員にお配りした資料は、内容はもうでき上がっている、つまり印刷前の原稿のものです。した

がいまして、議論が先になったとしても、タイミングをずらすだけで、何か報告書の中身が変

わるとか、そういうものではございません。したがいまして、印刷ができ上がっていないこと

をもって議論を先延ばしするという理由はなぜなのでしょうか。 

○村山委員長 そういったご指摘があるかと思います。ただし、先ほども運営方法のところを

読み上げましたように、予備調査等の結果に基づいて諮問・答申ということですから、やはり

時系列というのは大事だと思います。印刷ができて、その報告書が発行された後に我々は議論

をする。そういった記録が残らないと、その前に、では、いつの時点で議論しているのか、そ
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ういう話になりますから、そこは私は非常に大事だと思っています。ですから、少なくとも次

回以降に延ばすということを申し上げたいということです。 

○藤崎委員 報告書はほとんど前のままであると渡辺さんはおっしゃいましたけれども、だと

すると、それは非常に問題だと思います。事実関係の誤り、私もフォローアップ調査結果への

コメントで指摘しましたけれども、これは全く事実と違うという点もありました。それがその

ままになっている報告書に基づき、私どもの諮問でそれで決着、という話であるならば、それ

は非常に問題だと思います。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。全体の内容をごらんになってから最終的にご判断を

いただきたいと思いますが、今の時点ではそういう整理をさせていただきたいと思います。 

○今井 事業部といたしまして、環境社会配慮審査会の皆様方にはせんだってよりお願いして

おりましたネガティブチェックという機能プラスアルファ、事業を円滑に進めていく上で、計

画を円滑に進めていく上でのご意見等々賜りたいというふうにせんだって申し上げさせていた

だきました。それで今回そういうお話、コメント等々いただけるのかなと期待しておりました

が、それが出てこなかったというのがまず１点目。 

 それと、今回このまま時系列というところで、もちろんプロシージャーを踏むということは

非常に大切ということは理解しておりますけれども、その点、先延ばしにするというところで、

事業実施がおくれるということについても含めて、皆様方、審査会のところで責任も感じてい

ただけるというふうに理解させていただいてよろしいでしょうか。 

○村山委員長 私から簡単に申し上げます。１点目については、先ほどもメコンウォッチの方

からお話がありましたけれども、無償資金協力については、あくまで確認だと思います。です

から、こちらから追加的なサジェスチョンというのはあっていいと思いますけれども、少なく

とも我々確認をするということが使命ですので、その点は認識をしていただきたいと思います。 

 それから、２つ目については、もちろん我々は、少なくとも私はこれに関して、先延ばしに

することについて責任を持ちます。どれぐらい延びるかわかりません。その上で私は発言をし

ているつもりです。 

 以上です。 

○須之内 １点だけ補足させてください。まず、開発調査の報告書については、今回最終報告

書案ということで出させていただきましたが、前回８月の段階で報告書は一度ご報告させてい

ただいております。そこから大きく内容が変更したというよりは、自然調査を前回８月のとき

から少し補足的に加えたのと、９月にカンボジア側に最終報告をしましたので、その内容をフ
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ィードバックさせたということで、８月の報告書から大きくは変わっておりません。わずかに

内容が付加された程度でございます。 

 もう一点、交通需要予測のあり方については、地域圏全体として見てこのフォローアップ調

査にフィードバックするということは、おっしゃるとおりだと思います。 

 ただ、そういったものを行うと、フォローアップ調査ではなくて、大規模な調査が一つでき

るぐらいだと思いますが、予算制約の面はさておいて、開発調査のときの内容をフォローアッ

プするという点に関しましては、まさに藤崎委員がおっしゃられたとおり、2006年３月に開発

調査の最終報告書ができてから予想だにしなかったことが数多く起こっている。そうしたもの

も入れて調査をすべてやるとなると、2006年３月に委員の方から提案されていた「交通調査の

モニタリング」というよりは、交通需要予測の構造そのものから再考して、予測のフレームワ

ーク全体を組みかえた交通需要の大調査をやらないといけなくなってしまう。もちろんＣＢＴ

Ａの進捗状況等は交通需要予測の中で可変要素として今回も入れてはおりますが、それ以外の

2006年３月以降１年半の激動の状況についてはあくまでも定性的な分析にとどめた次第であり

ます。 

 もちろん、そうしたマクロ面での話を入れない現状においては、もしかしたら過小評価ある

いは過大評価になっているのかもしれない。ただ、あくまでも開発調査と同じ土俵の上で交通

量をモニタリングして、それを評価するというのが、このフォローアップ調査というものにお

ける交通需要予測の位置づけであります。 

 以上です。 

○原科 事業担当の方のお立場はわかりますけれども、今のお２人の発言を聞いていますと、

もう計画先にありきという、そういうような印象を受けてしまいます。特にこの審査会の委員

長に対して、審査に時間がかかったらその場合責任を持つかという発言は、外部諮問委員会に

対しては不適切な発言だと思います。時間もないからさっさとやったらという言い方になって

しまいますから、これは外部諮問委員会を設けた趣旨に合わないと思います。しかも、これは

手続上の問題としてきちんと時系列をたどるべきだという委員長のご判断ですから、これはや

むを得ないことで、非常によろしくない印象を受けました。これは社会配慮審査諮問機関、第

三者の専門家にお願いしていることですから、その意見は尊重する立場でいていただきたいと

思います。 

○村山委員長 それでは、一度切らせていただいて、せっかくコメントを出していただいてい

ますので、全体一度議論をしてからまた今後の進め方についてまとめていきたいと思います。
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１ページ目の下に自然環境調査、それから住民移転計画は次の被影響住民にかかわりますので、

まず、自然環境調査に関して石田委員からコメントが出ていますので、この点について、担当

部からご説明をお願いいたします。 

○須之内 このご質問に関して回答させていただきます。フォローアップ調査のカメのように、

対象を絞り込んだ調査というものの実施を今回はしておりませんが、開発調査においては、ハ

ンダル州、プレイベン州の水産局にて、漁類に係る聞き取り調査を行いまして、インベントリ

ーを策定しました。また、これ以外に地元の漁民に、漁場や捕獲できる魚の種類、産卵場など

の聞き取り調査を行い、これらの結果は、開発調査のときのアペンディクス２にまとめており

ます。また、この聞き取り調査とは別に、開発調査時において計画路線の付近を対象とした動

植物調査を実施し、この調査結果は開発調査の最終報告書にまとめられております。 

 ちなみに、実施に当たってはメコン川流域の動植物相について、ＷＣＳという、環境ＮＧＯ、

また、さらにカンボジア国農林水産省野生動物の保護の専門家を中心とした調査チームを組織

して、調査を行ったものです。 

 以上です。 

○石田委員 では、うちに帰れば、開発調査報告書を見ようと思いますが、ここでかいつまん

でどうだったのか結果を教えていただけませんか。調査をやったことはわかりましたけれども、

その結果はどうだったか。影響があるのか。あるのだったらどういう緩和策が魚類に対して必

要なのか、ないのだったらどうなのかということを教えていただきたい。 

○斉藤 フォローアップ調査団の斉藤といいます。 

 基本的に先ほどＪＩＣＡの方から説明がございましたように、水産局または現地の人たちか

らの聞き取り調査を行っておりまして、工事中または工事後の周辺の環境に対する影響は余り

ないというふうに考えております。 

○村山委員長 それでは、次の住民移転計画に関して……。 

○石田委員 Asian Box Turtleについての啓蒙活動のみで緩和できるというふうに考えるとい

うことは現実的ではないように思ったので私は質問を上げたのですが、その点は、前回いただ

いた資料に記述がなかったので、どうなのかと思いまして。 

○斉藤 ハコガメに関しましては、追加調査でもフォローアップ調査でも調査をさせていただ

きまして、橋の、特にアプローチ道路、そこができるところが埋め立てされればそこで生息地

域が減少するということは事実だと思います。ですから、本体調査の中ではミチゲーションの

策としてビオトープなどを設けて生息地を別途確保してあげるような努力をすればいいのでは
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ないかというふうな記述が本体調査にはあったと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 本体調査というのは開発調査ですね。 

○斉藤 はい。 

○村山委員長 石田委員、確認をしていただいて、もし不十分だということであれば、またコ

メントを出していただければと思います。 

○石田委員 報告書を拝見してみます。 

○村山委員長 それでは、次の住民移転計画について幾つか上がっていますので、このあたり

お願いいたします。 

○今井 それでは、住民移転計画です。お手元の資料に沿って順に一つずつご説明させていた

だきたいと思います。 

まず、織田委員からご質問のありました、住民移転計画が無策定であることから、この制定

を条件として基本設計調査を実施することを外務省に提言すべきであるというところですけれ

ども、先般前回の諮問説明会のときにもお話しさせていただきましたけれども、住民移転計画

の策定のために移転の住民の特定というものが必要になってまいります。その場合には、設計

図面がまず必要になってまいりますので、そのために基本設計調査を行う必要があるという回

答とさせていただきたいと思います。 

それから、６番目のところ、村山委員長から６番目、７番目というところで、ＮＲＰとの関

係等について出されている６番目のところですけれども、まず、先般の、前回資料を配付させ

ていただきましたところで、方針のところに記載しておりますけれども、カンボジア側に対し

てＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインの理念に基づいて非自発的住民移転に対する適切な対応

と手順が担保されるということをまず働きかけるということで回答とさせていただきたいと思

っております。 

引き続きまして、７番目、１号線の改修事業について、フォローアップ報告書等々のレビュ

ーが指摘されているが、別添４に上げられていた前回の資料、住民移転計画を策定する際にガ

イドラインが遵守されるよう努める必要があるというご指摘ですけれども、こちら国道１号線

の改修計画につきましては、ＮＧＯ等から指摘されている点についても、ＪＩＣＡも実施促進

機関として環境社会配慮面のモニタリングを継続しております。それから、現在のところでは

ガイドラインから著しく原則から逸脱するというようなことは現時点で私どもは確認されてお

りません。したがって、第二メコン架橋建設にかかる基本設計調査等々行うについても、当然

別添2-2-1
19 / 34



 19

ガイドラインに従って実施していきたいというふうに考えております。 

続きまして、８番目、石田委員からいただきました、先ほどの相手国の省令や関連規則が正

式に法制化されていない状況で、ＮＲＰのことだと思いますが、苦情処理メカニズムなども含

めた移転計画を行いながら明らかにしていくという説明を記憶している。そういう事態であれ

ば、環境社会の精神にのっとった形で行えるメカニズムというところですけれども、これは先

ほどご説明させていただきました、今の村山委員長のご質問と重複しているというふうに考え

ております。したがいまして、先ほど村山委員長に説明させていただきました、基本的にもち

ろん第二メコン架橋建設につきましても、ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインから逸脱しない

ように行っていくというふうに考えております。 

９番目です。原嶋委員からご質問があった点ですけれども、補償の適切な実施が最も懸念さ

れるというところで、まず１つ目、法制化がされている、されていないにかかわらず、これは

補償はもちろん行うべきであるというふうに考えております。したがって、適切な補償が行わ

れるか、また、同時に苦情処理メカニズムがきちんと機能しているか、機能していないかとい

うところが非常に重要なんだと。法制化というところはもちろん現状そうでありますが、法制

化されている、されていないというところはまたそれは別の話です。ちゃんと補償がされるか、

されないか。メカニズムがちゃんとできているか、できていないか。それをまずちゃんと確認

することが必要であり、それに対するそれら一連の状況について調査を行うというところで回

答させていただきたいと思います。 

あと一つ、これはこちらからのお願いという形にはなるのですけれども、答申のところで、

原嶋委員から無償資金協力の実行を差し控えることという記載をいただいておりますけれども、

先ほど来話が出ていますが、無償資金協力を実施するのは外務省になりますので、ＪＩＣＡへ

の答申としては若干そぐわないのかなというふうに考えております。 

○村山委員長 それでは、ここの部分、住民移転計画について、今のようなお話ですが、何か

追加でありますか。 

○織田委員 確かに計画というふうに書いたために狭くなってしまったかと思うのですが、実

際にそれが、先ほど移転の法制化の有無にかかわらず補償することは確かであるというふうに

おっしゃったんですが、それを確実にするものが示されていないところが問題ではないかとい

うふうに思っております。計画という言葉を使ったので、それなら調査をしなければ計画を立

てられないではないかというふうにおっしゃったと思うのですけれども、本体的なところが非

常に問題ではないかということを言いたかったのです。 
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○村山委員長 ほかはいかがでしょうか。 

 私からも６番、７番でコメントを出させていただいていますけれども、説明会のときの資料

別添４で、社会環境に関する主な調査内容（案）、ここに住民移転計画の策定を支援という内

容が書かれているんですが、（１）のところで、法制化の状況を引き続きモニタリングして、

法制化に応じ省令及び関連規則の内容を住民移転計画に反映させていくというような記述があ

るわけです。これを読むと、どうもＮＲＰの状況に応じて補償の程度が変わるというふうに読

めます。そういう面があるのかもしれません。ただ、ガイドラインには、ここに書いたように、

かぎ括弧の中の記述があるわけです。移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水準におい

て改善または少なくとも回復できるよう努めなければならない。今、決まっていない時点でこ

の調査を進めるということであれば、むしろ見守るというよりは、こういった考え方を全面に

出して、これを進めるというふうに位置づけるべきではないかというふうに思うわけです。そ

ういう意味で、６番については示したということですけれども。もし何か追加のご意見があれ

ばお聞かせください。 

○斉藤 フォローアップ調査団の斉藤といいます。このＮＲＰに関しましては、確かに今策定

中でありまして、今後どうなるかわかりませんけれども、基本的にこれを策定しているカンボ

ジア側の役所等に何回もヒアリングをしましたけれども、基本的に再取得価格、これを採用す

るということは彼らもこのＮＲＰの原案にも入っておりますし、建設省、運輸省、それから移

転を担当している方々、これらも再取得価格でやるというふうな方向にありますので、それは

信頼していいのではないかというふうに私個人としては考えております。 

 かつ、１号線のことで先ほどいろいろ意見がありましたけれども、私どもが調査した限りに

おきましては、１号線の補償に関しましては、再取得価格でお金が支払われているというふう

に言っておりますし、私どもは払われた方に聞きましたけれども、確かにその額が払われてい

るということは確かでありました。ただし、それが満足しているかどうかというのはまた別の

問題ではあると思います。 

 以上です。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。もしそういうことであれば、そのあたりに関しても

記述をしていただきたかったということはありますし、そもそもＪＩＣＡとしての姿勢が最初

に書いてあるべきだろうと、そういうふうに思いますので、答申を出すとすればそういう内容

が加わるというふうに私は思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。 
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 それでは、次の被影響住民、PAPsに移りたいと思います。10番から13番です、お願いいたし

ます。 

○今井 それでは、被影響住民、PAPsについて、順を追って説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、織田委員からいただきましたコメントの件なのですけれども、土地を所有しない被影

響住民の生計状況を把握するための調査をするべきであるという点ですけれども、これは11番

目の石田委員からのご質問とほぼ同一内容であるというふうに感じておりますけれども、用地

取得に関連する、土地を持っている、持っていないではなく、土地を持っていることによって

何らか移動が発生する人々のみならず、例えばフェリー乗り場で働いている職員とか、売り子

さんももちろん計画をすることによって影響を受ける人々であるというふうに考えております。

まず、その把握と対応のための調査について、先方政府とも協議をして、実施したいというふ

うに考えております。 

 先ほど来確認ということですけれども、もしこの点につきまして具体的な何かアイデア等が

ありましたら、委員からご教示いただければというふうには考えております。 

 11番目のところ、石田委員のところのご質問は、先ほどの点と同じということで。 

 12番目に村山委員長からコメントが出ております路線の設定と暫定PAPsの居住区域との関係

ということなんですけれども、まず端的に申しまして以下のことを調査に含める必要があると

いうことで、２点上げていただいていると思いますけれども、こちらはもちろんさせていただ

きます。前回もお話しさせていただきましたけれども、暫定PAPsの居住区域内にCOIが存在す

る場合は、もちろんPAPsとして考える必要はありますので、まずどれだけ把握する必要がある

か。建設計画に対する意見も、もちろんこれは聞く必要がある。 

  調査の初期にCOIが確定できない場合は、可能性のある区域を広目に設定し、PAPsの把握並

びに建設計画に対する意向を把握すること。これは多分前回の説明のときに若干ずれるかもし

れないといったところから村山委員長のご発言だと思いますけれども、確かに前回ずれるとい

うことなんですが、ある程度の幅をもって開発調査でやっていると思いますので、そこから大

幅に出てしまうということは、私たちもまず想定はしておりませんので、ある一定の区域内を

右に動くか左に移動するかということのレベルだと思います。もし仮に出ざるを得ない。例え

ば50センチでも１メートルでも出ざるを得ないということになれば、それはもちろん新たなＣ

ＯＩができるということですので、原則としては書かれていること、まずこれは実施させてい

ただきますということをまずお伝えさせてください。 
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 それから、13番目のところで、同じく村山委員長からコメントが出ておりますけれども、被

影響住民の適格要件を構成しない架橋建設により間接的影響を受ける人々という、その内容を

把握することと対応について調査の内容に追加し、詳細に検討する必要があるということで、

それは先ほどの織田委員と石田委員からのご質問と同一の部分があるのかなというふうに考え

ております。 

 ちなみに、開発調査でフェリー乗り場とか、それからプロジェクト地域の社会的脆弱層を対

象にした、幾つかの案というものが出されております。道の駅開発計画とか、それから小規模

事業者のための信用貸しや貯蓄計画といったところも、提言という感じなんですけれども、そ

れが書かれております。すべてこれらができるかできないかというところも先方政府とは協議

していく必要があるのかなというふうには考えております。 

○村山委員長 それでは、この点についていかがでしょうか。 

 私が伺う限り、そうしますと、移転住民だけではなくて、そのほかの被影響住民に関しても

調査を追加される。説明会ではそのあたりについてはお話がなかったと思いますけれども、説

明会のときの調査の内容に加えてこういった調査もされるという理解でよろしいでしょうか。 

○今井 はい。ただ、言い方がPAPsという言い方にしてしまうと、例えばカンボジアの国では

PAPsというのはこういう人たちと、例えば土地を持っている人たちをPAPsといった言い方をす

るみたいですので、言い方自体は変える必要があると思いますが、少なくとも影響を受ける

人々たちというのは土地を持っている人たちだけではないという理解を私ども持っております。 

○村山委員長 いかがでしょうか。 

○石田委員 細かいことなんですが、定義がひとり歩きしないために、被影響住民という、住

民を少し工夫した言葉に変えることは考慮していただくことは可能なんでしょうか。英語はパ

ーソンなので、レジデントとはなっていないのです。それは各国によってもちろん英語の解釈

は皆さんそれぞれ定義づけされているわけですので、定義づけができるのだったら誤解を招か

ないように、我々日本語も被影響住民ではなく被影響人々というのは何か変ですけれども、そ

れにかわるような言葉ができればと、前回から思っていました。 

○村山委員長 被影響者にしますか。これは答申を出す段階でどういう言葉を使うかというこ

とだと思います。確かにおっしゃるとおり英語ではパーソンですね。ですから、それに適した

言葉でまとめたいと思います。 

 それから、12番目に関係してですが、今のご発言でいきますと、暫定PAPsは260世帯、それ

以外にもPAPsの中に含まれる可能性がある世帯が出てくるという、そういう可能性があるとい
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うことですか。 

○今井 前回の開発調査のときから新しく人が来ていれば、もちろんそれはふえることになり

ますし、ただ、先ほどご説明しましたように、ある程度幅を持っていますので、例えば260と

いう数字が少し幅の中の右寄りにすることによって150になるといったことも十分考えられま

すので、あくまで幅の中では今260という数字があるというふうにご理解いただければと思い

ます。 

○村山委員長 それでは、よろしいでしょうか。 

 では、次の部分ですが、幾つかありますので、パブリック・コンサルテーションに関して織

田委員からありますので、これについてお願いします。 

○今井 織田委員からのパブリック・コンサルテーションに住民移転計画の対象にならない

人々も参加するようにすべきであるということですが、原則こちらは制限は設けることは考え

ておりません。 

 以上です。 

○村山委員長 よろしいですか。 

○織田委員 結構です。ただ、ＪＩＣＡではそういうふうに思っていなくても、末端にいくと

きにもともとPAPsはそういうふうに移転計画にかかわる人であるという定義があったときに漏

れてしまう危険があると思うので、その辺のところをお気をつけいただけたらと思います。 

○村山委員長 それでは、次の交通量調査、お願いします。 

○今井 交通量調査、村山委員長からのところですけれども、基本的に基本設計調査のところ

では、交通量調査及びフェリー乗り場、基本設計調査の中ではもちろん交通量調査というもの

は行う予定にしております。ただ、開発調査のほかのものと違って、非常に長期間にわたるも

のではありませんので、ただ、モニタリング等々はしておくべきであろうというふうに考えて

おりますので、現時点で今のところ考えている方策としましては、フェリー乗り場にてチケッ

トを販売しております。そちらで日ごとで毎日データをとっておりますので、こちらをモニタ

リングの結果として代用することによって、比較対照できるのではないかというふうに考えて

おります。 

○村山委員長 交通量の調査に関しては、藤崎委員からも先ほどもご発言がありましたけれど

も、フォローアップ調査に関してコメントということで関連する点があると思うんですが、こ

れも含めてコメントいただいた方がいいですか。 

○今井 ほかの委員からの交通量に関して出ている質問としましては、多分フォローアップ調
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査に関するコメントというところの７番目のところで藤崎委員からご指摘が出ているところ、

交通量調査を実施したといったところもあわせるという理解でよろしいでしょうか。 

 まず、トータル的に申しまして、交通量調査をモニタリング継続していくべきであるという、

開発調査での答申数年間というところもあったと思いますが、それについては先ほどご説明申

し上げましたように、基本設計調査の段階では交通量調査は行います。それにあわせて継続的

にデータをとっていくということから考えまして、現在ネアックルンで就航されておりますフ

ェリー乗り場のチケット販売数というものを、ＭＰＷＴという、先方の機関が毎日データをと

っております。そちらの方、少なくとも過大評価にはならない。チケット販売数でごまかして

いる人もたまにいるかもしれませんので、少なくともチケット販売数がボトムのラインであっ

て、それよりも多い場合はあっても少ない場合はないのではないかというふうに考えておりま

すので、これで少なくとも過大評価への方向性はないというふうに考えておりますので、こち

らで交通量調査にしたいというふうに考えております。 

 それから、藤崎委員からありましたご質問のところで、2007年同じ時点で交通量調査を実施

したという記載がありますけれども、こちらはフォローアップ調査の最終報告書、ドラフトの

12ページ及び13ページに、日付等すべて記載させていただいております。 

○村山委員長 それでは、交通量の調査に関してのコメントですが。 

○藤崎委員 交通量調査について、先ほどコメントをいただいたので申し上げますと、何も私

大調査をやってくださいということを言っているわけではないのです。交通量調査をするため

の前提として、例えばＣＢＴＡに関してはこういう状況になっていますということを、少なく

とも報告書としては明示的に、例えば本日のように私がこちらから申し上げるのではなくて、

そちらとしても明示的にこういうフレームになっていますという説明がないと困るでしょうと

いうことです。今回の報告書については、いささかきついコメントをさせていただきましたけ

れども、これは基本的に一番かぎになるところ、コアになるところですから、そこはみんなが

納得できるような形の説明をしていただいた方がいいんじゃないかということでございます。 

 具体的に申し上げますと、いろいろな議論があって、錯綜しているんですけれども、報告書

では国境での積み替えなしての通過はまだ始まっていたいとだけ書いてある。だけれども、Ｃ

ＢＴＡでもう一つの重要なポイントがありまして、それが何かというと、シングルウィンド、

シングルストップというのですけれども、国境での通過手続きを非常に簡素化するということ

です。シングルストップ、シングルウィンドが機能していれば、その分だけ通過のスピードが

速くなるんです。また、例えば国境から入ってくるトレーラー的なタイプのものがぼんと数が
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ふえましたと書かれているが、これが何を示しているのか。恐らく、トレーラーがはいってい

るということは、コンテナ輸送、恐らく、ＴＩＲカルネ（ＴＩＲ運送）も事実上機能する形で、

要するにシールだけ見て通過させるということも恐らくやられている、そういう可能性はある

わけですから、それをみんなに、多くの人にわかってもらえるような形で説明していただかな

いといけないのではないかということです。 

○村山委員長 交通量のところは私も意見を出しておりますが、今、お話しいただいたチケッ

トによるチェックというのは、本体の開発調査の最終報告書の提言の中にもそれに関連する事

項が入っていると思うんです。月次チェックによる間接的なモニタリング、料金収入、これを

フォローアップで本来であればしておくべきだったと私は思いますけれども、フォローアップ

調査の中ではそれがたしか年間の料金収入という形でまとめてあったと思うんですが、もう少

し詳しい内容でそういうことをされるという必要があるというのが私のコメントの趣旨です。 

 16番調査報告書ということで原嶋委員からご意見が出ていますので、これについてお願いし

ます。 

○今井 16番目、調査報告書というところなんですけれども、まず、１、２、３、３つあると

思いますので、順にご説明したいと思います。 

 １番目なんですけれども、本案件の妥当性というところで、無償資金協力としては資金規模

が大き過ぎるのではないかというところと、それから交通需要予測の精度、それから住民移転

に対する適切な補償基準の３点について、独立したセクションを設けて重点的にＪＩＣＡ側の

所見及び対応策を詳述することということで、これは報告書、私が想定していましたのは、こ

れは基本設計調査報告書にこの３点をセクションを独立して設けて、そのＪＩＣＡの所見及び

対応策を記述することというふうに理解いたしました。 

 その理解に基づいてお答えさせていただきます。１点目、本案件の妥当性なんですけれども、

無償資金協力妥当性というところを検討いたしますが、資金規模が大き過ぎるのではないかと

いう、規模の妥当性に関する判断基準をＪＩＣＡは有しておりません。基本設計で検討可能な

範囲というものは、本橋梁の必要性、妥当性について、技術的側面から検討するものであり、

事業費の規模の妥当性の判断は外務省にゆだねております。 

 ２番目なんですけれども、交通需要予測の精度というところなんですけれども、先ほど申し

ました基本的に基本設計調査の場合橋梁の設計を行うものである。したがいまして、交通量調

査についても行いますが、フェリー乗り場のチケット販売結果による交通量のモニタリングを

行いまして、それで先般行われました開発調査とフォローアップ調査での需要予測結果と比較
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対照するというふうに考えております。 

 ３番目ですけれども、住民移転に対する適切な補償基準、カンボジア側の採用する基準を尊

重するだけなのか、市場価格に基づく再取得価格を基準とするよう措置を講じるのかという、

具体的に書かれておられますけれども、基本設計調査では、まず先方政府による住民移転計画

の策定と、そのプロセスがＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインに沿って、まず行われている

か、行われていないか。必要に応じて先方政府を支援しつつ、それからかつちゃんとできてい

るかどうかというところのモニタリング、それから確認を行っていく。 

 もう少し具体的に申し上げますと、適応される補償基準が公正かつ公平なものであるか。影

響資産の評価が適切に行われているか、いないか。移転用地の確保、それと移転計画、それか

ら、所得確保と、それから生計回復策の策定、苦情処理メカニズム等について支援と確認を行

います。したがいまして、コメントにありますカンボジア側の採用する基準を尊重するだけと

いうことはあり得ません。と申しますのも、採用される基準が必ずしも、先ほどポイントで上

げました公平かつ公正なのかといったところとは見做しがたいということが十分考えられます

ので、その場合には先方に見直しを求めるというケースもあり得るかと考えられます。 

 それから、市場価格に基づく再取得価格が基準とされる場合、例えば市場価格調査の方法と

か、それから評価方法が適切かどうかということも見きわめる必要がある。したがいまして、

補償基準をどう設定するかという点だけではなくて、補償が適切に実施されるかどうかという

のがまず重要であるという認識のもとに、支援と確認を実施していく予定です。 

 なお、報告書には調査結果を記載予定というふうに考えております。 

 以上、長くなりましたが、原嶋委員からの調査報告書に対するコメントの回答とさせていた

だきます。 

○村山委員長 では、時間が大分過ぎましたので、続けて質問のところでまだお答えいただい

ていない部分があればお願いします。 

○須之内 まず、質問の１からお答えします。「フォローアップ調査報告書は、開発調査のフ

ォローとしての調査だと理解しているが、『予備調査』であると明記されている」というご指

摘ですが、おっしゃるとおり（この、自然環境調査部分）の「予備調査」の用法は、今後本格

的な調査を行うという趣旨ではございません。この点誤解を生じさせたかもしれない点はおわ

びします。あくまで今後の先方が行うモニタリングしようとするベースライン調査の一つとし

て考えております。 

 フォローアップ調査における環境調査の基本的な考え方は、開発調査の中で踏み込んだ調査
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を行わなかった分野について、補足的、試行的な調査を行うという趣旨で実施しておりました

ので、この表現については、「引き続き本格的な調査を行う」という意味ではなく、「開発調

査の補足的な調査」という意図である点を申し上げたいと思います。 

 続いて、次に徒歩や自転車でのフェリー利用者ということですが、現段階で徒歩が100リエ

ル、自転車が500リエル程度だと思いますが、具体的な料金設定というのは事業化がされるの

であればその際に改めて検討されることになると考えます。 

 ただ、開発調査の報告書の段階で、橋梁建設の際の料金設定は、橋梁の費用便益、あるいは

フェリー料金のいずれかの低い方の範囲内に抑えることを提案しておりますので、この点から

考えると、個人が受容不可能な水準にはできないと考えてはおります。 

 ちなみに、その開発調査ではミニバスで600から2,100リエル程度を提案しており、12人乗り

と考えた場合、一人当たり50から175リエルになると考えられ、現段階の100リエルという水準

から大きく変わるものではないと考えております。 

 続いて、質問３です。ルートＡが最適であると書いていることについては……。 

○石田委員 話の腰を折るようですが、時間もないことですし、３と４については、例えば私

が開発調査報告書をきちんと読めばプロセスが書かれているのであればもう一度読んできて、

その上でまたこういう話をする機会はあるのでしょうか、その中で質問します。 

○須之内 開発調査にも概略が載っているものと、今日私持ってきて読み上げればよかったの

ですが、前回の８月の審査会のときの議事録の３ページから４ページだったと思いますが、そ

ちらに記載されていますので、ごらんいただければと思います。 

 クエスチョン４の事業費については、効果的に建設できるか、妥当であるかということです

が、この精査というのは、通常どの調査の報告書でもそうであると思いますが、この調査にお

いてもこういった見地から出しております。特に必要な資材、機材を積み上げて積算をしたの

ですが、カンボジアだけではなくて、タイやベトナム等の市場価格調査も用いつつ積み上げを

行って算出した価格ですので、相応に精度が高いものだという認識でおります。 

○村山委員長 それでは、質問まで進みましたが、現時点で何か追加のご意見・ご発言等あり

ますでしょうか。 

○今井 １点だけ、せんだっての説明のときに織田委員から質問のありました、橋が開通すれ

ばＣＯ2が減少する理由を教えてくださいというところがありましたので、そのところだけ回

答させていただきます。 

 ＣＯ2の減少というのは、広域的な視点から見た場合です。したがいまして、第二メコンの
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橋、ネアックルンのところに橋がないという現在は迂回交通が発生しております。その関係で

走行キロは非常に増加しております。したがいまして、橋梁が仮に開設すれば、迂回交通が国

道１号線の利用に転換するということになりますので、今はもう少し北側を通っておりますの

で、走行キロが減少する、それに従ってＣＯ2は減少するという観点から、橋が開通すればＣ

Ｏ2は減少するという解析になっております。 

○原科 それはＣＯ2の量としてどの程度ですか。 

○今井 今手元にありませんので、それはまた後日ご回答させていただきます。 

○原科 今のご説明は、おっしゃることはわかりますけれども、実際に定量的なチェックをし

ないとなりません。よく国土交通省でもアセスが出てくるんですけれども、確かにそうですけ

れども、定量的にかというと余り多くない場合が多いんです。私のすぐそばの横浜市青葉区の

東名高速の青葉インターと、第３京浜をつなぐ７キロぐらいの高速道路です。ＣＯ2は減るの

です。減るといってもよく調べたら何百人分ぐらいしか減らない。だから、350万人を超え、

400万人近い都市で、減るには減るけれども、その場合はインパクトは大したことないでしょ

う。その程度なので、それで減るといわれても全体のバランスを考えるとどうか。今、おっし

ゃった場合は、それよりは多いと思いますけれども。 

○村山委員長 それでは、一通り議論をしたと思いますが、ほかにもしご意見がなければ、今

日のところは一通りの判断をしたいと思います。私からの提案としては、この案件については

次回以降もう一度議論をしたいと思います。その時点としては、フォローアップ調査の報告書

が出た後もう一度やりたいと思います。内容的に同じというところがほとんどだと思いますの

で、コメントについては今日出ているものが割と答申に反映されると思いますけれども、追加

で恐らくご意見があろうかと思いますので、それを審査会の中で一度やりたいというのが一つ

の提案です。 

 もう一つは、この案件については幾つかのＮＧＯ等からご意見をいただきました。これは審

査会に直接いただきました。ですので、今日の議論の中でもそれに関係する話がありましたけ

れども、一度そういった方々と審査会の委員の方々が意見交換する場を持ってはどうかと思っ

ています。これについては、今までそういった機会を設けたことがない。私が関係する範囲で

はそういうふうに思っていますけれども、審査会の設置要綱の中では、開催という部分で、審

査会は機構関係者及び必要に応じ委員長が定める関係者の出席を求めることができる、そうい

う項目があります。これも昨年の９月25日の説明会に配られた資料に書いてあります。ですの

で、皆さんの同意が得られれば、関係者ということで一度意見交換をしたい。答申のコメント
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については今日出されたものプラスアルファということになると思いますが、それに加えて、

これまで審査会に意見を出された団体、個人の方々との意見交換ということを考えてはどうか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○長谷川委員 委員長の意見に基本的に賛成です。一つ要望したいのですけれども、今日の議

論の途中で、調査団の方が、先方政府が移転についてどんな方針で、あるいは価格についてど

うやっていくかというところで非常にいいニュースをもたらしてくれたのですが、あれを聞い

て、少し改善の方向が出てきているなということでうれしく思ったのですけれども、そのたぐ

いの話は今回初めて私、しかも口頭で聞いただけでして、その辺のことを今後非常に、審査会

の中でも一つの論議の根拠にならざるを得ない点かと思いますので、もしよろしければ文書化

したものを次回以降の我々の議論の材料として上げてもらえれば、議論が進むのではないかと

思いますので、もしできればそれを要望したいと思います。 

○村山委員長 今の件は、国家補償政策に関係する具体的な内容をもしより詳細にわかれば資

料を出していただきたいということですね。 

 ほかにご意見等ございますでしょうか。 

○平山委員 これはどうしようかと思ってずっと迷っていたのですけれども、原科先生が取り

上げられた責任の話は、私もちょっと気持ちがすっきりしないので、発言させていただきます。

村山先生は延ばすことについては自分が責任をとりますと、こうおっしゃったのですけれども、

私はそれは筋違いではないかと思います。きちんとした準備ができていない、説明ができてい

ない、調査ができていない、これらの責任をとるべきは、むしろＪＩＣＡのほうであって、第

三者委員会の委員長ではない。そのＪＩＣＡが委員長に責任をとらせるような発言をするとい

うのは、あり得ないことが起こったように感じていますので、そこのところのやりとりは改め

ていただきたいと、私は思っております。 

○村山委員長 今の時点でもし追加のコメントがあれば。 

○渡辺 無償資金協力の場合の諮問のタイミングについてですけれども、村山委員長から予備

調査の結果というのは報告書ができてからという解釈をいただいたのですが、実際に予備調査

をやったときを考えてみると、予備調査の報告書ができてから諮問した場合に、例えば予備調

査の報告書の書き方についていろいろコメントをいただいても、報告書は既にできてしまって

いるという事態になってしまいます。そういう意味では、報告書ができてからという解釈は適

当ではなくて、予備調査の調査結果についてということで考えるのが適当というふうに考えて

おります。 
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○村山委員長 では、反論をさせていただきますが、私の理解では、予備調査等の結果を受け

てこの案件については基本設計調査に入るというプロセスの中で十分な予備段階の調査ができ

ているかどうかを確認するということだと思うんです。これはほかの開発調査のドラフトファ

イナルの段階での我々の答申とは全然性質が違うと私は思っています。開発調査のドラフトフ

ァイナル段階での答申は、今、渡辺さんがおっしゃったとおり、よりよい調査報告書を完成さ

せるというために我々答申をしている。だから、ドラフトファイナルということだと思うんで

す。ただし、それに対してこちらは結果を受けて諮問・答申になるということですから、性質

が全く異なるというふうに理解しています。そういう意味で、今のご発言は私には理解ができ

ないということです。 

○野村委員 堂々めぐりの議論になるかもしれないのですが、3.5.1の１．のところで予備調

査で何が眼目なのかというのは、ガイドラインを満たす環境影響評価がなされているか否かを

判断する。その判断の材料として予備調査がありますといっているわけですね。下の２．のと

ころにいかなくても、３．のところで、十分に実査されていない場合など、改めて環境社会配

慮調査を行う必要がある場合は開発調査等のスキームを用いて本ガイドラインの云々という文

章になっていて、そういう意味で、この１、２、３というのは、私は１で十分であると見做さ

れている場合、あるいは開発調査が行われている場合は２．と読む。もし十分な評価がされて

いないということであれば改めて環境社会配慮調査を行う必要があるということで３．にいく

というふうな、場合分けでないと、この１、２、３がうまく読めないんだと思うんです。 

なぜ私がそこに固執するかといえば、このフォローアップ調査、どこまでが、つまり私は開

発調査が行われている段階で１．にいう判断は終わっているというふうに読んでいるものです

から、だとすると、フォローアップ調査という予備調査的なものの結論が出ないと先に進めな

いというのは、ロジックとして釈然としないというのが、どうしてもぬぐえない。そういう意

味で、渡辺チーム長が説明されたのも、紙として存在するかどうかの問題は別にしても、対応

するべき答え、説明があれば、渡辺チーム長の説明もまんざらおかしな話ではないと思います。 

○村山委員長 いろいろなご意見をぜひ伺いたいと思いますが。 

○石田委員 話を戻すようですけれども、言われて考えてみたんですが、審査委員である我々

は所定の手続を経て選ばれて、我々が信じている価値観の反映もありますけれども、結局はど

ういうことが社会配慮にとって公正で公平なのかということを観点に発言させていただいてい

るわけですし、ですから、その点については自分の不勉強があればそれは責任を負うべきだと

思っていますが、責任というのはその程度ではないかなという感じはいたします。要するに、
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我々は事業主体者でもないし、計画者でもないから、これ以上踏み込めないんじゃないかなと

いう気はしております。だからといって、不勉強な発言を繰り返していいという意味では全く

ありません。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○野村委員 外部の方を交えた意見交換会なんですが、意見交換というのが私にはいま一つピ

ンときません。ＮＧＯの方から委員長宛あるいはＪＩＣＡ宛にコメントが出てきて、そういう

見方もあるのか、こういう見方もあるのかというのは、非常に有益だとは思うのですが、何を

どう見るか、例えば住民移転のフレームワークだけしかなくて、計画がないからいけないじゃ

ないですかという意見に対して、私は一般論として本件のような案件の段階で詳細な住民移転

計画はつくり得ないと思っているので、フレームワークでも十分ではないですかという意見を

言う、そういうＮＧＯとの間で私のレベルでそういう対話はできるのですけれども、ただ、一

般的にいってお聞きすることはできても、対話するべきことというのがイメージがわかなくて、

むしろ質問があるのだったら最終的にはＪＩＣＡが答えるべきであって、審査会として対話を

するというのは、お聞きするのは非常に結構だと思うんですけれども、対話をするというのが

よくわからないんですけれども。 

○村山委員長 そういう意味では意見交換もあるかもしれませんし、質疑応答という形もある

かもしれません。むしろ先ほど長谷川委員のご指摘もあったように、今回の国道１号線の話も

ありますので、どの程度それが信憑性があるのか、そういうことについて直接聞くということ

も必要かなと、私は思っています。 

○原科 今の場合、私も対話という表現は合わないだろうという感じがいました。ただ、広範

な情報収集が必要ですので、アセスの場合にそういうような仕組みがとられています。公聴会

です。公聴会は日本では通常口述人が言い放しになってしまうので、これでは十分情報が伝わ

らないということで、形式としては対話型にするということで、その趣旨は広範な情報収集な

んです。最近の例では、東京都が公聴会の制度を変えまして、「都民の意見を聞く会」という

ものをつくったのです。これはまさに審査側のメンバーが都民との対話の場をつくっていると

いうことですけれども、ちょうど今と同じような対応をしております。そこでは議論をやって

おります、質疑応答をやっております。その意味で、趣旨としては広範な情報収集というよう

なことで、ぜひそういうようなことをやっていただくと適切な判断ができると思います。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○木藤 先ほど来お話出ておりますＮＧＯとの意見交換のことですけれども、ここについて、
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ＪＩＣＡの環境社会配慮審査のガイドラインあるいは審査会の運営上どう位置づけられるのか

というのは、企画調整部で検討いただければとは思うのですが、これまで今日のこの場、ある

いは前回の説明会のところで、国道１号線の問題点については、直接我々審査の委員の方々か

ら具体的にこういうところが問題ではないのかという形で質問を受けておりません。そういう

質問を受けていない中で我々の立場あるいは我々が持っている情報をお聞きいただく。あるい

はＮＧＯとの対話の中に我々も同席させていただいて、双方の情報を取捨選択していただいて

委員の方に判断いただく。それが基本的には公正なやり方かなと思っております。その点につ

いてはご検討いただければと思います。 

○村山委員長 今のご発言、私もそのように思いますので、ぜひご同席いただければと思いま

す。 

○石田委員 いろいろな方が広範な範囲の情報収集について、原科先生がおっしゃるように言

われたということから、前からずっと思っていたことを一言だけ申し上げたいのですが、審査

会のあり方です。あり方がこうやって机でコの字型に並べてなかなか自由な議論ができない段

階で、しかもある程度のピラミッドのランキングがどうしてもついてしまっている。私は余り

好きではないのです。ワークショップが大好きなのです。そういう段階での制限というのは、

どうしても情報が対話するというよりも一方的に聞くことが多くて、時間のロスにもつながる

ということなので、審査会のあり方、開催のされ方自体も、もう少し情報をお互いに集め合っ

た段階でいい意思決定をするというような形に一度ぐらい試してみられないものか。審査会と

いう名前をつけている以上コの字型にしなければいけないのかもしれません。名前自体を変え

るとなるとまた大変なんでしょう。審査会の開かれ方とか、情報の提供の仕方とか、お互いの

意見の集約の仕方というものも再考してもいいんじゃないかなという気はしています。 

○村山委員長 今のご発言はこの案件に限らず審査会の開かれ方、開催方法に関してのご発言

だと思います。今のところ説明会については審査会ではなくて、割と自由な形で行っています

ので、これについては議事録もとっていませんし、割と発言は自由だと思うんです。ただ、審

査会は記録をとって、だれがどういう発言をしたかということは記録として残すということも

非常に重要だと思いますので、その形はとりつつも、別の形があれば、やっていくということ

だと思います。 

○石田委員 それを特に強く感じたのは、今日ＪＩＣＡの方から移転計画に関する情報が出さ

れたので、それがもう少し別の形をとれば、事前に出て議論も進んだのではないかという気が

したものですから。 
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○村山委員長 そういう意味では、説明会の段階でそういう話が出てくればよかったと思いま

すけれども。 

 それでは、大分時間が過ぎましたので、区切りをつけたいと思います。この案件については

もう一度議論する機会を持ちたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、そういう形にさせていただきます。 

 今後の予定ですが、かなりいろいろな案件が続いていますので、少しそのあたりは事務局と

意見交換して、具体的に決めさせていただきたいと思います。 

 それから、先ほどもお話ししたとおり、ＮＧＯ等との質疑応答、意見聴取の機会、これにつ

いては担当部の方にも可能な限りご出席いただいて、公正な意見聴取という形で行いたいと思

います。これについてもスケジュールはまた後ほどお伝えできる段階でお話ししたいと思いま

す。 

 それでは、そういう形で一度切らせていただいて、次の議題に入りたいと思います。それで

は、一たん休憩させていただきます。 

 

（他案件に関する審議のため、以下省略） 
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第１３回環境社会配慮審査会 

 

日 時  平成19年12月10日（月）16：30～19：15         

場 所  ＪＩＣＡ本部12Ｃ会議室               

 

◇出席委員   （敬称省略） 

委員   石田 健一   東京大学海洋研究所海洋生命科学部門助教 

委員    織田 由紀子  日本赤十字九州国際看護大学教授 

委員     菊地 邦雄    法政大学人間環境学部教授 

委員    小林 正興   大阪府環境農林水産総合研究所企画調整部企画課 

委員     野村 徹    日本シンガポール石油化学㈱代表取締役 

委員    長谷川 弘   広島修道大学人間環境学部人間環境学科教授 

委員    原嶋 洋平   拓殖大学国際学部准教授 

委員    平山 義康   大東文化大学環境創造学部教授 

委員    藤倉 良    法政大学人間環境学部教授 

委員    真崎 克彦   清泉女子大学地球市民学科准教授 

委員    村山 武彦   早稲田大学理工学術院創造理工学部教授 

委員    柳内 龍二   個人コンサルタント 

 

◇欠席委員 

委員    田中 充     法政大学社会学部及び政策科学研究科教授 

委員    長畑 誠    いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク代表 

委員    中村 玲子   ラムサールセンター事務局長 

委員    中山 幹康   東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻教授及び  

              専攻長 

委員    藤崎 成昭   （独）日本貿易振興機構アジア経済研究所新領域研究センター

次長  

 

別添2-2-2
1/26



 1

 

◇事務局 

       熊代 輝義   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部次長 兼 

                ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 

           渡辺 泰介   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム長 

       村瀬 憲昭   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

宮崎 明博   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

◇ 委員・事務局以外の発言者 

原科 幸彦   東京工業大学 教授 

        独立行政法人国際協力機構 異議申立審査役 

松本 悟    特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ 代表理事 

満田 夏花   地球・人間環境フォーラム 

木藤 耕一   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

        業務第一グループ 運輸交通・電力チーム チーム長 

村山 博司   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

        業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

今井 健    独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

         業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

実川 幸司   独立行政法人国際協力機構 経済開発部  

        第二グループ 電力・エネルギーチーム 

      須之内 龍彦  独立行政法人国際協力機構 社会開発部 

第三グループ 運輸交通・情報通信第一チーム 

 田中 研一   独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員 

◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  

○村山委員長 それでは、第13回環境社会配慮審査会を始めさせていただきます。 

 

 （他案件に関する審議のため、途中省略） 
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 次に、第３議題ですが、カンボジア国第二メコン架橋建設答申案協議ということです。これ

は前回に続いての議題となります。 

 幾つか資料がありますが、最初にＪＩＣＡの方からご説明があるということですのでお願い

いたします。 

○渡辺 企画・調整部の方からまず、本日の資料で「ガイドラインの無償資金協力の事前の調

査に係る規定について」というＡ４の縦長の資料がございますけれども、これについてご説明

をさせていただきます。 

 前回の審査会で、ガイドラインの規定はどうなっているかといったようなコメントもござい

ましたので、ガイドラインの規定及び用語の意味についてもあわせてご説明したいと思います。 

 まず、無償資金協力ですけれども、どういう流れになっているかといいますと、要請が出ま

してそれが採択されますと、ＪＩＣＡの方で予備調査、これは必要に応じ実施というものです。

それから基本設計調査を行います。その後は、実施の決定以降は外務省で行うというものにな

っております。 

 そもそも、予備調査とはどういう調査なのかということですけれども、調査案件の妥当性を

判断するための調査、また、基本設計調査を実施する前に、協議、情報収集によって基本設計

調査の範囲や内容を絞り込んだり、固めるための調査ということで、例えば、要請が非常に大

きなものであったときに、そういったものを絞り込むといったような調査が行われております。 

 それから、基本設計調査とは、無償資金協力として実施することの緊急性、必要性、妥当性

を検証するとともに、実施する際の基本構想を策定して、最適な事業規模の基本設計を行って

概算事業費を算定するための調査というものになっております。 

 ガイドラインの規定でございますけれども、3.5.1で、カテゴリＡの場合というのが規定さ

れております。 

 １番は環境影響評価の実施状況についての確認ということで、相手国で環境影響評価が行わ

れている場合に、ガイドラインを満たす環境影響評価がなされているか否かを予備調査等を通

じて確認するというものでございます。 

 ２番は、環境影響評価が実施されている場合、または、本ガイドラインに基づいて開発調査

がなされている場合であって、改めて環境社会配慮調査を行う必要のない場合、基本設計調査

を行う。環境影響評価等の結果、予備調査の結果をB/Dに反映するというようになっておりま

して、ガイドラインに基づいて開発調査がなされている場合というものは、この２番で書かれ
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ているということになります。 

 ３番は、環境影響評価が十分に実施されていない場合で、改めて環境社会配慮調査を行う必

要のある場合について規定をしております。 

 また、事業の中止というのはどうなっているかということが前回出ましたので、これについ

ては、プロジェクトについて環境社会配慮が確保できないと判断する場合は、ＪＩＣＡの協力

事業を中止すべきことを意思決定し、外務省に提言するというようになっています。 

 このガイドラインの中で、一つは予備調査の段階と、それから基本設計調査があります。予

備調査で何をするかということと基本設計調査で何をするかということを考えますと、予備調

査段階では、対象プロジェクトのコンポーネントが未確定ということで、取得対象用地が未確

定ということになります。したがって、この予備調査段階では明らかになっているレベルのプ

ロジェクトについて環境社会配慮を確認し、基本設計調査で行うことを確認するという形にな

ります。 

 また、ガイドラインに「B/Dに反映する」と書かれてありますように、設計に伴うような配

慮というのは基本設計調査で行うということになっておりますので、予備調査の段階ですべて

環境社会配慮調査が済んでいるというものではなく、基本設計調査でも環境社会配慮調査が行

われるということになります。今申し上げましたように、環境社会配慮を確保できないという

場合には中止すべきことを意思決定するというのは、これは随時行うということになります。 

 この第二メコン架橋建設の場合ですけれども、カンボジア政府により環境影響評価が実施さ

れております。また、ガイドラインに基づく開発調査が行われておりまして、開発調査の終了

から時間もたっていないというものでございます。したがって、環境社会配慮調査を行う必要

のない場合、ということで考えております。ちなみに開発調査では、スコーピングとドラフト

ファイナルレポートの段階で審査会の答申を得ているというものでございますし、フォローア

ップ調査でも中間段階で審査会にご報告をしているというものでございます。 

 これの資料については以上でございます。 

 続いて、無償部の方からお願いします。 

○今井 それでは、先だっての審査会の場面で口頭の方でコメントいただいておりましたもの

を口頭でお答えさせていただきましたけれども、それに対しては、Ａ４の紙で今お手元の方に

ございますでしょうか。 

 こちらの「カンボジア国「第二メコン架橋建設計画」環境社会配慮審査会委員からのコメン

ト対する回答」というところで、以上のようにコメント、質問、先だって口頭でございますが
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いただいた項目に対して回答ということでさせていただいております。 

○村山委員長 以上でよろしいですか。 

 それでは追加のものがありましたら、もし回答で強調すべき点があれば。 

○今井 村山委員長の方から追加でいただきましたものを、一番最後のページにあります、追

加の１、２という形で出していただいています。 

 村山委員長の方から追加でいただきましたもの、「フォローアップ調査ではフェリーの改善

に関する調査が行われていないように思われる。この点は、開発調査をフォローアップするた

めの調査としての妥当性にかかわるので、調査が行われなかったとすれば、その理由を示して

いただきたい」というものと、それから、「上記の点は必ずしも環境社会配慮に関連するもの

だけではないが、住民移転以外の社会影響を考慮すれば、フェリー運行の改善を前提とした橋

梁建設というシナリオのもとでは、フェリーの運航に関連した業に従事する人々への現在なら

びに将来の影響を検討するうえで、フェリーの改善に関連する調査は必要であると考える。こ

の点に関する見解を示していただきたい。」という、この２点のみ追加でいただいております。

それに対する回答につきましては、それの回答も長くなりますけれども、右側のところに記載

させていただいております。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、一応、６時半までということで予定をしておりますが、残りの時間で議論をさせ

ていただきたいと思います。 

 今日、あと資料としては、ご欠席ですが藤崎委員からＡ４、１枚、意見書という形で出てき

ております。前回はいらっしゃいましたが、そのときの議論を受けて４点にまとめておられま

すので、ぜひお目通しをいただければと思います。 

 今、私の方からも資料を配らせていただいたのですけれども、一つは、先ほど事務局渡辺さ

んからもお話があったように、その手続をどうするかという点があります。これは無償の案件

が審査会で諮られるのは今期では２回目です。ちょっと、その辺りがまだはっきりとしていな

い、いろんな読み方ができるという話がありますけれども、いい機会ですので、ぜひそこを明

確に、ある程度になるかもしれませんが明確にしておいた方がいいかなと思っております。そ

れ以外の内容についてはある程度前回で議論をさせていただいておりますので、まずその手続

上の問題について少し議論を深めたいと思っています。 

 今日配らせていただいた資料は、この今期の審査会が始まる直前、前回の審査会でも少し口

頭でお話をしましたけれども、昨年の９月25日に審査会の説明会が開かれました。事務局の方
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から資料が配られて、資料１から６が配付されています。その中で資料の４で審査会の運営方

法というものがありました。めくっていただくと裏の方に運営方法がありますけれども、この

中に（１）から（４）まで、審査会の検討事項というものが挙がっています。この（３）には

無償資金協力の基本の調査ということで２つのポイントが挙がっていますが、一つは予備調査

結果に対する諮問、答申ということが書かれています。 

 ここの説明会は、審査会が本格始動する前に開かれた説明会ですが、その後、10月２日に説

明会が開かれました。これは具体的な案件に関する説明会で、ちょうどこの前の議題に上った

シンズリ道路の建設計画に関するものでした。これも無償資金協力ということで事前の調査と

いうことだったのですが、このときに、ここにあるようなフロー図が配付されています。これ

を見ると、真ん中のあたりに予備調査というのが出てきて、予備調査等の実施を受けて、諮問、

答申ということになっています。その後基本設計調査に入るということです。さらに、今期に

関してこういった資料が配られたということですが、前期、一期目の審査会においても、先ほ

どの意見交換のところで既に松本さんが紹介されましたけれども、一期目のところでもこうい

うふうな状況にあるということがあります。 

 私自身はこういうものをずっと見てきていて、諮問、答申というのは予備調査等の結果を受

けてやるものだというふうに理解をしてきました。これまでもそういった形になってきたと思

っています。それに対して今回の案件に関してはそうではない。事務局が用意された資料とは

違う形をとられようとしていると私は理解しています。ここについては、今のところ説明はな

かったと思うのです。そういう状況で、このまま答申案を議論すると言われてもちょっと理解

できないというふうに考えています。 

 そもそも、そういった形で案件ごとに対応を変えるということになると、説明会で配られた

資料は一体何なのだろうかということにもなりますし、審査会としてどの程度対応するのかと

いうことにも、かなりその申請が出てくる可能性があるのです。これについては先ほども議論

がありましたように、ガイドラインの内容だけで判断するという部分ももちろんあると思いま

す。ガイドラインは正式な文書ですので、それがもとになっているわけですけれども、それに

附随して今期においてもこういった資料が配られておりますので、これとの関係を整理してお

かないと、ちょっとこの案件についてはそれ以上議論できないということになります。 

 これについて何か現時点でコメントございますでしょうか。 

○原科 はい 

○村山委員長 どうぞ。 
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○原科 私は、このガイドラインの策定にかかわってまいりましたので申し上げます。 

 野村委員のおっしゃったとおりでございます。やはり、この文章ですね、これに沿ってきち

んと判断するのだと思います。その意味で、今委員長がご説明になった、これはむしろ事務局

からご提示になったプロセス、予備調査の結果に対する諮問答申というのは、3.5.1、カテゴ

リＡの調査、１番に対応したものだと私は理解しております。これは当時の議論を確認しまし

て、まずそういうことで間違いないと。これはたしか前に野村委員も、素直に読んだらすんな

り理解できたとおっしゃったと思いますけれども、つまり、基本設計調査に先立って予備調査

等を通じコンファーム、確認するのは審査会で行うわけですから、だから諮問が来て答申する

ということなのです。その結果、ある程度の段階で、速やかにウェブサイトで情報公開をする

というような手続を規定しています。だからこれを素直に読めばそうだと思うのですよ。その

ときに、２番目に省略できる場合もあるということです、例外的に。どういうことかと言いま

すと、これは開発調査がなされている場合であって、改めてさらに調査を行う必要がない場合

です。どういうことかと言いますと、開発調査が十分それで判断できる材料になっているとい

うことなのです。これが大事なのです。 

 それから、期間が余りあいていないというのはどういうことかといいますと、期間があいて

しまうと、古い開発調査は余り有効ではないでしょう。だから、開発調査がきちっと終わった

としても、期間があいている場合にはまずい。あいてなければ前の開発調査は有効だろうと。

では、開発調査が有効かどうかといった判断は３番目なのです。ここで、環境影響評価が十分

に実施されていない場合だと、そういう場合には開発調査は、その次の部分で、必ずしろとは

ハッキリは言っておりません。開発調査のスキームを用いるわけですから。環境社会配慮を行

うということです。この場合、開発調査の審査の結果、皆さん、あと数年程度はトラフィック

調査を行って、交通需要に対する調査を行いなさいと言われたでしょう、審査会で、おっしゃ

ったのです。つまり、現在の開発調査は不十分だと言っておられるわけです。ですから、その

意味では、判断材料がまだそろっていないのです。私はそう思います。だから、素直に、１、

２、３まさに書いてあるとおりに読んでみますね。そういうことなのだと思います。それは、

私は改めて、議事録で当時の議論全部チェックしてまいりましたから、そういった理解でまち

がいないと思いますし、それを示すような記録もたくさんございますので、まさに、この書い

てあるとおり普通に読んでいただければよろしいと思います。 

○村山委員長 ほかに何かあるでしょうか。 

 はい。 
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○渡辺 それでは、村山先生から、事務局作成の資料についてお話がございましたので、説明

させていただきたいと思います。 

 ガイドラインの解釈については既にコメントがございましたので、さらにガイドラインに基

づいて、環境社会配慮審査会の運営においてどうするかというのが、説明会で説明させていた

だいたものですけれども、今、お話がありましたように、予備調査を行う場合についてのフロ

ーが書かれておりまして、開発調査を行う場合について明記されておりません。ここは事務局

としても十分ではなかったかなというように考えております。 

 ただし、今回のような、ガイドラインに基づいて開発調査が行われている場合でも、基本設

計調査の前の段階で諮問するというように考えておりまして、今回、諮問させていただいたと

いうものでございます。この点、説明をしておりませんで失礼をいたしました。私どもとして

は、既に開発調査を行い、フォローアップ調査についても審査会にご報告をしていたものです

からご存じ、おわかりになるかなと思って省略をしてしまっておりました。 

 以上でございます。 

○石田委員 もちろん、前期、私は委員ではありませんでしたし、それに、今回、改めてこの

分厚い540ページもの海外レポートを読んで、ますますわけがわからなくなったので、改めて、

今言った流れに絞るということで私もお聞きしたいのですけれども。 

 今日、ＮＧＯの方からいただいた流れ図を見ていると、2006年段階での審査会の答申と、そ

れから、ファイナルレポートの提言では、２年間モニタリングしましょうということで、これ

がかなり決定打になるような気もするのです。このモニタリングがきちんと行われたかどうか

ということ。一つは、休暇の時期に行われて、そこに対して、このモニタリングに対しての妥

当性への疑いが若干勝利するということであれば、それ以下はカウントができないわけですし、

そこら辺の手続をきちんとやったかどうかというのは、かなり大きなところになるのかなとい

う気はしています。個人的にはいろいろとまだまだ聞きたいことがあるのですけれども、とり

あえず手続については、その手続をどう重要視してどう判断していくかという、そこのつなが

りが非常に効いてくるのではないかなという印象です。 

○村山委員長 ほかに、いかがでしょうか。 

 今の点は内容にかかわるということになるかと思うのですが。 

 先ほどの渡辺さんの話ですと、説明していなかったということになりますかね。ただ、先ほ

どの松本さんの話からすると、前任の上條さんは、そこも含めてやるのだというふうにおっし

ゃっているわけですよね。それを変えるということは明言をしないと、こちらは変わっていな
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いものだと理解をせざるを得ないですよね。その点については、誤りだけでは済まないと思い

ます。明確にその点については明示すべきだったと私は思います。そうでなければ、何の意味

もなくなりますよね。 

○渡辺 何の意味もなくなるということではないと思います。既に、シンズリ道路の場合にも、

必ず、予備調査をやるということで説明はしておりません。既に、ネパール側でＥＩＡをやっ

ていると。したがって、基本設計調査をやるということも考えられますし、あるいは、場合に

よっては予備調査をやるということでご説明をしております。したがって、予備調査をやらな

い場合もあり得るということでご説明をしているところでございます。 

○原科 ちょっと、いいですか。 

○村山委員長 はい、どうぞ。 

○原科 予備調査を必ずやるという表現ではありませんけれども、予備調査等を通じて確認す

るということが明確に書いてありますからね。予備調査と言わなくても、確認という作業は審

査会でやらなければいけないのです、ガイドラインの規定によれば。だから、予備調査という

形でなくてもいいのです。とにかく、その情報をきちんと提供して、審査会で先に進んでいい

かどうかの判断をしなければいけない。それで、その判断した結果を速やかにウェブサイトで

情報公開しなければいけません。この手続はすごく大事なのです。これは、随分議論しまして、

こういった段取りをきちっとやると。特に異議申し立てだとか、そういった場合には重要です。

ということで、これは、きちんと議論したのです。 

 ですから予備調査という格好でなくてもよろしいです。一つ一つの事項について、確認とい

うことをこの審査会でやっていただかないと、その確認に対する諮問、そして、答申という手

続です。他の諮問はできない。 

 もう一つ大事なのは、要請確認段階でのコメント案の協議です。これは、どのようにされた

かです。この、今のメコンの案件に関しましては、10月にこういうことがあったはずです。私

は内容を確認したいと思いまして調べたのです。議事録がまだ公開になっていない。２カ月と

うにたっていますね。これは余りにも遅いでしょう。だから、これは、やっぱりこういうこと

は大事なので、このことを一つ考えれば、議事録公開になって、みんなが確認出来ないとその

中身はわからないですね。本当に、この方針で進んでいくのかわからないですよ。だから、パ

ブリックになっていないのです。審査会の中だけで、公開されてないから。これは非常にまず

いです。だから、ちゃんと議事録上でどんなことが、この要請確認が協議されたか。そして、

今、この段階。ただ、そもそもは予備調査と言える情報が十分あるかどうかという、今度、調
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べなければいけない問題です。だから、事務局からまず諮問をしていただく、予備調査結果に

対して諮問、そして、答申を行うことだと思います。それをきちっとやっていただかないとこ

れから先、非常に困ると思います。それで、私の場合は、下手すると異議申し立てが出てきち

ゃうおそれがあるので、だから、きちんと手続を踏んでいただきたいと思います。 

○村山委員長 要請確認段階のコメントについては、前回も少し話題に上ったのですが、審査

会からこういうコメントが出ているということについては、加えていただいているわけです。

そういう形で。 

○原科 私のところには何も情報が来てない。それは、まずい。 

○村山委員長 審査会の議事録が遅れているというのは、委員の方も私も含めて議事録を確認

するのが少し遅れてきているというのがありますけれども、できるだけ早く出す必要があると

思います。 

 それから、無償資金協力に関する議論については、シンズリの道路が一つその対象になって

いる。先ほど、渡辺さんからも話がありました。私も確認をしたところであります。このとき

には、確かにおっしゃるとおり、ネパールの方で行われた環境影響評価が主たる対象になって

いました。それに加えて、ステークホルダーミーティングも開かれたということで、そういっ

た情報が提供されて諮問されているということだったと思います。資料がありますので、必要

があれば回覧をしたいと思います。 

 特にその段階では、基本設計調査という話はなかったと思うのです。答申の表書きにも環境

影響評価に対して答申をするというふうに書かれていますので、そういう意味では、先ほど、

原科先生がおっしゃったこととの関連で言うと、予備調査という中に、相手国で行われた調査

を確認して、さらに必要な事を行うということが入っているのかもしれません。そういう意味

で環境影響評価に対して答申を出したということになると思うのです。 

 もしそういうことを類推として挙げるのであれば、今回の案件についても開発調査とフォロ

ーアップ調査が行われているわけですから、これに対して、基本設計調査に入るのに十分な内

容が確保されているかどうか、これが諮問答申にかかるというふうに理解をしていいものでは

ないかと思います。既に、開発調査だけではなくてフォローアップ調査もなされているわけで

すから、これに関して、一度、中間段階で審査会に報告があってコメントを出させていただき

ましたけれども、最終的な報告書は今回初めていただいているわけです。ですから、それを含

めて、この案件に関して基本設計調査、基本設計の調査に入るという段階にあるかどうか、こ

れに関する諮問、答申という位置づけで私はいいのではないかと思っています。 
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○野村委員 委員長の今のご発言だと、そのガイドライン上の3.5.1の２．の文章で基本設計

調査に移るか、移ることが妥当かどうかの諮問が今されているという理解になるのでしょうか。

○村山委員長 そこも、私まだ十分整理ができてないのですけれども、予備調査等という内容

は不明確だということは事実だと思うのですね。これに関してはいろいろなパターンがあり得

て、相手国で既に調査が終わっているとか、ＪＩＣＡの方も行っている可能性があると思うの

です。そういうものを含めるという理解でも可能ではないかなと。そういう意味では予備調査

等の中にこれまで行われたＪＩＣＡの調査も入るという理解もできるかもしれない。ですから、

必ずしも２．だけということではないと思っています。 

 私も、この部分については、委員長という立場でこの１と２をどういうふうに読むかという

のはいろいろ考えてみたのですけれども、基本設計調査に入るような案件に関して、相手国が

環境影響評価もやっていない、あるいはＪＩＣＡの方も開発調査をやっていないと、そういう

案件は多分ないのではないかと思います。それなりに、きちんと調査を行っているものが次の

段階に入っていくのではないか。そうすると２番で書かれている環境影響評価が実施されてい

る場合、それから開発調査がなされている場合、これいずれもどちらか多分あるはずなのです。

そういう意味では１番というのは、そういう意味ではいらなくて、２番だけでも話が通ってし

まうということになると思うのです。B/Dに入るような案件に関してですね。 

 そういった状況があるにもかかわらずあえて１番が書かれているということは、それ以上の

多分意味があるはずなんです。つまり、環境影響評価がなされている、あるいは開発調査がな

されている、それだけではない意味が多分１番には含まれていて、それがこの文章だけでは読

めないようになっているような感じがします。これはある意味でガイドラインが十分ではない

ということになるのかもしれませんけれども、そういう意味でいうと、やはり、その１番の部

分については、２番では書かれていない部分が確かに入っているんだというふうに私は理解し

ています。そういう意味ではその予備調査等の中にいろんな意味合いが多分あるんだと思うん

ですけれども、解釈の仕方によっては、あるいは、無償に関して行ったシンズリの例を考えれ

ば、予備調査等という中にＪＩＣＡで行われた調査も含めて、あるいはフォローアップ調査と

いう形で行ったものを含めて考える、それを諮問、答申という形で審査会が扱う、そういう理

解をしていいのではないかというふうに思っています。 

○野村委員 いろんなお話を伺いながら読んでいくと、3.5.1の１.も２.も３.も、みんなどう

も何を言っているのかよくわからないのです。必ずしも、メコン・ウォッチの松本さんと意見

を同一にしているわけじゃないのですが、ただ松本さんのご意見で、１．でウェブサイトで情
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報公開すると書いてあって、これがないと異議申し立てをするタイミング、スタート地点がわ

からない。２．のウェブサイトで情報を公開をするというのは基本設計がもう終わった後にな

ってしまうので、異議申し立てのタイミングとして遅過ぎるのではないかという議論は、有力

だなという気がするのですけれども。 

 この3.5.1の１．のところでウェブサイトに情報を公開をしなければ、その異議申し立ての

スタート地点がなくなってしまうというのは事実認識として正しいのでしょうか。 

○村山委員長 そこはいかがでしょうか。 

○渡辺 １番については相手国の環境影響評価の場合が書かれており、開発調査の場合に、ガ

イドラインに基づいて開発調査が行われている場合については２番で読むという整理で考えて

おりますけれども、２番にはＪＩＣＡはその結果を速やかにウェブサイトで情報公開するとい

うところがございません。したがって、開発調査の場合も、このウェブサイトの情報公開とい

うのはこの１番を使って情報公開をするということで考えております。 

○野村委員 今の渡辺さんのお話ですと、２番の場合であっても基本設計報告書の完成を待た

ずにウェブサイトで情報公開するということですか。 

○渡辺 はい、基本設計調査の前に情報公開するということで考えております。 

○村山委員長 はい、では、松本さん。 

○松本 もしお持ちでない方いらっしゃると思います、異議申し立ての要綱には明確に次のよ

うに書いてあります。無償資金協力のための事前の調査は予備調査結果概要がホームページに

掲載された日以降、基本設計調査報告書（案）概要がホームページに掲載されてから１カ月の

間。これが異議申し立てを受け付ける期間になります。繰り返しになりますが、事前の調査で

予備調査結果概要がホームページに掲載された日以降、これが始まりです。終わりが、基本設

計調査報告書案の概要がホームページに掲載されてから１カ月後、これが終わりになります。

したがって、この２つの情報が当然ホームページに掲載されなければ異議申し立ての要綱が効

果を発しません。 

○村山委員長 今の点が正しいとすれば、先ほどの渡辺さんの話はどうなるんですかね。 

○原科 ちょっといいですか。3.5.1の意味は、１番が基本的な手続を示したと、最初の項で

すね。２、３番は場合分けして、こういう場合、－その議論がどんな議論があったといいま

すと、もう十分調べてあってわざわざ開発調査はやらなくていい場合もあるだろうと、そうい

う議論があったんですよ。それで場合分けして、２番はそれはあえてやらなくていい場合、３

番はやらなきゃいけない場合という場合分けなのです。だから、２があれば１がいらないと思
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うのではなくて、3.1がまず基本的な考えを、手続を示していると。それで、２番目はやらな

くていい場合と、３番はやらなければいけない場合。そういう考えで整理してあるということ

です。私はそんなふうな理解をしております。 

 だから、5.3.1番のところの手続のところの一つの大きなポイントを示しているのです。こ

れは、だから普通に読んでいただければわかっていただけるかなと思った。それで予備調査等

とわざわざ書いたのは、さっき委員長がおっしゃったように、その中にはその国でのアセスメ

ントのＥＩＡ、あるいは開発調査、ＪＩＣＡのものですね、いろいろありますから。これはも

うちょっと弾力的に対応できるように。大事なことは判断する情報をきちんと持つことなんで

す。基本設計調査入っていいか、できるだけそのときに、既存のものとかがあるとしたら、活

用をしましょうと。つまり効率的にやりましょうと。そういう意味で予備調査等にしたんです。

そういう趣旨だと私は考えています。これは、だからもう１回その通り、技術用語をもう１回

見ればいいんですけれども、そうやってもう１回見ていただくと、そんなにひどいものではな

いと思いますけれども。もし、これでそういう不適正でうまくいかなければ、ガイドラインの

改訂の時に、もうちょっと説明に伺うようにしたいと思いますけれども。そんな議論があった

と私は思います。 

○村山委員長 ほかに、いかがでしょう。 

 はい、どうぞ。 

○熊代 今までの経緯という話があるのかもしれないですけれども、普通に、これは、１、２、

３、と、１は確かにこれから無償資金協力を検討するというときの手続が書いてあって、それ

で、一般的には１でしょう。２はここはわざわざ、本ガイドラインに基づいて開発調査がなさ

れている場合であって、改めて環境社会配慮調査を行う必要がない場合、基本設計を行うと書

いてありますので、普通に読むと開発調査を行って、そこで環境社会配慮に関する調査を行え

ば、一応その必要な要件を満たしているので、それから実施したいという判断はあると思うの

です。 

○原科 だから、それは調査が終わっていれば、終わってきちんと、予備調査等としてその情

報がそろっていれば良い。だから、開発調査をやって、ちゃんと終わっていて、予備調査等の

対応するものがあれば、その段階で諮問をしていただく。そして、審査会が判断すればいい。

おっしゃるとおりです。だから、そこがそろっていると判断されたと思って諮問がきたと、私

は見ていたら、どうもきちんとした諮問はされなかったようなので、手続はきちんとやってい

ただかないと困るなと申し上げたのです。その材料として、開発調査とフォローアップ調査、
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セットで今ようやくそろったと。だから、この段階で予備調査等相当のものがあるのだから、

それをもとに、次の基本設計調査に入っていいかどうか審査会で判断してくださいと、そうい

うことなのです。今、ようやくその段階が来たのだと思います。そのときに審査会で、いや、

まだこれは十分ではないとなれば、追加調査を求める、いろいろあり得ますよね。その段階で

十分、これでもう情報として判断できますよというのであれば次に進んでいい、そういうこと

だと思います。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○原科 改めて、きちんと諮問していただくといいのではないか。 

○村山委員長 はい、菊地委員どうぞ。 

○菊地委員 申し上げた意見は別にして、今の議論でどういう結論を出そうとしているのかと

いうのが、私にはもう一つよく見えないのですけれども。そこをちょっと示してから、議論を

終息させていただきたいのですけれども。 

○村山委員長 私の理解という範囲ですけれども、今回いただいた諮問の内容については、こ

の基本設計調査における環境社会配慮調査についてというふうになっています。これは、もう、

基本設計調査が前提という形でどういう調査がいいのかと、そういった諮問の内容だというふ

うに読めるわけです。ただし、今議論になっているのは、そもそも基本設計調査に移る、そう

いった段階にあるかどうか、その点について諮問、答申がなされるべきではないかということ

が、多分議論になっていると思うんです。 

 これまでの資料からすると、予備調査等の結果を受けて、基本設計調査に入る、そういった

十分な調査がなされているかどうかを確認する。そこに審査会がかかわるという理解でいるわ

けなのですけれども、今回の諮問の内容が、それを一歩進めて基本設計調査の内容に関する諮

問、答申というような記述になっているように私は思えますので、そういう段階に進んでいい

のか、あるいはその前の段階で確認をすべきかどうか、そこが多分、議論のポイントになって

いるのだと思います。 

○原科 ですから、この3.5.1、カテゴリＡの調査の決定のとおりに、調査等を通じ確認する

という作業をこの審査会でやっていただきたい。そういう諮問も事務局から出していただきた

いと私は思います。そのときに予備調査等に対応するものは、さっきおっしゃったように開発

調査、それからフォローアップ調査も終わったところなので、大分そろったと。予備調査等に

相当するものがありますから、これで判断していただきたい。そういう諮問をしていただけれ

ばいいと思うのです。ところが、この前の諮問の仕方がそういう点では整合していなかったと
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いうことを確認しておきたい。基本設計等にというのは、まだ、その対象に来ていないのです。

そこをきちっと整理すれば、この規定どおりやっていただいてよろしいわけです。 

○村山委員長 菊地委員。 

○菊地委員 一般論というか、ガイドラインの解釈論と現在のその第二メコン架橋の話と、か

なり、こんがらがって議論がされているような気がするんです。一般論の解釈論に関しては申

し上げたいことがあるので、それは、後で、終わってから申し上げたいと思いますけれども、

要は、この先ほどいただいた資料が極めてわかりやすいですよね。それは石田委員も言われま

したけれども、要するに前のを我々も知りませんけれども、以前の段階で開発調査があって、

そこで審査会は答申をしていると。それに基づくフォローアップ調査というのが行われていて、

これをガイドライン上の予備調査と見るか見ないか、そういう話もあるのかなという気がしま

すが、フォローアップ調査というのが答申に基づいて行われているのであれば、それの結果を

この審査会でもう一回評価するというか、それについて意見を言うというのは極めて当然だと

思うのです。そこをやるかやらないかというのが本当の議論でしょう、今、ちょっと二、三回

私も休んでいて申しわけないのですが、そこについて、先ほど来の事務局の発言というのは、

嫌だと言っているのですか、単純に言えば。 

○渡辺 単純にガイドラインの解釈です。ガイドラインの3.5.1の２番でガイドラインに基づ

いて開発調査がなされている場合、この開発調査がなされ報告書ができましてから時間もたっ

ていないということで、改めて、環境社会配慮調査は必要ないというように考えております。

したがって、基本設計調査を行うということで考えております。したがって、基本設計調査で

も、環境社会配慮調査を行うことになりますので、今までの調査を踏まえて、基本設計調査の

中でどういう確認を行うべきかということについて諮問させていただいたということでござい

ます。 

○原科 そこですよ。時間がたっていないから、開発調査をしてから短期間であるから、改め

て環境社会配慮を行う必要ないというのは、自動的にはならないのです。ここがポイントです。

つまり、開発調査、これは期間がたっていなければ、その開発調査が完全に完了していればそ

ういうことはある。これは、フォローアップ調査を要求されたのだから、開発調査が完了しな

いと見なしているわけですね。皆さんだから、時間がたっていないから自動的にこれをやらな

いという話にならないと思うんです。そこなんです。だから、わざわざ今週は、ああいうふう

に、環境社会配慮調査を行う必要がない場合というのは、その判断をちゃんとしてくださいと。

時間がたっていないから、もういいというわけではない。開発調査が完全に皆それでいいので
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すと言えば、それはいいですよ。審査会で開発調査が不十分だと言っているわけでしょう。だ

からこれはさらに調査ということを要求しているわけです。そこのところ。時間がたっていな

いから自動的にイエスというわけではありません。 

○松本 今の箇所で、ちょっと質問をさせていただきたいのですが、諮問の内容を基本設計調

査における環境社会配慮調査にする。つまり、改めて環境社会配慮調査を行う必要がない場合

に基本設計調査にいくと書かれているのに、基本設計調査における環境社会配慮調査について

諮問しているということが、ちょっとよくわからないのですが。 

○渡辺 環境社会配慮の確認というのは、基本設計でも行われるというもので考えております。

したがって、既にご説明しましたように、基本設計を行ってその上で用地取得対象をはっきり

させて住民移転計画の策定を支援していくといったようなものを、基本設計調査で予定をして

おります。それについて、どのようなものを行うことが適当かということについて諮問させて

いただいておるというところでございます。 

○松本 例えば、いただいたコメントの対照表の10番ですね。２ページ目ですが、この大部分

の質問に対して、移転対象だけではなくて、売り子の人とか影響を受ける人はもう少し広いと。

その把握と対応のための調査について予定していると書かれています。これは恐らく確認では

なくて、新たに調査をしなければいけないことだと思います。そういう意味でいくと、私は環

境社会配慮調査はまだ必要な段階だというふうに、自然にここは理解をしているのですけれど

も、違うのでしょうか。 

○渡辺 今の言い方でよくわからなかったらすみません。ガイドラインを読めば、基本設計調

査にいく段階にある。基本設計調査でも環境社会配慮調査は行うということで考えてください。 

○野村委員 今の松本さんのご質問について言えば、3.5.1の２．の第２パラグラフ以下で、

「環境影響評価の結果及び予備調査等の結果をB/Dに反映する。」というふうに書いてあるわ

けで、何らかの改善点なり、追加調査なりというのは、ここで当然予測されていたのだろうな

と。片や、３．で、「環境影響評価が十分に実施されていない場合など、改めて環境社会配慮

調査を行う場合には、」云々と書いてあるので、これは、余りにも配慮が行き届いていないの

で、B/Dには行けないし開発調査なりに戻せということなので、その、２.のところの第２パラ

グラフのところでは、例えば、環境管理計画をつくらないといけないというのは、B/Dより前

にはできないでしょうし、あるいは、住民移転の対象者をどこで確定する必要があるのか、ど

こでどういう住民移転計画をつくる必要があるのか。どうも、このコメントの中でも、住民移

転の数が決まっていないような状況で先に進んでいいのかという議論と、ＪＩＣＡ側の方では、
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いや、B/Dを行わないと数が確定できませんという議論がある。先ほどの松本さんの意見は必

ずしも100％わかっていなくたって、基本的なフレームワークなり基本方針みたいなものは最

低あるべきでしょう、というものだったと思うのですけれども、三者三様の意見があって、ど

うもその辺が三すくみになっているような感じがします。 

 私の読み方だと、許容できる範囲の追加調査だとか手当ては、当然あり得るでしょう。だか

ら、その範囲にあるものは、２．で前に進んでいいですよね。ただ、これは幾ら何でもどうに

もならんという話は、当然差し戻しという読み方なのかなと。だから、今回のが許容範囲なの

かどうかという判断を求められているのでしょうけれども、ただ、いずれにしても諮問の文書、

審査会に対する諮問の文書の表現ぶりだとか、このガイドライン上の扱い等からして、適切な

意見だったのかというのは、ちょっとわからないところがある。 

○村山委員長 すみません。予定の６時半を過ぎましたので、少し延長してよろしいでしょう

か。もしお時間の余裕のない方は、退出していただいて結構です。 

○原科 ２の２番目の文章の意味は、環境社会配慮は改めて必要ないですから、その際に環境

影響評価等の結果及び予備調査等の結果というのは、基本設計調査を行う前に行った調査です。

その前のＥＩＡの結果をきちんと設計に反映したかどうかというそういう確認なのです、本来

の趣旨は。そう読めるでしょう、これ。必要ないのだから。そういう議論をしたんです。でも、

アセスの結果本当に設計で反映されていますかということです。確認しなければいけないとい

うことは言われました。それに加えて、何か本当に予想外のことが出たら、それは当然何かし

なければいけない。その点、アセスを事前にやってその結果を反映する。 

 それから、もう一つ。B/DやらないとＲＡＰつくれないとおっしゃったけれども、普通は、

代替案だけになりますから、大体、ＲＡＰができるような基本的な情報に関しては、普通のア

セスではわかるはずです、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案想定しますから。そういうことでおおよその見当

つくのでＲＡＰつくる。私はそういう論理構造だと思います。 

 だから、今の議論だと、何かもう、そういういろんな代替案を比較検討するというそういう

枠組みでものを考えていないような感じがしまして。アセスの段階では代替案をつくりますね。

それによってＲＡＰ、Ａ案だったらどんなＲＡＰかわかるわけですから。そういうようなこと

で論議は当然出来ると私は思います。一つは、とにかく、諮問の仕方が基本設計ではなく、あ

くまでもこれはやっぱり予備調査ということです。これがそろったとなるので次の段階に進ん

でいいか、これを審査会で判断してもらいたいということだと思います。 

 それから、もう一つ、この案件、非常に規模が大きいでしょう。これは、そういう点でも当
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初開発調査を行うために有償で考えたらというのがあったわけですね。これも、私がガイドラ

イン策定当時の委員会議事録をよく見ましたら、外務省の山田課長は、無償というのは大体１

億とか数億規模程度で小さいものだ。それが通常の大きさだから余り心配しなくていいという

ことを言っておられました。だから、これは例外的な案件です。無償としては非常に例外的で

すから、この手続をちゃんとしていただかないと困ると思います、本当に。これは国民に対す

る説明責任はそこにあるわけですから。そうすると、普通にこれを読んでわかるように手続、

これはっきりリンクされている、制度と連動してこれをつくっているわけですから。これをち

ゃんとしていただかないと、これから先、ＪＩＣＡに対していろんな批判が出る恐れがありま

すから、私はそれを懸念いたします。諮問の仕方がおかしかったのだったら、それを改めて訂

正していただければいいのです。改めてそういうことで、ここで諮問を出していただきたいと

いうことでよろしいですか。まだ時間は十分あるわけですから。 

○菊地委員 解釈論が必要なガイドラインなんていうのは、私は世の中では存在し得ないと、

個人的には考えています。これは、また後で申し上げたいと思いますけれども、いずれにしろ

このプロジェクトに関しては、さっき申し上げましたけれども、フォローアップ調査というの

は行われていて、それの結果を明確に我々がそれに対して納得したとか、あるいは、もうちょ

っとこういう点について必要ではないかとかいう意見はまとめる必要があると思うのです。そ

れを諮問、あるいは答申と呼ぶのか。先生の言われたとおり答申をしなければいけないのかど

うか、そこは絶対なのかどうか、それは私もわかりませんけれども、とりあえず、いずれにし

ろ、時間的にはその結果を踏まえて審査会としての意見を取りまとめる必要があると思うので

す。その上で、次のステップ、基本設計のプロセスに入るのでしょうけれども。いずれにしろ、

ＪＩＣＡのものごとの流れ、開発調査から基本設計に行って後ろにという流れと、このアセス

のプロセスがこんがらがっているとしか思えないのです。つまり、アセスの方はステップ・バ

イ・ステップで、これが終わったら次に行くというのがアセスのステップなのですけれども、

ＪＩＣＡの案件の方はもう流れているのです。それも時間も制約があって。それでこういう話

になるのだと思いますけれども、いずれにしろ、フォローアップ調査というのを今やっている

わけですから、それをアセスの方の予備調査と読むかどうかは、これは別問題として、とにか

く審査会としては、その内容についてチェックして、意見を申し上げるべきは申し上げて、そ

の上で、今、諮問されている基本設計についての方にステップとして進めば、何か諮問をやり

直せとかそういうのは、そこまでやる必要は私はないと思いますけれども、ステップとしては

やっぱりそこを踏まないと、議論が全部こんがらがっていると思うのです。これが私の意見で
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す。 

○原科 こんがらがっていないです。これは、はっきりと手続を書いておられるのですから。

予備調査の諮問答申案と書いておられる。それを、ちょっと間違っただけでしょう、これ。そ

れを順を踏んでいただいて、その次に基本設計に答申してもらってもいいですけれどもね。ま

ず、予備調査結果の諮問答申、明確な手続で書いて皆さんに配ったわけでしょう。しかも、こ

れはちゃんと整合するわけですよ。それから、ガイドラインの解釈といったら、ちゃんとこれ

を素直に読んでいただければいいので。いろいろおかしな解釈をするのは、私は問題だと思い

ますよ。もし、解釈がわからなかったら、まさに法律でも解説書をつくりますから。とりあえ

ず、みんなそうですよ。その文章がわからないので、みんな、解説書がついたり、あるいは議

事録を確認したりします。これは通常のことですから。ガイドラインが曖昧だと余り言われま

すと、我々としてはこれは問題だと思いますよ。 

○織田委員 いいですか。 

○村山委員長 はい。 

○織田委員 いろいろ話を聞いて、大分納得してきました。やはり、手続としては、ちょっと

勇み足だったところがあるのかなというふうに理解いたします。手続として言われているよう

にここで諮問として、次の段階に行っていいのか疑問に思います。これまでのフォローアップ

調査に予備調査等に当たるものをかなり含んでいるように思いますが、それが予備調査として

適切がということについてこの委員会で判断する機会を与えられた方がいいのではないかと思

います。この手続の問題とプロジェクトが重要であるかどうかというのは別の問題として考え

るべきだと思います。むろん私は重要だと思っていますが。 

○村山委員長 それでは、石田委員。 

○石田委員 やはり、まだ内容の話をしてしまうのですけれども、今の方がおっしゃられたよ

うに、フォローアップ調査までの２つの、開発調査本体とフォローアップ調査が、予備調査を

含んだものとして妥当であるかどうかの判断は、やっぱり審議会に求められているというふう

に感じますし、ですから、そういうことをやれば、大きな話題になっているテクニカルな事柄

というのは、一つはオペレーションの住民移転計画をきちんと弱者への配慮を含んで正しく適

切にやれるかどうか。ただし、これは、今非常に問題なのは同時進行でなされているので、形

が見えていないので、審査するにしても非常に判断が難しいと思うのです。ですから、こうい

う条件つきであればこういうことができるのではないかということは、恐らく結論としてはや

っぱり審査会として出さなければいけないような気がしているのです。 
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 それから、もう一つ、藤崎委員からも出されている、藤崎委員はおそらく交通体系のご専門

家だと思うので、私はこれをまともに読んだのですけれども、そうすると、下手をすれば交通

量予測が、交通体系への変化というのがＳＥＡに大きく関係していないか。つまり、この事業

をやる必要性があるのかどうか、妥当性、そもそもこんな事業をやらなくても、ほかのフェリ

ーとかいろんなことができるのではないかという、ＳＥＡに戻ってしまう気もするのです。だ

から、その交通体系の予測なども含めたやる意義と、それから、住民移転計画を中心にもう一

度再審議できるのであれば、しておいた方が、余り責任という言葉を使いたくありませんけれ

ども、すっきりするのかなという気はしています。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○熊代 ガイドラインの方のうちの開発調査やフォローアップ調査は行ったので、各種の要件

を満たしていると考えて基本設計調査可能というように考えて、それで諮問をそういう形でさ

せていただいているわけですが、今まで説明会を行いまして、前回審議いただいて、今回もコ

メントとその対応を出させていただいたのですけれども、そこのところというのはどういうふ

うに考えればいいか、例えば基本設計に進んでいいのかどうかというようなコメントがそのコ

メントの中にあったと思うのですけれども、そういうのを含めて、この諮問の中で議論してい

ただいているというふうに思っていたのですけれども、そこはどうなのでしょうか。 

○村山委員長 ちょっと十分に理解ができていないところがあるのですけれども、私の印象で

はいろんな見方ができる議論になっていると思っています。ある側面ではよりよい基本設計調

査のためにこういうことが必要だろうという議論も多分あったと思います。 

 ただ一方で、これまでの調査、フォローアップ調査も含めて、それまでの調査が次の段階に

進むべき内容を十分に具備しているかとか、そういう見方で議論がされている場合もあると思

うのです。それは、恐らくちゃんとそのあたりの整理をされないまま議論をしてきてしまった

かなと思っています。そういう意味で今回、少しそのあたり整理をして、ガイドラインプラス、

これまで配られた資料等から判断してどういう諮問答申がいいのかということを、ある程度明

確にする必要があるというふうに思っています。 

 要するに、これまで行われた調査を予備調査等というふうに解釈して、その上で十分な環境

社会配慮のための調査がなされているかどうか、それを判断するという見方ですね。別の見方

としては、これまでの調査で十分であるから、次の段階に進んだ場合の基本設計調査に必要な

環境社会配慮調査の内容について、諮問答申するということです。 

 はい、満田さんどうぞ。 
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○満田 今の熊代次長のお話にもあったように、ＪＩＣＡの事務局側の理解としては、フォロ

ーアップ調査は開発調査に基づくものであり、ある意味開発調査の一環として行われていると

いうＪＩＣＡの理解だというふうに私は解釈しています。 

 であるのならば、開発調査に基づくフォローアップ調査が終わらないうちに無償資金協力に

関するパブリックコメントをかけ、かつ外務省に対して案件選択に関するコメントを提出され

たＪＩＣＡさんの対応を少々驚いているところなのです。そこら辺は、よくはわかりませんが

粛々とした一つのプロセスだったとしても、そのフォローアップ調査が終わらないうちに無償

資金協力の基本設計の諮問までされているという、ツーステップぐらい、本来であれば、開発

調査が終わりその開発調査のレコメンデーションに基づくフォローアップ調査が実施中で、そ

れが終了しパブリックレビューにかけられ、委員会への諮問答申も終わり、そこで初めて無償

資金協力について検討しようという手続であると私はそういうふうに理解します。つまり２つ

ステップぐらい踏み越してしまっておられるのではないかと考えますが、その辺はどうなので

しょう。 

○渡辺 満田さんのコメントで今、少し混同されているところがございます。開発調査と無償

資金協力の手続は別にございますので、無償資金協力について情報公開を行いＪＩＣＡとして

の提言を外務省に行うというものは、開発調査のフォローアップ調査とは無関係に行われると

いう手続になります。 

 それから、もう一つ、基本的にガイドラインに基づく調査というのは開発調査、本体調査で

行われているというように理解をしております。したがいまして、開発調査で行ったもの、大

型のプロジェクトでございますので、さらに補足をしたというものでございます。したがって、

開発調査本体調査はでき上がっている。それから、補足の調査であるフォローアップ調査につ

いても文書はでき上がったと。あとは印刷するだけという時点で諮問させていただいておりま

す。したがって、プロセス上で何か問題があるというふうには思っておりません。 

○織田委員 そうですか。もし、そうであれば、先ほどから言っているもう一つ、異議申し立

てのチャンスを逸してしまっているのではないかという議論についてはどのようにお答えにな

りますか。 

○渡辺 異議申し立てにつきましては、いつから異議申し立てができるかという期間が、この

予備調査段階からの情報公開からというところでございます。既に開発調査の本体調査の報告

書を公開しているというところでございます。 

○松本 あともう一つ質問が。 
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○村山委員長 はい。 

○松本 確認ですけれども、ホームページには、Preliminary Studyというふうにアップされ

ています。ガイドラインの英文には、予備調査はPreparatory Studiesとなっています。今言

われたことが正しいかもう一度確認したいと思います。 

○渡辺 すみません。英文は確認をします。 

 ただ、意味合いとしては、予備調査段階での情報公開ということで考えております。 

○松本 ちょっと耳を疑います。ここまで議論していて、つまりもう予備調査として、情報公

開上は、もう予備調査報告書に値する開発調査のサマリーをホームページにアップしているの

で、異議申し立ての受付は始まっていますということなのですか。もう一度確認させてくださ

い。 

○渡辺 異議申し立ての受付は始まっていますというか、異議申し立ての対象にはなり得ると

いう状態にあるということで考えております。（注）この点については、第14回にて修正して

います。 

○原嶋委員 ガイドライン自身をつくったＪＩＣＡの事務局と、ガイドラインの改定に非常に

中核的な役割を果たした先生方の意見の対立をしているので、一般の委員としては言葉がない

のです。この事業、いろんな問題があるということで、事業そのものの議論に早く移る必要が

あると思います。やはり少し、密室はよくないとは思いますけれども、解釈というか、取り扱

いについてもう一度別に協議をしていただいて、一つの結論を一旦つくっていただいた方がい

いのではないかというふうに個人的には思います。複数解釈があるのであれば、慎重な解釈を

とっていただきたい。少し違う形でご議論いただいた後に、早く本質的な議論に移る場を与え

ていただきたいというふうに思いました。 

○村山委員長 そうすると、別途そういった議論の機会を持つということは、少し答申もその

後受理という理解ですね。 

○原科 私も言いたいことがありますので、サポートします。そういう場を設けるとして、多

分、引き継ぎをやって週に１回は事務所に行きますので。きちんと議論したんです。それで表

現もそれを何度も文章を吟味しました。これも記録がありますから。法律はみな解説書がつく

でしょう、解説がつくんですよ。だから、文章だけではわからないから、説明を加えている。

この場合には議事録でそれを確認できるようにしたのです。しかし、それも必要でない感じを

私は持ちました。だってこの図は、まさにそれに沿っているのですから。諮問答申はやりなさ

いってきちっと図に書いてあるんですよ。この趣旨に沿った議論はしております。必ず諮問し
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ますと言われたのです、担当者の方から。記録が残っています。でも、おっしゃるようにもう

時間ももったいないので、私も発言をストップします。 

○村山委員長 はい。 

○野村委員 この時間になって私がこういうことを言うのはずるいのかもしれませんが、ガイ

ドライン上の読み方と手続論を飛ばして、今回、ＪＩＣＡの方から出していただいた各委員か

らのコメントと、それに対する対応の内容を読ませていただくと、基本的には住民移転計画を

どこでつくる、どのタイミングでつくらなければいけないのかという議論はあるのですが、た

だ、ＪＩＣＡさんの今回の答えは、ＪＩＣＡのガイドラインに従い、カンボジアの法制が何で

あれ、きちんとした内容のものをつくらせるようにしますというふうに言い切っておられる。

それから、藤崎委員の議論、交通量の予測の関係、これもまた勉強して可能な限り取り入れま

すとおっしゃっている。それから、住民、影響を受ける範囲についても、売り子さんも含めて、

どういうことができるか対応、検討しますとおっしゃっておられるのです。 

 言っていることが信用できるかできないかという議論は別にして、いずれにしても、現時点

ではＪＩＣＡさんは、B/Dの段階にいかなければそういう作業はできないというのがお立場で、

各委員から出てきたコメントに対して非常にクリティカルなところで抵抗しているとか、そう

いうことはやりませんとか、立場が違いますというふうにはおっしゃっていないのです。 

 ですから、そういう意味では今後の調査でどういうことをやらなければいけないということ

が問題なのではなくて、むしろ、対外的にフォローしなければいけないルールを我々は満たし

ているのかどうかの議論の方が、むしろ、私にとっては焦点になってしまっています。そうい

う意味では本質的な議論をしましょうよというのはごもっともなのですが、翻って今、ＪＩＣ

Ａからもらっている答えを見ると、ＪＩＣＡはもう基本的にコメントを受け入れてそういうふ

うにしますとおっしゃっているのです。だとすると、仮に本質的な議論をする機会をもったと

しても、受け入れます、ではよろしくお願いいたしますと言って終わってしまうような感じに

なってしまう。もちろん、住民移転計画をどの段階でつくらなければいけないかに固執するの

であれば、つまり今の時点でつくらなければならないと固執するのであれば、問題なのですけ

れども。 

○原科 それは、アセスメントはそういうものですよ。事前に戦略性をもってものを考えるの

ですからね。いろんなあり得る想定をしまして、それに応じてＲＡＰはつくれますから。つく

れますよ。それをやっていただかないとこれはアセスになりません。今おっしゃった言い方だ

と、そうしたらもうこういうプロセスが全く必要なくなる。でも、世の中でやりますと言って

別添2-2-2
23/26



 23

できないことがいっぱいあるわけでしょう。だから、いろんな問題が起こっているわけです、

今世の中に。だからこれはきちっとやるというためのプロセスなのですから、それなのに今の

ような議論をされたら、これはもう、この審査会自体の意味がなくなってしまいますから。や

ると決めたから大丈夫という話になったら、これは何でもＯＫになる。 

○村山委員長 今、野村委員がおっしゃった意味では、私も、出てきているコメントに対して

の議論はある程度進んできているというふうに思っています。ただ、これから行うということ

が割と多いという意味では、それが本当に行われるのかということについて、今、原科先生が

おっしゃいましたけれども、ちゃんと確認をしておく必要がある。それは、従来の手続で言う

報告だけではちょっと物足りないなと思っています。それ以上のものがやっぱり必要なのだろ

うと思っています。ですから、そのあたりも含めて、やはり手続上の問題はあると思うので、

今日は多分その話は収まらないと思いますので、別途それについては、相談する機会を持ちた

いと思います。 

 いずれにしても、答申の内容はコメントに対するプラン等を含めてありますので、ある程度

はできているのですが、その手続に対してやはり確認を持ちたいと思います。そういう意味で、

答申を最終的に出すのは少し遅れてしまいますが、その点についてはご了解をいただくという

ことでよろしいでしょうか。 

 もし違う形でご理解いただけるということであれば、また検討しますが、今のところどうも

平行線のような気がしますので、一度そこは別途ご相談をしたいと思いますがよろしいですか。 

○村山委員長 それでは、そういう形で、またそれについては……。 

○須之内 手続については協議をしていただくということで問題はないのですが、内容につい

ては念のため、関係者の間で、もしかしたら誤解が生じているところがあるかもしれないので

述べさせてください。 

 まず、2006年３月の環境社会配慮審査会でも検討済であるところの、開発調査の最終報告書

の中で、「住民移転計画書については、詳細設計が終わった段階で、Detailed Measurement 

Survey（ＤＭＳ）を行う必要があり、ＤＭＳに基づいて計画を策定する必要がある」と明記さ

れております。この場で仰られている「粗々のＤＭＳ」を現段階で策定するというのも不可能

ではないのでしょうが、開発調査報告書が出た当時には、それはもう少し先のステージでやる

べきとされていたという認識でおります。 

 もう一点が交通量調査です。これについて、とりあえず方法論的に何が間違いで何が正しい

かという議論をしたいわけではなくて、満田さんの作成資料についての、当方の異論をお伝え
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します。「２年間モニタリングすると、実施するとしても2008年３月までである」というふう

に書いておられます。開発調査の報告書ができ上がったのが2006年３月ですから、そこから２

年間ということだと思います。ただ、この前回の交通量調査が行われたのは2004年５月なので

す。「２年間」というのがどこから出されたのか不明ですが、開発調査の報告書では、今後

「数年間」データのフォローを交通量調査を通じて実施すべきであるというように書いてあり

ます。ですので、2004年５月のフォローする形で、また、これも報告書に書いてあることです

が、2004年５月と同じ状況に限りなく近づけるべく、「５月」の交通量調査を実施すべきであ

るという審査会の提言に基づいて、2004年５月、それからちょうど３年後ですが、2007年５月

に実施したのと、それだけでは足りないだろうとしても、季節の格差とかも踏まえるべく2006

年11月にも実施しておこうという考えに基づき、フォローアップ調査で交通量調査をやったわ

けであります。これは、その実測ベースでの交通量調査に加えて、ＭＰＷＴが料金データを把

握しておりますので、それベースでの伸びというのも測ったのが、フォローアップ調査でござ

います。 

 以上、特に議論を喚起するわけではございませんが、こちらの認識としてお伝えさせていた

だきます。 

○村山委員長 では、ちょっと７時を過ぎているので、簡単にお願いします。 

○満田 はい。今、開発調査の最終報告書の本体レポートのレコメンデーションの文書を確認

したのですが、it is advised to monitor the actual traffic volume for the next few 

years と書いてあるのです。ということは、このレコメンデーションがなされた次の数年間と

いうことではなかろうかと私は解釈しますが、実際に携わった田中さんなんかもいらっしゃる

ので、もし、誤解があったら。 

○田中 本格調査のときにかかわりました田中と申します。今の件ですけれども、最終報告書

をつくったときには、今後数年間のアクチュアルなボリュームというような議論をやりまして

先に行きましたことがあるかと思っております。 

 それで、今日はご議論を聞かせていただきましたが、実は、私どもは、日本人の環境専門家

の研修を先月、カンボジアの方に行きまして、環境アセスメント、いわゆる環境社会配慮研修

を行ったのですが、カンボジアの方で頑張っている人たちの実際の様子も拝見しました。

Inter-Ministerial Resettlement Committee(ＩＲＣ)という省庁間住民移転委員会の人たちに

も、現地でお会いし、そして、先月は日本でやはり環境社会配慮の研修を行いました。少しず

つ、そういったところでそれぞれの人たちが努力しているということも私たちはわかってきた
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のですが、今日の議論を聞いておりますと、やはりこの環境社会配慮のガイドライン、ＪＩＣ

Ａのガイドラインをつくったときの議論というのは非常に重いものがございました。これは、

各関係省庁の課長も委員でズラッとおられまして、その中で、特に外務省は３人の課長（ＯＤ

Ａのご担当）もおられて、つくられたガイドラインですので、これは非常に重いガイドライン

だと思っています。その中で議論したことを、やはりじっくり読んで、どういうプロセスでや

っていくのかというのは、やはり最後にご議論ございましたけれども、一つ議論した上で、今

後のことを考えていくのは、非常に大事だなと思いました。私自身もアセスの仕事をしており

ますので、そう思った次第です。 

○村山委員長 それでは、大分時間が過ぎてしまいましたので、この議題についてはこれまで

とさせていただきたいと思います。 

（他案件に関する審議のため、以下省略） 
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第１４回環境社会配慮審査会 
 

日 時 平成19年12月27日（木）14：00～16：00         

場 所 ＪＩＣＡ本部６Ａ会議室    

            

◇出席委員   （敬称省略） 

委員    織田 由紀子  日本赤十字九州国際看護大学教授 

委員    田中 充     法政大学社会学部及び政策科学研究科教授 

委員    長谷川 弘   広島修道大学人間環境学部人間環境学科教授 

委員    原嶋 洋平   拓殖大学国際学部准教授 

委員    村山 武彦   早稲田大学理工学術院創造理工学部教授 

委員    柳内 龍二   個人コンサルタント 

 

◇欠席委員 

委員   石田 健一   東京大学海洋研究所海洋生命科学部門助教 

委員     菊地 邦雄    法政大学人間環境学部教授 

委員    小林 正興   大阪府環境農林水産総合研究所企画調整部企画課 

委員    長畑 誠    いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク代表 

委員    中村 玲子   ラムサールセンター事務局長 

委員    中山 幹康   東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻教授及び  

              専攻長 

委員     野村 徹    日本シンガポール石油化学㈱代表取締役 

委員    平山 義康   大東文化大学環境創造学部教授 

委員    藤倉 良    法政大学人間環境学部教授 

委員    真崎 克彦   清泉女子大学地球市民学科准教授 

委員    藤崎 成昭   （独）日本貿易振興機構アジア経済研究所新領域研究センター

次長  
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◇事務局 

       熊代 輝義   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部次長 兼 

                ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 

           渡辺 泰介   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム長 

       村瀬 憲昭   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

宮崎 明博   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

               環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

◇ 委員・事務局以外の発言者 

原科 幸彦   東京工業大学 教授 

        独立行政法人国際協力機構 異議申立審査役 

福田 健治    特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ 事務局長 

満田 夏花   地球・人間環境フォーラム 

まさの あつこ ジャーナリスト 

木藤 耕一   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

        業務第一グループ 運輸交通・電力チーム チーム長 

今井 健    独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

         業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

      伊藤 富章   独立行政法人国際協力機構 社会開発部 

第三グループ 社会基盤グループ長 

須之内 龍彦  独立行政法人国際協力機構 社会開発部 

第三グループ 社会基盤 運輸交通・情報通信第一チーム 

      山下  晃   独立行政法人国際協力機構 カンボジア事務所 

◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  ◇◇◇  

 

○村山委員長 それでは、時間になりましたので、第14回の環境社会配慮審査会を始めさせて

いただきます。 

 今日は年末お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 
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 当初は、この時点での審査会を予定しておりませんでしたけれども、事務局から提案があり

ましたので検討いたしました。今日の次第にありますように、次回が事前調査の報告が１つ、

答申案協議２つということでかなり時間的に厳しいということ、それから原則として月２回審

査会を開くということがありましたので、多くの、特に担当委員の方が多く出席していただけ

るとそういう条件で開催ということにしました。そういう形で今日は担当委員の方に来ていた

だいていると思いますので、こういう形で開かせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 前回、前々回と第１議案でありますカンボジア国第二メコン架橋建設答申案協議については

継続して行っておりますけれども、今日はまず最初に事務局のほうから今回の協議に先立って

諮問の内容について改めてご紹介があるということですので、最初にご説明をお願いしたいと

思います。 

○渡辺 それでは、資料14－２をご覧ください。12月10日の環境社会配慮審査会で、特に諮問

の内容、それからガイドラインの解釈について議論がございましたので、その後、村山委員長、

原科教授と打ち合わせをさせていただきまして整理をし直させていただきました。その内容に

ついてご説明をさせていただきます。 

 まず第一に、環境社会配慮審査会への諮問でございますけれども、諮問につきましては当初

本案件の基本設計調査における環境社会配慮調査についてということで諮問をしておりました

けれども、前回の議論を受けまして、開発調査フォローアップ調査結果についての諮問としま

して、またそのフォローアップ調査結果を受けて、無償資金協力の事前の調査に反映すべき点

が想定されるということで、必要な事前の調査を含めた諮問とするということで諮問を差し替

えさせていただきたいと思います。ということで、新しい諮問が開発調査フォローアップ調査

の内容及び必要な事前の調査についてというようにしております。 

 この必要な事前の調査というのは、基本設計調査の前に行うべき内容、それから基本設計調

査の内容、両方を含んでいるものというように考えております。既に委員の皆様からいただい

たコメントで、特に基本設計調査前に確認すべき点などについてのコメントをいただいており

ますので、本日の議論でも特にこの点については基本設計調査前に確認すべきという点がござ

いましたらご指摘をいただきたいというように考えております。 

 それから、２番目にガイドラインの解釈でございます。12月10日の審査会では、カンボジア

政府により環境影響評価が実施されており、ガイドラインに基づく開発調査が行われており、

開発調査の終了から短期間であるということイコール環境社会配慮調査を行う必要のない場合

というようにご説明をしましたけれども、それを見直しまして、ガイドラインに基づく開発調
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査が行われており、開発調査終了から短期間であるからといって自動的に環境社会配慮調査を

行う必要のない場合というものにはならないということで、基本設計調査に先立ち、さらに環

境社会配慮調査を行う必要がないかを確認するもの、というように見直させていただいており

ます。 

 実際のガイドラインの文章そのものは裏側のページに入れておりますので、また後ほどご覧

いただければと思います。 

 ガイドラインの規定でいいますと、３．５．１にカテゴリＡの調査というのがありますけれ

ども、ガイドラインに基づき開発調査がなされている場合というのは、この第２項に記載をし

ております。 

 それから３番目に、異議申し立てについても若干審査会でお話がありましたけれども、基本

設計調査前に情報公開を行うという規定がございまして、これが第２項には規定がないもので

すから第１項を準用するということで、第１項を見ますと、予備調査を通じ確認をして、その

結果を速やかにウェブサイトで情報公開するというようになっております。既に開発調査報告

書とフォローアップ報告書をホームページに掲載をしておりますけれども、現段階ではまだこ

の確認が終了していない段階というように考えておりますので、確認終了前であるということ

をホームページ上に記載をしております。 

 以上でございます。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 今のような形で、特に手続の問題についてこのような整理で進めてはどうかと、そういった

ご紹介です。 

 特に諮問の内容については、フォローアップ調査という項目を明記する。それから、必要な

事前の調査ということになりましたので、この言葉は今日の資料でいきますと裏のほうにガイ

ドラインの規定が抜粋されていますが、これの最初の行で、これは３．１ではなくて３．５だ

と思いますけれども。ここに書かれていますように、「無償資金協力のための事前の調査」と

いう言葉があります。ですから、この３．５全体にかかわる内容について諮問をされたという

ような解釈でいいのかなというふうに思っています。 

 以上のような形で、特に手続について整理をしたいということですが、この点についてもし

何かご質問あるいはご意見ありましたらお願いいたします。 

 委員の方、先にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、後ろの。 
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○福田 マイクはどうすれば。 

○村山委員長 ありません。ですから、少し大きな声で。 

○福田 メコン・ウォッチの福田です。１点だけ確認させていただきたいんですけれども、最

後の情報公開の部分なんですが、３．５．１の１によれば、予備調査等に基づく確認を行い、

その結果をホームページに公開するということになって、今の段階では確認が終わっていない

段階ということで整理されたということですが、実際にどういったものがこの後ホームページ

に公開されるのかということだけ確認させてください。 

○村山委員長 今の点について、現時点で確認できる範囲でお願いします。 

○渡辺 既にございます資料としては、開発調査の報告書、それからフォローアップ調査の報

告書になります。もしこれで十分ということになれば、これらをもって、現状では確認が終わ

っていないということでホームページに記載をしておりますけれども、それが確認が済んだと

いう記載に変わるということになります。また、もし本日の審査会でのご議論、それからその

後のまとめられる答申を受けてさらに調査を行うということになれば、さらにその調査結果も

ホームページに掲載した上で確認済みという記載を行うというように考えております。 

○村山委員長 今のような整理でよろしいでしょうか。 

 はい。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○原科 異議申立審査役の原科です。今の点、結果の報告でございますので、確認の内容も具

体的にもうちょっと書いていただくようなことがよろしいかと思います。確認したというだけ

でなくて、確認したというその内容を具体的にこれこれと。恐らくこの答申として中身が出ま

すね。これこれで、さらに事前調査をやらなくても基本設計段階で反映すべきこととかいろい

ろなことが出てまいりますね。環境社会配慮に対しては、項目が。そういったものは記載しな

いんですか。確認したというだけの表現で終わりますか。私はその辺が、結果というのはその

中身が入るのが正しいかなと。 

○渡辺 確認の内容というのは、もし例えばさらに調査を行うということになれば、その調査

結果を入れることになりますので、それが確認の内容と。 

○原科 そうじゃない場合は報告の次の基本設計に反映するという話はどこになるのかな。そ

れはそうすると開発調査の結果に基づいて設計しますという表現で終わっちゃうんですか。 

○渡辺 ええ、恐らくそうなると思います。 

○熊代 何もしない場合はね。 

 4 
別添2-2-3
5/43



○村山委員長 今のご意見は３．５．１の最初の１で、予備調査等を通じて確認をすると。こ

れに関して情報公開がされる場合に、その確認の内容を十分に明記すべきであると、そういう

ご意見ということでよろしいですか。 

○原科 私はそう思ったのですが、ただ記載法がいろいろあると思いますが。 

○村山委員長 わかりました。 

○原科 もう１つ申し上げます。プロセスはガイドラインに書いているんですが、今ご説明の

とおりだと思います。その意味ではこの手続、この場で改めて、この手続に関する確認ができ

たと思っております。事務局、よろしくお願いいたします。 

○柳内委員 確認させていただきます。３．５．１の部分は、１.２.３.が並記されるのでは

なくて、１．プラス２．ないし１．プラス３．の選択と解釈をするということになりますか。 

○渡辺 本案件の場合について考えますと、ガイドラインに基づいて開発調査がなされた場合

というように考えております。したがいまして、第２項を見るわけですけれども、第２項に基

本設計調査の前段階での情報公開についての規定が書いてございません。基本的にはこのガイ

ドラインに基づいて開発調査がなされた場合も基本設計調査の前に情報公開が行われるものと

いうことで考えておりますので、そのやり方については第１項に書いてあるやり方を準用する

というように考えております。 

 ですので、意味合いとしては第１項が一般的なやり方を書いてあるけれども、ガイドライン

に基づいて開発調査が行われている場合は第２項で考えるというように考えております。 

○柳内委員 私は前回の終わりの頃に、１.ｏｒ２.ｏｒ３.ではなく、１.プラス２.または、

１.プラス３.と理解しましたが、その理解でよろしいでしょうか。 

○渡辺 １項のみで考える形じゃなくて、２項のみで考えるというのがなかなか成り立ちにく

いということで１と２とあわせて読んでいくということかと思っております。 

○柳内委員 わかりました。 

○村山委員長 私としては、２が何らかの形でスキップされるということはないと思っていま

す。その理由の１つは、１の項目で環境影響評価が実施されているかどうかを確認するという

話があるんですが、２のところで環境影響評価が実施されている場合という話が入っているわ

けですね。ですから、１が行われれば当然２も含まれて実施されているはずだというのが１つ

です。 

 それから、１については基本設計調査に関することがほとんど書かれていないわけですね。

基本設計調査が行われてその後どうするかということは２に書かれていますので、当然やはり

 5 
別添2-2-3
6/43



２も行われるべき内容だと思っています。 

 そういう意味で２がスキップするということは基本的には手続き的にないんじゃないかなと

いうふうな理解でいます。 

 それでは、ほかに。 

○満田 すみません、ちょっとよろしいでしょうか。 

○村山委員長 満田さん、ちょっと前に来ていただいて。 

○満田 地球人間環境フォーラムの満田と申します。２.を見ますと、改めて環境社会配慮調

査を行う必要のない場合ですよね。つまり、やはり１、２より２か３を判断する。つまり、改

めて環境社会配慮調査を行う必要がある場合というものもありますので、その場合は３を読む

という、そういう解釈じゃなかろうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。つまり、１

プラス３という解釈もあり得ると。 

○渡辺 あり得るという意味では１プラス３もあり得ます。 

○原科 一言いいます。そういう意味で私も柳内委員がおっしゃったように、１プラス２ある

いは１プラス３と見ておいたほうがいいと思います。 

○村山委員長 わかりました。それでは、今の件については１プラス２あるいは１プラス３と

いう解釈もあり得るということですね。その点については私も理解をいたしました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 もしよろしければ、この点については諮問の内容を含めて今のような議論を踏まえて進めさ

せていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

 それでは、これまで既にコメントをいただいておりますが、さらに追加でコメントをいただ

いた部分がありますので、この内容について改めて議論をしたいというふうに思います。 

 今日は全体のコメントをまとめていただいていますが、特に追加でいただいたコメントにつ

いて整理をしていただいて、それに対する回答をお聞かせいただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○今井 それでは、追加の箇所につきましてご説明申し上げます。お手元のコメントに対象す

る回答のところで、１から数字を打っておりますけれども、ちょっとわかりにくいんですけれ

ども、網掛けになっております追加のコメントがありました。 

 まず項目だけ、10番目、石田委員のほうからいただいているもの。それから17番目、同じく

石田委員。18番目、同じく石田委員。石田委員からはこの３点。17番のところは２つに分けて

おりますけれども、いただいております。 
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 それと、７ページ目にございますＱ６及びＱ７を原嶋委員からコメントとしていただいてお

ります。追加コメントとしては以上の５点になっております。 

 順序はちょっと逆になりますけれども、まず原嶋委員からご質問のコメントいただきました

７ページ、Ｑ６及びＱ７についてご説明申し上げます。 

 Ｑのところで、ＮＲＰ、国家移転政策、法制化がされている、されていないに関わらず、補

償は行うべきであると考える。したがって、適切な補償が行われるか、また苦情処理メカニズ

ムが機能しているか否かが重要であり、それら一連につき確認を行うとのＪＩＣＡ側の回答。

ここでいう「確認」という作業が極めて重要になると。「確認」とは具体的にどのような行為

を指すのか。「確認」に関する情報公開はされるのか。「確認」が十分に行えない場合の措置

についても知りたいというのがまず１点目のご質問です。 

 それに対して、まず言葉の定義といたしまして、「確認」という言葉なんですけれども、書

いておりますように、カンボジア側の法制度や実施体制等につき、カンボジア側との協議及び

現地での調査を行い、ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインに則しているかを判断する作業を指

します。まずこれが言葉の定義として「確認」というところです。 

 以降、ご質問の点につきまして、確認に関する情報は報告書にて公開させていただきます。

また、仮に確認が十分行えない場合には、ガイドラインに則した形で行われるよう支援を行い

ます。なお、報告書にはこの支援の部分も記載させていただきます。 

 まず１点目、原嶋委員からのコメントについては以上の回答とさせていただきます。 

 ２点目、Ｑ７の箇所ですけれども、本案件は規模も大きく、住民移転に対する懸念も示され

ているので、慎重な対応が求められる。ＪＩＣＡ側の回答にも、「カンボジア側に対し、ＪＩ

ＣＡ環境社会配慮ガイドラインの理念に基づき、非自発的住民移転に対する適切な対応と手順

が担保されるよう働きかける予定です。」とある。いかにして、「非自発的住民移転に対する

適切な対応と手順を担保するか」が重要であり、この点で具体的にどのような手段があるか教

えてほしい。このようなコメントをいただきました。 

 それに対するお答えとして、右のほうに書かせていただいています。担保する手順としては、

３点考えられます。 

 １点目、協議にてＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインに従って行うことの旨を満つにして記

載いたします。まず文書での確認。 

 ２点目。カンボジア側がどのような対応と手順をとるのか、その方法を含めて調査を行いま

す。この方法と手順がＪＩＣＡの環境ガイドラインを満たすかどうかを確認いたします。 
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 ３点目、調査期間中、パブリック・コンサルテーションの実施やＲＡＰ、リセトルメントア

クションプランのドラフトの策定が行われます。その準備段階からかかわっていくことになり

ます。 

 その際、ＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインに則った形で行われているかを確認し、必要

に応じて支援を行う。 

 それから、少し先の話になりますけれども、本プロジェクトが仮に実施されるといったこと

になった場合に、ＪＩＣＡとして実施促進の立場から、当初計画に従って非自発的住民移転に

かかる対応が履行されているか否かを確認することも場合によっては考えられると思います。 

 括弧書きで入れておりますけれども、国道１号線の改修計画というものでは、カンボジア側

と２週間に１回定例会議を開催しており、確認・助言等を行わせていただいております。 

 以上、２点、原嶋委員からのコメントに対する回答とさせていただきます。 

○須之内 それでは、17番と18番、４ページ目と５ページ目について説明をさせていただきま

す。 

 まず、17番は２つありますが、その上のほう、「藤崎委員が書かれているように、インドシ

ナ半島の多国間交通政策が変化しているならそれをウォッチした計画とするべきが当然なので

はないでしょうか。また、同委員が書かれているように、カンボジアへ戻るトラックに空きが

あり利益が出ないことから、フェリーのほうが妥当である」というご意見・・・ただし、これ

は石田委員の解釈が入ったご意見だと考えますが・・・「もきちんと取り上げられるべきかと

思います」という点について。これに対する当方の回答としては、まず、藤崎委員のご指摘と

いうのは、交通需要予測における新たな要素として、ＣＢＴＡ（Cross-Border Transport 

Agreement）にかかるドラスティックな変化、具体的には越境交通の増加があり、そうした影

響も考慮した交通需要予測を行って、橋の必要性の「高さ」につき入念に検討すべきとの議論

だったと理解しております。 

 これと絡むのですが、続いての質問について。まず、「当方の希望は、交通政策とその現状

のより深い把握と、政策が与えるメコン河横断運輸に関する影響を白紙の立場で見直し、それ

によって、メコン河渡河手段の必要性と妥当性を再吟味するべきだと思います」というコメン

トなんですが。 

 これも藤崎委員コメントのとおり、カンボジアを含む近隣インドシナ地域の越境交通にかか

る現状は変化を続けております。基本的には物流、人流が増える変化と認識しております。こ

れは、国道１号線、さらに第二メコン架橋地点を含む第二経済東西回廊（具体的にはバンコク
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からプノンペン経由ホーチミン）の通過交通を増加させることはあっても、減少させる、阻害

させるようなことはない外的要因であり、本地域の交通事情が根本から下振れという意味で変

化したわけではないと考えております。 

 これを換言すればですが、フォローアップ調査の交通需要予測において、こうした状況をフ

ォローアップ調査の需要予測表等に反映すれば、需給逼迫の時期が前倒しになることは明らか

です。ただ、これでは昨年３月の審査会の提言に基づいた開発調査の最終報告書にも載ってい

るところの、「交通量のモニタリング」という点では、必ずしも適切ではないと考えました。

これらを勘案すると、あの右上がりのグラフはさらに傾きが急になるだろうと判断されます。 

 よって、メコン河の渡河手段の必要性や妥当性を「白紙の立場で見直し」、「必要性と妥当

性を再吟味」する必要はないものと考えております。 

 続けて18番にいきます。「前回の審査会で示されたように、本審査会により提言されたフォ

ローアップとしての２年間の交通量予測を適正に行うという行為はとても大切なことだと思い

ます。祝日や祭りという交通量の値が高く出る日の測定値である以上、その測定値から交通量

予測量をはかるのは信頼性に欠けるのではないでしょうか。今からでも、今後も交通量測定を

長期にわたり、祝日平日を含めて再測定を行い、偏りを排除した「真に近い傾向」が見てとれ

る調査を行うべきかと思います」という石田委員のコメントです。 

 確かに調査期間及びその前後には祝祭日があります。ただ、５月の祝祭日は大規模な国内移

動が発生する時期ではなく、むしろ４月のほうが多いのですが、今回フォローアップ調査で実

施した５月のある週の交通量を、ほかの週と比較しても過度な値は確認できませんでした。 

 もともと４月と５月を除けば、交通量の季節変動もほとんどなく、これについては開発調査

の報告書に月別変動が載っております。曜日による交通量の差異も微小である点、開発調査の

本体調査で確認されております。 

 仮に、2007年５月の調査期間に対して、祝祭日が前後にあることを勘案した下方の補正を行

ったとしても、ＰＣＵ換算値の交通量について大勢に影響はなく、交通量調査の結果は変わら

ないと考えております。 

 以上です。 

○今井 もう１点なんですけれども、３ページ目、10番のところに石田委員からのコメントが

ございましたところをご説明させていただきたいと思います。 

 石田委員のほうから、国道一号線での移転計画実施が社会環境配慮の精神から見て不十分な

レベルであったことはどうやら確からしいのではないでしょうか、かつ、カンボジア政府が策
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定中の新・移転政策とその実施については、我が国としては単に見守り支援するというレベル

ではなく、何について強化し、何を守るべきかをきちんとリストアップし、相手国に提示をし、

かつ誰にでもわかる形で公開することが必要ではないでしょうか、加えて、この無償案件でそ

の提言が果たして正しく実施されるかどうかも議論し直すべきだと思います、実施されないよ

うな懸念要素が数多く残る、または懸念が大きいということであれば、実施されるような提言

と勧告を再度行い、基本計画の策定にすぐに進むというようなことは避けるべきだと思います、

というコメントに対しまして。 

 先ほど原嶋委員のほうから追加のコメントをいただきました対応でもご説明させていただき

ましたように、適切な対応と手順を担保するよう働きかける予定にしております。それ以外に

特に確認すべき重要な点等があれば、ご教示いただければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○村山委員長 これですべてですね。ありがとうございました。 

○須之内 すみません。20番のところの追加ですね、６ページの上の部分です。これは石田委

員のコメントです。「メコン河渡河手段の必要性と妥当性を再吟味され、この渡河手段が必要

かどうかの判断がされるわけですし、必要と判断されてから初めて、では何をもって手段とす

るのかの議論が始まると思います。しかし、現状のこれまでの調査では、渡河手段には何がよ

いかというレベルからの対案の比較といったレベルから「代替案」の議論が始められています

し、代替案についてはそれだけでしかも終わっています。代替案を探り比較する最初の段階は、

渡河手段を比較するのではなくて、上記の１に関するレベルでの代替案の比較検討から始める

べきです。それなくして、渡河手段に数量化を持ち込んでも公正さが保てるとは思えませんし、

ＳＥＡにはならないと思います」ということですが。 

 開発調査時には「ゼロオプション」を含めた形で代替案の検討を行っていることを回答させ

ていただきます。 

 以上です。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、今の追加のコメントの点を含めて、改めてコメント、質問に対する回答を踏まえ

た議論をさせていただきたいと思います。 

 原嶋委員。 

○原嶋委員 １つ確認させていただいてよろしいですか。７ページ目のクエスチョン６のコメ

ントに対するお答えで、確認に関する情報は報告書にて公開されます云々とありますけれども、
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この報告書というのは今の手続の中ではどの報告書になるのでしょうか。 

 それはなぜかというと、諮問が差し替わりまして、開発のフォローアップ調査の報告書があ

ったり、幾つかこれから可能性があると思います。最終的にはＢ／Ｄになるのでしょうけれど

も。どの報告書をこれは指していますか。 

○今井 こちらの報告書という記載のところですけれども、一応無償のところで諮問のところ

が無償の事前の調査という記載になっておりますので、その無償の調査、この場合予備調査基

本設計調査というものが無償の中ではあり得ますけれども、その中でどの段階でするのか、各

段階で仮に予備調査を行います。もしくは基本設計調査だけを行いますといった場合に、必要

であると。確認という作業はすべてどの段階でも行いますので、今後調査を行う、報告書が幾

つ出てくるかわかりませんけれども、その段階での報告、調査の中で行った確認事項というも

のはその調査の最後の報告書の中で必ず記載させていただきます。 

○原嶋委員 標準的なスタイルでいけば、開発調査が行われたわけですね。それで、今回のこ

の案件のこの議論の諮問ということで、開発調査のフォローアップが行われてそれなりのアウ

トプットがあるわけですね。その審議の行方いかんでしょうけれども、場合によっては必要な

事前調査をするとか、あるいはそういったプロセスを経て、最終的にはＢ／Ｄ、順調にいけば

Ｂ／Ｄということでいくのでしょうけれども。 

 その基本的な幾つかの報告書はもう考えられるわけですけれども、そのどの段階でこの情報

は公開されるということにしているのか。 

○木藤 今日の審議の結果を踏まえて、もし予備調査からやるべしというご提案をいただくと

いうことになりましたら、我々のほうで予備調査の実施を検討したいとは思いますけれども。

もし予備調査を実施した場合には予備調査の報告書にこの確認の結果を書いて、予備調査の報

告書を公開することになると思います。 

 それから、Ｂ／Ｄの報告書にも同じような形で確認の結果を記載して、こちらについても公

開をすることになると思います。 

○原嶋委員 一般的にＢ／Ｄというのは公開をして、全文公開をするものなのですか。 

○木藤 実はＢ／Ｄにつきましては、これはその後の入札の公正性、透明性を確保するために

入札までの期間については非公開とさせていただかざるを得ません。ただ、同時に英文の報告

書をつくりますので、英文の報告書については公開という形をとっております。 

 和文のほうの報告書には事業費の掲載をしてしまうことになりますので、その部分について

は残念ながら入札までは非公開扱いということです。 
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○原嶋委員 ということは、もしＢ／Ｄ、ここでいう報告書というのがＢ／Ｄである場合には

それが公開されるまでは一般的にはなかなか事実関係は把握しきれないと。 

○木藤 英文の報告書に関しましては公開です。 

○原嶋委員 それはどういう形での公開ですか。公開というのは例えば見に来れば見せてやる

というのも公開でしょうし、インターネットに載せるのも公開でしょうし、それは形態として

はどういう形で。 

○木藤 開発調査の報告書等と同じ扱いになります。 

○村山委員長 よろしいですか。 

 それでは、委員の方、ありますでしょうか。 

 なければ、どうぞ。 

○福田 メコン・ウォッチの福田です。今の点だけ１点確認させていただきたいのですけれど

も。ガイドラインの３．５．１の２のところに、Ｂ／Ｄを行った場合はＢ／Ｄを完成後速やか

にウェブサイト、ＪＩＣＡ図書館と現地事務所で情報公開するというふうに書かれていて、こ

の情報公開というのはどういうことをやるのかということもガイドラインの２．１の８のとこ

ろに書かれておりまして、日本語及び英語によって行うというふうにされているので、ちょっ

と今のご説明はガイドラインの趣旨にそぐわない手順になるのではないかというふうに思った

のですが、いかがでしょうか。 

○今井 それは和文の掲載がされないということがガイドラインにのっとっていないというご

趣旨でしょうか。 

○福田 そのとおりですね。完成後速やかにウェブサイトで情報公開をするというふうに３．

５．１の２に書かれている。 

○今井 現状につきましては、先ほど当方からご説明させていただきましたように、和文につ

きましては入札の関係でこちらのほうで積算、お金を載せることになります。その後、入札会

が開かれるまでは公正性を保つという観点から和文のほうは非公開にせざるを得ないというこ

とになっております。 

 ただし、先ほど申しましたように、英文のほうにつきましてはその積算の該当箇所の部分を

入れておりませんので、そちらのほうについては公開をさせていただいております。 

○原科 積算を出すと不公正というのはどういうことになりますか。積算したということ。そ

れは特定の主体がその情報を独占的に知った場合は不公正になるけれども、みんなが知ってし

まったら同じ条件だから競争条件はそろうんじゃないですか。積算を公表しちゃいけないとい
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うのは、今のは理屈があわないと思いますけれども。 

 そういったことは随分議論した上でガイドラインをつくったはずなんですよ。それが不公正

といわれるのは特定の主体が知った場合ですよね。おうおうにしてそれを非公開にすることに

よってインサイダー情報が発生してどこかに伝わった場合には不公正が起こりますよ。だけれ

ども、むしろそういったことを逆に最初からオープンにしてしまえばすべての主体が入札時に

情報を持ちますから条件は同じなんですよ。だから、不公正ということは、私は生じないと思

います。 

○今井 そちらのほうでは積算に基づきまして入札にかかる予定価格のほうを作成することに

なりますので、予定価格を暗に暗示するといったことが想定されますので、それは入札の公平

性、事前に情報公開する、それが一般に対して万人が知る知らないではなくて、それを漏らす

ということが入札の観点からは公正性を保てないという判断になると思います。 

○須之内 それは競争原理が働かないというのも含めてですよね。 

○今井 はい。 

○原科 競争原理は働くでしょう。今の理屈は、私はわかりません。 

○村山委員長 確認ですが、英文の報告書は公開されるのですか。 

○木藤 英文の報告書は公開しております。英文、和文については書いてある内容の違いのと

ころは先ほどの積算部分があるかないかのみです。 

○原嶋委員 積算部分を除いて公開するということは、煩雑なことはあるのでしょうけれども、

実務的には可能じゃないんですか。 

○村山委員長 和文について積算部分を除いて公開するというのは。 

○原嶋委員 わかりやすく言えば、英文は公開して日本文は公開しないことも問題では。日本

人は英語がわからないという前提になら別ですけれども。 

○原科 情報アクセス、公平性を欠きますよね、そういう言い方すれば。そういう議論がある

ならば。 

○村山委員長 今多分結論は出ないかもしれないですね。 

○原科 予定価格問題は、一部の主体に伝わるから不公正が起こるんですよ。全部に伝われば

話は別ですよ。ですから、みんな予定価格以下にしますからね、より効率が上がりますよ。だ

から、形だけでなくて中身を考えていただきたいと思いますけれども。 

○木藤 積算部分の取り扱い、それから和文の報告書のつくり方につきましては、これはＪＩ

ＣＡの中の情報公開の部分と重なる部分がありますので、今日の審査会の中でそういう議論が
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あったということについては関係部署と情報共有させていただきますけれども。この時点で

我々のほうからこうしますという回答についてはここでは差し控えさせていただきたいと思い

ます。 

○長谷川委員 先ほどメコン・ウォッチの方が言われたのは、積算部分があるかどうかは別と

して、ガイドラインの情報公開の中の規定として、日本語和文あるいは英語で公開しますとこ

こに書いてあるんですね。ですから、それの辺のところとそごがないかということですね。先

ほど来、英文は公開しますと、和文はしませんと。その理由は積算があるかどうか知りません

けれどもね、ガイドライン上は両方ともしますよと書いてあるわけですね。そこをメコン・ウ

ォッチの方は問い正したんじゃないかと思うのですが。 

 ２．１の８というガイドライン上の規定がございますね。 

○村山委員長 ですから、少なくとも英文で公開されているものについて日本語で公開しない

というのは理屈が通らないと思いますね。ですから、少なくともその積算部分をどうするかは

別にして、そこについては明確にお答えいただかない限りちょっと先に進めないような気がし

ますね。 

 それでもなお何かご意見があればお聞かせいただきたいですが。 

○今井 先に進めないということは、これ以上議論ができないということでしょうか。 

○村山委員長 いや、少なくともこの審査会の中で何らかのご回答をいただけないと。別の話

をしてもいいですけれども。 

○原科 その積算部分を外した部分だけは英語になっているという格好ですか、今の形は。 

○今井 そうです。 

○原科 そうしたら、積算部分の扱いを何とかできるなら日本語の公開も問題はないわけです

ね、現実問題としては。そのページを外すとかすれば日本語は同じになるでしょう。 

○伊藤 引用している部分もあれば、そこはちょっと見づらくなるということはあります。 

○原科 そういう配慮をすればね。 

○今井 ただ、今の議論は、メコン・ウォッチさんの言われることはご理解いたしますけれど

も、ただ、今の環境の問題についていいますと、少なくとも英文で記載の中身はわかるという

ことはご理解いただけるかなと思いますけれども。メコン・ウォッチさん言われているのは、

速やかというところがちょっとあいまいなというところ。速やかというのは普通に考えれば準

備でき次第すぐということ、そう思うんですけれども。 

○原科 いや、同時という意味でしょう。 
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○今井 ええ、同時というところが内部的な状況で少し英文と和文扱いが違っているという形

の。 

○原科 日本語というのがまず基本だったと思うんです。それで、要するに１つは国民に対す

る説明責任がありますから、早めに出すというのは本当に大事なことだと思いますよ。特に今

ＯＤＡ予算が極めて厳しくなってきてますね。だから、これすごく大事なことだと。説明責任

の点で、英語だけというのは日本国民に対しては十分ではない。 

○村山委員長 すぐご回答いただけないようであればちょっと検討していただけますか。今の

点について。 

 検討するのも難しいでしょうか。 

○まさの 質問させてもらっていいでしょうか。 

○村山委員長 ご意見ないですか、なければどうぞ。 

○まさの 今の点なんですが、ジャーナリストのまさのと申します。そうすると、積算根拠を

入れた日本語の報告書というのは誰を対象につくっているものなのでしょうか。こちらの理解

としては、報告書はやはり万人に広く見せるためのものだと思うんですけれども。積算根拠を

入れたものというのは想定して…… 

○織田委員 大きい声で。 

○まさの 繰り返しになりますが。積算根拠を入れた報告書というのはどなたを対象にしてい

るものなのか。そして、例えば積算根拠を入れた日本語の報告書を公開した場合に、今度は英

語の報告書との差が出ますが、その差は英語によってまた補充の形で埋められるのでしょうか。

その２点。すみません。 

○今井 １点目の質問は誰に対してかということなんですけれども。２点目のところ、もう一

度質問内容について。 

○まさの 先ほどのメコン・ウォッチの福田さんがご指摘されたように、２．１の８では日本

語と英語を速やかに、同時にというご指摘でしたよね。ところが、まず英語が出て日本語が出

ますという時差が出る。その時差が出る理由は、積算根拠が入っているから公平性の点から出

せませんと。そうすると、報告書というのはそもそも誰のためにつくるものなのか。 

○今井 １点目ですね、それが。 

○まさの ですから、何のために積算根拠を入れたものをつくっているのか。 

○今井 何のために積算根拠を入れたものをつくっているのか。 

○まさの しかもそれをクローズドにしているということにつながるわけですけれども。 
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○今井 まず１点目、誰に対しての報告書なのかという点については、入札後これはすべて公

開されますので、基本はこれは万人に対してと。 

○まさの ですよね。そっちが大もとですよね。 

○今井 大もとです、はい。 

○まさの そうしたら、先ほどどなたかがおっしゃったように、そのページだけを外すとかマ

スキングするとかいう形で英語と日本語とガイドラインの規則というのを遵守して同時にとい

うことが言えるんじゃないかなと思ったのでちょっと質問したかったのと、もう１点は、そう

すると日本語の報告書を積算根拠と同時に公開したときに、英語の報告書にはそれはないです

よね。 

○今井 英語のほうには入れておりません。 

○まさの その差はいいのですか。基本的な質問で恐縮ですが。 

○今井 その無償資金協力における基本設計調査というところでは、まずその設計図面等々書

きますけれども、その段階である程度の金額、これぐらいのお金がかかるでしょうというとこ

ろまで数字を出します。まずそれが基本設計調査です。現在の無償資金協力においてはタイド

になっておりますので、業者さんは日本の業者さんになります。となりますので、英文に積算

の根拠、数字すべて入れるというところは、海外の業者さんが見るということは対象にならな

いので、英文のほうに入れてもまず意味はないと。 

○まさの そうすると、また戻るのですが、日本語を最初に伏せておく、英語だけをアップし

ておくというのは、海外の人々に対する説明責任にはなっていても、肝心の日本国民に対する

説明責任との差異が出るので、やはりこのガイドラインには反しているということになるので、

そういう意味では同時がいいのではないんですか。 

○原科 積算根拠に関しては、何かアペンディックスみたいな形でちょっと分けて扱うような

こともあり得ますよね。 

○渡辺 とにかく、和文の報告書の扱いについては検討させていただきます。 

○原科 ただ、予定価格を公表しないと。予定価格になっているのですか、それは、積算根拠

では。それイコール入札時の予定価格なのですか。 

○渡辺 すみませんが、それは答えられません。 

○原科 これ両方非公開でやりすぎるのは変だと思いますよ。予定価格でないとなったらね。 

○村山委員長 今の点含めて一度整理してもらって、またご報告いただけますか。 

 よろしくお願いします。 
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 それでは、ほかの点について、せっかくお集まりいただいていますので、議論させていただ

きたいと思います。 

○原嶋委員 今の点は別としまして、２つほど。多分一番大きな論点だろうと思いますので、

確認も含めて、質問させていただきます。 

 要はまず交通量の需要の調査について、もう少し長期でやるということが本来必要ではない

かということはいろいろな形で指摘されていて、今回の回答を見る限り、一応今のＪＩＣＡの

側の認識では、これで一応フォローアップ調査というのはある程度十分な成果を得たというお

考えだと理解できるのですけれども、それはそれでよろしいですか。 

○須之内 フォローアップ調査が交通量のモニタリング開発調査、環境社会配慮審査会の提言

に基づいて記載された交通量のモニタリングという点においては成果を得られたと考えており

ます。実際、その2006年３月当時の右上がりのグラフですね、より２回調査した交通量という

のは両方とも上回っていたという結果が得られたというのはイコール成果だと考えておりまし

て、成果でありフォローアップ調査の当初の目的であったと考えております。 

○原嶋委員 それについてはわかりやすく非常に端的に言ってしまえば、今後さらに追加的に

調査をすることは、Ｂ／Ｄの前にですね、Ｂ／Ｄの前に追加的な調査をするということはもう

今のところは必要ないというふうにお考えになっているということですか。 

○須之内 予備調査をする場合、その中で交通量調査をやるかやらないかというのは無償部か

らお話しいただくとして…… 

○原嶋委員 Ｂ／Ｄの前にこれ以上というか今以上に何らかの作業を調査のデータをとるとい

うことをするというお考えはもうないというふうに理解してよろしいですか。 

○須之内 現段階で調査として行うことは考えていませんが、ただこれまで申し上げたとおり、

ＭＰＷＴ、がネアックルンにおいて料金徴収ベースで交通量をある程度フォローアップできる

状況にありますので、その情報収集によって交通量は見ることは可能であると考えております。 

○原嶋委員 では、２点目ですけれども。これは余り言葉尻をとらえて云々ということではな

いんですけれども。今まで何回か以前の諮問のときもそうなのですけれども、お話しを伺って

いたら、いずれにしても住民移転というのはそれなりの規模あるので非常に心配だということ

は、多分それはＪＩＣＡの側でも懸念を持っていらっしゃる。 

 そういった話の中で、１つはそういったものがスムーズに行われるということを担保する手

段として、カンボジア側でＡＤＢの支援なのか協力なのかわかりませんけれども、何らかの事

例なんかを踏まえて新しい政策をつくっているから、それを１つの担保として今回の事業につ
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いても住民移転がうまくいくように進めたいというような話が今まであったのですね。 

 そして、だんだん時間がたって、最近のお話なんか伺ってると、ＮＲＰがあるかないかはも

うかかわらないんだというような論調に少し変わってきたように私自身はとらえるんですね。

余り言葉尻をとらえて何かというのじゃないんですけれども。 

 ちょっとそのあたり、ＮＲＰというものがすべての担保になるとは私自身も実は思わないん

ですね。それがあるから何でもうまくいくとは思えはしないんですけれども、しかし全体の大

きな流れとして、最初からＮＲＰというものをカンボジア側が準備して、それなりにうまくい

く仕組みができつつあるので、それを見ながらこの事業を進めていきたいという今までの話が、

担当者がかわるとかいろいろなことがあるとは思うのですけれども、ちょっとここにきて主張

といいますか意見の展開が大分変わったように私自身は実は感じているのです。 

 したがって、私自身の以前のコメントの中で、少なくともそれがあれば完璧ではないけれど

も、ＮＲＰ自身がある程度確立するような段階ぐらいまで見極めて実行してほしいと申し上げ

ました。それがあってもすべてうまくいくというわけじゃないですよ。それがあっても細かな

確認は当然必要だと思いますけれども。 

 そのあたりの、私自身はその辺の主張が変わっているように思うのですが、ご意見をいただ

けますでしょうか。 

○今井 まず、意見がＪＩＣＡ側で変わったかというところについては、変わっておりません。

と申しますのも、一番最初の諮問のときで配らせていただきました環境社会配慮のうち社会環

境に関する主な調査内容というところで、別添４という一番最初のところにも書かせていただ

いておりますけれども、国家住民移転計画にかかる省令及び関連施行令の法制化のモニタリン

グというところで１番目に入れております。すみません、今コピーがありませんのでちょっと

読み上げさせていただきます。 

 国家住民移転計画にかかわる省令及び関連規則は、正式に法制化されていないため、それら

の法制化の状況を引き続きモニタリングして、法制化に応じ、省令及び関連規則の内容を住民

移転計画に反映させていく、という記載をさせていただいておりますので。 

 まず、住民移転計画、この国家移転政策ありきという話ではなく、あるなしにかかわらず、

移転についてはきっちり政策についてはやっていきましょうと。ただ、それがカンボジアの法

制化された場合には、それは最大限盛り込んでいくべきではないか、そのためのモニタリング

しておこうという論調でお話しさせていただいていたと思いますので、というふうに考えてお

ります。 

 18
別添2-2-3
19/43



 以上です。 

○村山委員長 よろしいですか。はい。 

 １点目の交通量の調査については１つのポイントだと思っています。開発調査の最終報告書

に10．２に提言というのがありますね。この（１）に交通需要と橋梁開通の時期ということが

書かれているんですが、この中に交通需要モニタリングはフェリーの料金収入の月次チェック

による間接的なモニタリングと本調査団が2004年に実施したのと同様に、５月に１週間のフェ

リー利用交通量をカウントするという直接モニタリング法との併用を提案するというふうに書

かれています。 

 これを素直に読む限り、併用ですから両方やはりやるべきだというふうに思うんですね。フ

ォローアップ調査はやはりそれを両方やることでフォローができているというふうに思うんで

すが。フォローアップ調査の中では最初に書かれている間接的なモニタリングという記述が見

当たらないと思います。 

 そういう意味でこれは可能であるという表現よりは行う必要があると私には思えるので、コ

メント並びに答申の中にもこの点については、やはり実施して内容について確認する。 

 わざわざここで月次チェックというふうに書かれてありますが、やはり各地区の変化をきち

んと見た上で考えていく必要があるということが恐らくこの提言が議論された段階ではあった

んだと思います。ですから、その点についてもやはり明確に事前にやっておく必要があると思

います。 

 それから、住民移転の点については原嶋委員がおっしゃったとおり、どの地点でどの程度確

認するかということが恐らく議論の中心になっていくんだと思いますけれども。この点につい

てはほかにもいろいろご意見があるかと思いますので、もし追加でありましたらお願いいたし

ます。 

○満田 すみません、たびたび。地球・人間環境フォーラムの満田と申しますが。本日お手元

に配布させていただいたペーパーを提出させていただいております。その大部分は既に委員の

方々のコメントの中に含まれているものですので繰り返しはしませんが。私としては、Ｂ／Ｄ

の前の段階が非常に重要だと考えておりまして、Ｂ／Ｄの前の段階の何らかの調査をやるべき

だと考えています。 

 その調査の内容としては、まず、交通需要に関するモニタリングの補完であると考えており

まして。２番目といたしまして、やはり住民移転計画の策定支援ということを行っていただき

たいと思っています。 
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 私がこれを主張した理由なんですが、今原嶋委員からもご指摘があったんですけれども、確

かにカンボジアにおいては国家移転政策というものが策定されようとしている。それをモニタ

リングいたしましてそれを計画の中に取り込んでいくというのは非常に重要なことだと思って

います。 

 ただ、一方でＪＩＣＡさん自身もＪＩＣＡのガイドラインをお持ちでして、それに照らして

この事業の移転というものが今後十分な配慮をもって行われているかどうかということをもう

少し積極的に働きかけていくということが非常に重要だと思っています。 

 ほかの国際金融機関のやり方なんかも見ていましても、必ずアプレイザル段階で住民移転基

本計画あるいは住民移転計画の案というものを確認いたしまして、その住民移転計画の案とい

うものは現地で公開、協議されているものである。その内容に照らして融資判断をしている、

そういうオペレーションが普通です。 

 無償資金協力はこのアプレイザルという段階がどこなのかということを言うのは難しいと思

いますが、私はこのＢ／Ｄの前というのが１つの節目だろうと思っておりまして、Ｂ／Ｄに入

ってしまうとなかなか後戻りが効かないという話もありますし、Ｂ／Ｄ前でまずはしっかり住

民移転計画を策定し、その内容をＪＩＣＡの環境ガイドラインに照らして確認をしていただき

たいと思います。 

 配布させていただきましたその資料の通し番号がついているのですが、ページの右下の４ペ

ージ以降、ここに世銀とＡＤＢの環境社会配慮政策に照らし、住民移転計画に関する計画です

とかアプレイザルの要件について書いているのですが。例えば世銀の方針を見ますと、アプレ

イザル前に１ページの下に書いてあるような内容の住民移転計画を確認する。それは世銀が何

らかの策定支援をしていることが多い。これをそのアプレイザル前に現地において住民協議、

公開を経たものを提出しているというのが非常に重要なプロセスとなっています。 

 それから、ＡＤＢの場合を見てみますと、お手元の資料の７ページ目の住民移転計画及び簡

易の住民移転計画というのが２通りありまして、この場合、大体規模あるいは影響の深刻さに

よって分けているわけなんですが、大体200人以上は完全な住民移転計画をつくること。これ

はＡＤＢはまずはアピレイザル段階、つまりＦＳが終わった段階で策定してもらいまして、確

かに詳細設計が決まらないうちはスコープの変更といいますかスコープが曖昧で、調査、例え

ば失われる資産の調査などの調査が正確でないということもありますので、詳細設計段階で住

民移転計画をリバイスしてもらうと、そういうプロセスも踏んでいるわけです。 

 確かにＢ／Ｄ前の住民移転計画というのは、今後の住民移転の基本方向を示す上では重要な
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ものだと思いますので、やはりＢ／Ｄ前の住民移転計画策定が欠かせないと考えます。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。特に住民移転関係で。 

○原科 今の住民移転計画関係で申し上げます。前回も申しましたけれども、Ａという想定と

かＢという想定とか大きな想定の段階だと思うんですね。詳細設計前ですから。でも、Ａ想定、

Ｂ想定あるいはＣ想定とあるわけですが、それに応じた住民移転計画をつくれると思うんです

よ。今、満田さんおっしゃったのはそういうような観点からいってまさにそのことだと思いま

す。とりわけそのとき方針が大事ですから、ＮＲＰとの整合性とか、あるいはＮＲＰで足りな

ければどう補完するかとかそういうようなことは大変重要ですから。やはりＮＲＰの中身が決

まる段階というのは１つのポイントだと思いますね。 

 それがあと１年程度で決まりそうだとこの前伺いましたのでね。であれば交通量の調査もあ

と１年ぐらい必要なように感じます。あわせて考えれば、そういった観点からの予備調査とい

うような方向を１つお考えいただければという感じをいたしました。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○原嶋委員 事実関係でお聞きしたいんですけれども。ＮＲＰ、あれは前に伺ったらもうじき

できるようなことで、たしか第１期の委員会でかかっていると思うんですけれども。そのとき

は私担当ではなかったと記憶しておりますが、そのときももうじきできるという話でもう何年

かたっていると思うんですね。 

 ですから、多分そういうことがいろいろあるのだろうと思うんですけれども、率直なところ

事実関係として、カンボジア側にお聞きしたほうがよろしいかもしれませんけれども、そんな

簡単ではないと思うんですね。一国の政策ですから、いろいろな利害もあるでしょうし、でき

るできるという状態はいつまで続くのかだれにもわからないと思うんですけれども。その点、

事実関係、何かございますでしょうか。 

○渡辺 カンボジア事務所から情報ございますでしょうか。 

○山下 カンボジア事務所です。今、原嶋委員がおっしゃったように、これは本当に大事な政

策ですので、現在もカンボジア側のほうで修正作業というか詰めの作業を行っています。非常

に関心が高くて国際ＮＧＯの方々からもかなりいろいろな意見が来ておりまして、そういった

ものをＡＤＢのコンサルタントであるとか、あるいはこちらでＮＧＯフォーラムなんかも交え

て話をしているのですけれども。現在の見込みでは来年の早々には何とかそのドラフトのファ

イナル版みたいなものをつくって、来年中に何とかこちらのカウンセル・オブ・ミニスターの
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ほうにあげて法制化に向けて動いていきたいというふうには聞いております。正直なところ来

年中にできるかどうかというのは我々もはっきりわからないというのが現状です。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 来年早々ということはあと数カ月ということになりますが、それでよろしいでしょうか。 

○熊代 それはドラフトですね。 

○山下 ドラフトのファイナル版ですので、それが政府の中で形になるのが来年の早々と。そ

れから実は総選挙なんかも控えてますので、どういった流れになるかちょっと微妙だと思うの

ですが、手続としてカウンセル・オブ・ミニスターにあげて、そこできちんと議論された上で

初めて法制化になるという流れになります。 

○村山委員長 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか、特に住民移転関係。 

 メコン・ウォッチからもご意見いただきましたので、どうぞ。 

○福田 メコン・ウォッチの福田です。これまで散々住民移転に関してはこちらから意見を出

させていただきまして、今回の審査会に先立っても１週間ほど前に意見を送らせていただきま

した。この意見を送らせていただいた背景というのが、住民移転計画の案をつくるべきかつく

らないべきか、Ｂ／Ｄ前にですね、という形でこれまで議論がなされてきたわけですけれども。

一体では何が今の段階で、すなわち基本設計調査前の段階で行われなければならない調査なの

かということを余りこれまできちんと詰めて議論せずに、ＲＡＰのドラフトがあるべきかない

べきかという形で議論されてきてしまったきらいがあるので、その点を若干明確にするという

意味で意見書のほうを委員の先生方とＪＩＣＡの皆様の送らせていただいたところです。 

 やはり私たちとしてはこの段階が重要だと思うのは、ここでガイドラインに則っているかど

うかの確認をするんだというのがガイドラインの基本的な立て付けであるということが、私た

ちの議論の一番根本にあるポイントです。 

 実際に今からＢ／Ｄを例えば行ったとして、そのＢ／Ｄの中でカンボジア政府の住民移転計

画がＪＩＣＡのガイドラインに沿っていないということになった場合どうするかという質問が

原嶋委員から出ていて、それについて、ガイドラインに基づき中止の意思決定を検討すること

もあり得ますという言葉ですね。表のテーブルの９番のところに書いてあるはするのですが、 

 実はガイドラインを見ると、Ｂ／Ｄ段階で外務省に対して何か提言をするということは盛り

込まれていないんですね。実際に無償資金協力の審査ガイドライン、これは外務省の問題です

けれども、これを見てもＢ／Ｄの段階で何かＪＩＣＡから環境社会配慮について提言が来ると
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いうことは予定していない。あくまで予備調査の段階で、ＪＩＣＡから提言があれば必要な調

査についてＪＩＣＡに指示をするというふうに外務省のガイドラインに書いてある。 

 もっと言えば、実際にＢ／Ｄがこの後確認作業をするとしても、Ｂ／Ｄ自体はこの審査会に

は諮問されない。審査会に諮問されるのはこのタイミングが最後であるということを考えれば、

やはりこの段階でこの事業の住民移転がガイドラインに沿っているのかどうかということが確

認されなければならないというのが、基本的なポイントだというふうに思っています。 

 ガイドラインには住民移転について何を書いてあるかということは皆さんよくご存じだと思

うのですけれども、影響の回避、最小化。それから生活水準、収入機会の回復、それから住民

参加といったポイントについて、今私たちの手元にこれらが今このまま進んだら守られるだけ

の情報がありますかということが、今の議論されている最大のポイントだというふうに私は理

解しています。私はそれは今の状況ではない。少なくとも開発調査あるいはフォローアップ調

査の中では、カンボジア政府がこのプロジェクトについてどのような方針で補償していくのか、

誰が補償されるのか、どういった資産が補償されるのか、どのように補償のレートを決めてい

くのか、あるいは苦情申立のメカニズムはどうするのか、協議と情報公開のプロセスはどうし

ていくのか、こういったことに関するカンボジア政府自身の方針というのが今この段階で確認

されない限り私はＢ／Ｄに進めないのではないかというふうに思っています。 

 ですから、私はそのＢ／Ｄの前に予備調査を行うべきだと。その予備調査の中でまさにカン

ボジア政府が住民移転についてどういうふうに説明していこうとしているのかということを確

認するという作業が必要なのではないかというふうに考えています。これは決して線形を確定

して、一体誰が最終的な被影響住民で、誰に補償を払わなくちゃいけない、これは何世帯なの

かということを確定する作業をこのＢ／Ｄ前に行えといっているわけでは決してない。しかし、

カンボジア政府の住民移転に関する基本的な方針というのはやはりＢ／Ｄ前に確認し、ガイド

ラインに合致してますということを確認されない限りはやはりＢ／Ｄに進むのはこの段階では

時期尚早ではないかというふうに思っています。 

 具体的に予備調査として行われるべき調査内容ということについても紙に書かせていただき

ましたので、ご参考にしていただければと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○原科 大変説得力のあるご意見だと思います。住民移転以外でもいいですか。 

○村山委員長 すみません、今は住民移転でもし他にあれば。 
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○満田 私が意見を申し上げたい点の１つは、Ｂ／Ｄ前に予備調査、何らかの調査を実施すべ

きであって、それが住民移転計画の策定支援を含むべきだと考えています。そして、Ｂ／Ｄに

入る前にその予備調査結果を再度審査会でも確認されたらいかがかと考えています。 

 それからもう１つ、私は第１期の審査会の委員でもあったわけなんですが、実はこの案件を

担当させていただきました。そのときからかなり強く申し上げていたのは、やはりカンボジア

の国家移転計画が確定されていない以上、それを当てにしてＪＩＣＡのガイドラインが遵守さ

れるというような見込み発車はいけないのではないか。特に私が問題意識を感じていたのは、

補償政策なんですね。補償政策は非常にセンシティブでありまして、踏み込みづらいところは

もちろんあるわけですが、カンボジアの過去の移転に関する実績を見ますと、補償が非常に不

当に低く設定されてしまったり、あるいは割り引かれてしまったり、あるいは補償の支払が遅

れたりするようなこともありました。 

 ですから、ここは強く十分な補償、正当な補償、とりわけ市場価格に基づく補償ですね。市

場価格に基づかない補償、市場価格より低い補償を得てしまうと住民はやはり等価の資産を買

うことができないということで非常にその後で問題が生じることが多うございますので。ぜひ

政府レベルで、これは今後の協力の条件にするぐらいの強い要請をしていただきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○長谷川委員 ちょっと質問なのですが。このままＢ／Ｄに入った場合は、基本設計に入った

場合には我々審査会でもう一度見させてもらう機会はなさそうだなという感じがしたんですが。 

○渡辺 基本的には基本設計調査につきましては基本設計調査のドラフトファイナルレポート

について審査会でご報告させていただくという予定にしております。 

○長谷川委員 もう１つ。そうすると、予備調査をやったときには、もちろん予備調査の報告

を受ける機会はあるんですよね。 

○渡辺 まだ予備調査をやると決めてないですけれども、やったときには基本的に再度ご報告

させていただくということを考えております。 

○長谷川委員 そうですか。 

○原科 それは審査になりますね、その場合は。 

○渡辺 審査会でご報告させていただきます。 

○織田委員 その場合はコメントか何かを求められるんですか、ただ聞いてそうですかと。 
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○渡辺 コメントをいただくということで考えております。 

○村山委員長 今の議論はあくまで予備調査を行った場合ということですね。 

○渡辺 委員からこうすべきというご意見が余り出てこないものですから。答申をまとめる際

にどうなるかというご意見をいただきたいというように思っております。 

 特に住民移転計画につきましては何人かの委員からコメントはいただいておりますが、例え

ば基本設計調査前に何を確認すべきかということになりますと、住民移転計画をつくるといっ

ても実際には住民移転計画の策定プロセスには幾つかの段階がありますので。特に移転住民を

特定するという部分についてはどうしても設計、つまり測量をして設計をするという部分が必

要になると思いますので、その移転住民を特定した上で進めるプロセスというのは基本設計調

査になってしまうという点は既にご説明を差し上げているところでございます。 

 したがいまして、その前に例えばこれをやるべきというところがあればそれは、委員から既

にいただいているコメントはどのタイミングというのはないものですから、それは例えば基本

設計調査でやればいいということなのか、ないしはその前にやるべきということがもしあれば、

委員のほうからコメントをいただきたいというところでございます。 

○村山委員長 １つは、私もコメントを出させていただいているのですが、基本的な方針とい

うか考え方として、現在カンボジアで進んでいるＮＲＰの動向を見ながら検討するというそう

いった姿勢が今も貫かれているのか、あるいは先ほど原嶋委員がおっしゃったように、それも

あるけれども、やはりＪＩＣＡのガイドライン則って進めていくと、そういった基本的な姿勢

が今の段階であるのかどうか、その点を１つは確認をしたい。 

 さらに、そういったＪＩＣＡ側の姿勢がカンボジア側で了解されていると、その点について

まず確認がされている必要があるというふうに思います。 

 それから、具体的な移転住民の特定を受けた形での内容については先ほどメコンウォッチか

らも具体的な内容がありましたので、そのあたりを少し踏まえて若干検討させていただく時間

をいただければと思います。答申案協議としてではないかもしれませんが、メール上で議論を

すると。 

 もし今の事務局からのご意見に対して、何か委員のほうでご意見がありましたらお願いいた

します。 

○織田委員 既に書いたところだからいいと思って実は余り申し上げなかったんですね。やは

り基本的にはずっと議論になっておりますように、国家住民政策ですか、それが確定されると

いうことが確認されないで見込み発車すると後戻し効かなくなるから、そこは順序通りきちん
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と確認してから進むようにしたほうがいいんじゃないかということが１つと。 

 もう１つ、私は計画をというふうに書きましたら、計画を立てるには基本設計が必要である

というふうに書かれたのですが、それはどの、いくらかということの計算であって、先ほどか

らほかのＮＧＯの方もおっしゃいましたように、例えば市場価格をちゃんと遵守するんだとか、

そういう方針そのものはどの家がかかろうとかかるまいと関係ないところですから、やはりそ

の方針がきっちりされるべきだというふうに思っております。 

 同じことを繰り返すのは気が引けて黙っていたのですけれども、そういうふうに私は考えて

おります。 

○今井 すみません、織田委員から今お話がありました１点目のところですけれども、ちょっ

と確認させていただきたいのですけれども、ＮＲＰ、移転政策の状況を確認してから進むとい

うふうな趣旨のご発言があったと思うんですが、国家移転政策の確認して進むというのは、具

体的に。 

○織田委員 ドラフトの段階なんですよね、そのファイナルドラフトも今固まりつつあるとい

うことですよね。だから、閣議決定されたということがなければいけないので、閣議決定され

るのをやはり待って、もし基本設計、それをしたらもう後戻りできないのであればそのＢ／Ｄ

ですか、それをするのは国家移転計画が決定された後に後戻りできない次の調査をするという

ことが順当ではないかというふうに思っておりますが。 

○今井 確認させていただきます。織田委員のご趣旨は、今策定されている、ドラフトの段階

であるカンボジア側の国家移転政策がある程度固まってドラフトの段階が終わって、カンボジ

ア側で法制化のための閣議にかかるまで基本設計調査を行うべきではないと。 

○織田委員 基本設計調査はですね。 

○今井 Ｂ／Ｄですね、Ｂ／Ｄを行うべきではないというご趣旨。 

○織田委員 そうですね。ただ、それに必要ないろいろな予備調査は行う必要はあるかと思い

ます。だから、基本設計調査でなければいけない調査と、それ以前に必要な、例えば今話題に

出ている交通量の調査のようなことはもっとほかの段階でできるのかなと思いますから、すべ

てのことを全部ストップしろと言っているわけではないんですけれども、ものの順序としては

そうしなければ、いってしまった後で実はやはりできなかったと、国家移転政策はできなかっ

た、それから住民移転計画も宙に浮いてしまった、でももう約束はしてしまったから走り出し

たということになると問題になると思うので、その歯止めになるものを確認してからでなけれ

ばいけないんじゃないですかというのが考え方です。 
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○今井 ありがとうございます。 

○織田委員 何かすごく単純すぎて恥ずかしいんですけれども。 

○村山委員長 それでは。 

○渡辺 今の議論でもう一回確認させていただきたいと思うんですけれども。１つは、基本設

計調査の前にカンボジア側の例えば市場価格を踏まえるとかそういう方針を確認すべきだとい

うお話がありました。そうすると、その方針を例えば確認をして、十分ＪＩＣＡガイドライン

に従っているという確認ができれば、カンボジア側のＮＲＰという政策がファイナライズされ

ていなくても、このプロジェクトについてはきちんとした補償がなされるという確認ができれ

ば、カンボジア側の法制化がしている、していないにかかわらず適切な補償ができるというこ

とで、それをカンボジアの法制化を待つという必要はないということになると思うんですけれ

ども。 

○織田委員 でも、１つの国のそういう計画を実施するのに当たって、法的な背景がなくてや

りますという計画が実施できるのでしょうか。その辺の、余りあり得ないことだというふうに

思っていたのですが。 

○渡辺 例えば日本でもいろいろな補助制度がありますけれども、法律がなくても政策として

やっているものはたくさんあるわけですね。ですから、法律がなければ何もできないという国

はどこにもないと思うんですけれども。 

○原科 それはそうですね。相手の国の方針によりますね。だから、法律をちゃんとつくらな

いとやらないという考え方もあるんだけれども、まさに相手政府のご判断ですね。政府がどう

いう判断をされているかということを確認することはございます。その１つの方法は法制化が

一番わかりやすい方法ですよね。法制化じゃなくても、閣議決定段階でもう話が決まる場合も

ありますね、それ以外もあります。だからそれはケースバイケース。大事なのは相手国政府が

しっかりした補償の方針をこのガイドラインの規定にあったものをきちんと約束してくれるこ

と、その確認が大事だと思います。そういう中身だと思います。 

○長谷川委員 よろしいですか。我々委員、それから全部じゃないかもしれませんけれども、

ＮＧＯの方、それからＪＩＣＡ側にとってもやはり今回のこの案件でいくつかまだガイドライ

ンで確認できてないと。確認することが非常に大事だということは共通認識だと思うんですね。

それをいつどういう形であれば確認できたと言えるかという、先ほど委員長の問いかけはまさ

にそうだったと思うんですけれども。 

 それからすると、私は今、非常に迷っていて、必ずしも予備調査をやらなくちゃいけないと
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いうふうにはなかなか思えないんですよ。というのは、などという言い方をもちろんそこでは

してあるんですけれども、予備調査というのが本当に行われるかどうかわかりませんけれども。

そうすると、限られた１カ月、２カ月でやってくるんですが。そうすると、その１カ月、２カ

月の間に向こう側の国の進展があって確認ができたというふうな補償が必ずしも出てこないわ

けですね。そうすると、やはりその基本設計という調査に入ってからでも同じような確認作業

をやるという意味では同じだと思いますよね。 

 先ほどの交通量調査というのはまた別問題であると思うんですけれども、住民移転絡みの話

はちょっと相手が政府の状況によって長期化したり、いろいろなことが。それから確認の仕方

も、この前現地のＪＩＣＡのスタッフの方がいろいろとインタビューをしたりなんかという確

認作業、あれも１つの確認作業だと思うんですね。ですから、いろいろなパターンで。それか

ら、長期化する中で確認をしていかないとやはりだめだということはあると思うので、だから

予備調査だけでやりましょうといっても必ずしも答えは出てこないと思うんですね。 

 ですから、そういう意味であれば、例えばＢ／Ｄには入ってもらうということがあったとし

て、Ｂ／Ｄやったんだけれども、やはりその期間の中では確認作業ができなかったということ

もあり得ると思うんですね。先ほど来言っているのは、一旦Ｂ／Ｄに入ったらば止めようがな

いという話はあるのですが、そうでなくて案件自体はとってもいいと思うんですね。それを止

めるのではなくて、例えばスローダウンさせるとか、あるいはＢ／Ｄの時期というかそれをも

うちょっと向こうが煮詰まるまで遅らせるとか、何か凍結ということで表現できるかもしれま

せんが、そういったことをするメカニズムがＪＩＣＡさんあるいは外務省側の中であるのかど

うか。 

 それから、先ほどＢ／Ｄの調査報告書、我々もう一回見させてもらうということがあって、

そこでやはり今言ったようなもうちょっと待ってくださいと、もうちょっと確認作業が終わっ

てませんからもうちょっと時間をとってやりましょうということが言えれば、予備調査に私は

余り固執しないんですよ。そういう確認がちゃんとできていけば、そういうメカニズムがある

のであれば、中止はできないけれどもそういうふうなことができるのであればというふうにち

ょっと思いが変わってきたんですが。 

 その辺何かＪＩＣＡであれば教えてほしいんですけれども。 

○熊代 今までの何回かの議論で過去の改定委員会やフォローアップ委員会での議論では、や

はり基本設計調査を行うと多くの場合、実施につながってしまうので、その前の段階でよく判

断するということであったと思います。 
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 今回の話は、そういう考えでここまで議論しているものですから、我々としてはここでやは

り基本設計調査に進むべきかどうかというのを判断していただいて、もし基本設計調査に進む

前に何らかの調査が、それを予備調査と呼ぶのであればそれでもいいと思いますが、必要だと

いうふうに思われるのであればそういう提言していただいて、それを実施して、基本設計調査

に進むというふうにできればいいなと考えております。 

 というのは、今までそういう議論でずっと進んできているわけなので、ここで急に考え方を

変えるというのは、皆さんにご説明するのは難しいですし、ご理解いただくのも難しいと思い

ます。 

 先ほど住民移転、補償の話が出ましたけれども、基本設計調査に進まないとできないものが

あるというのはもちろんですが、その前の段階でここはぜひ確認すべきだと、それはできると

いう話があるのであれば、それはぜひご提案いただいて、それが妥当で、また可能と考えられ

れば、そういう調査を基本設計調査の前に行うということにしたいと考えています。 

 そのため、先ほど何人か方からご説明がありましたけれども、こういう調査を、あるいはこ

ういう確認を基本設計調査の前にやるべきだというのを、明らかにしていただいて、それを実

施するということにしたいなと考えております。 

○織田委員 今例えば予備調査にするにしろ何にしろ、基本的に確認しなければいけないこと

を、例えば住民移転計画をつくりましょうと、こういう計画でちゃんと補償しますということ

をかなり具体的に詰めればそれはもう確認して、本当にそのまま実施されるというふうに考え

ていいのか。多分過去のいろいろな事例は、そこまで決めてなかったのかもしれないのですが、

実際のところは例えば異議申し立てをしようとしたら却下してしまうとか、またはそれが異議

申し立てを何らかの圧力を加えて何となくできないようにしてしまうとか、そういうことが実

際にあったから気をつけなければいけないんだということを多くの事例を挙げてくださったん

だと思うんですよね。 

 ですから、今回のチェックするときも、ただ単に、はい、やります、そうですかという調査

と確認だけではない、もう少しほかの項目を入れて、よりコミットメントを引き出すようなま

たは調査にしないといけないだろうというふうに思うんですね。 

 先ほど長谷川委員がおっしゃったように、それと少し違うかもしれないのですが、一番問題

なのはだから何を次に確認したらいいかという、基礎調査にするかどうかというその枠の問題

よりも、一体何を確認しなければいけないかということについて、用心深くしておかないと難

しいんじゃないかなというふうな気がします。ほかのプロジェクトの二の舞になるようなこと
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は避けるべきではないかとは思っております。 

○村山委員長 長谷川委員、よろしいですか。はい。 

 どの段階でどの程度ということを先ほども申し上げたんですが、これは委員それぞれお考え

があると思います。ただ、私自身はやはりガイドラインが策定された趣旨からいくと、基本設

計調査に入る前に基本的な点についてはガイドラインの趣旨が遵守されると、これが確認され

ている必要があるということだと思います。そういう意味で国家移転政策が策定される、され

ないにかかわらず、確認されれば私はそれでいいと思います。ただ、その政策が策定されてい

ない段階でそれが確認をされたというのは相当それなりの情報がないとできないということに

なると思いますので、その点についてはぜひ慎重にご判断といただきたいと思います。それが

もし確認できれば次の段階ということがあり得ると思います。 

 私自身はちょっと今の段階で次の段階ということはちょっと難しいかなと思います。これは

委員長というよりは一委員として感じています。 

○山下 委員長、すみません、カンボジアから１点よろしいでしょうか。 

○村山委員長 どうぞ。 

○山下 ＮＲＰに関して若干補足をさせてください。まず、議論の中で法的背景がないままに

住民移転が現在行われているというところがあったんですけれども、ここは憲法と土地法、そ

れから政令レベルのものの中で一応カンボジアの中で土地使用の概念というものがもう既にあ

るわけです。ただ、これでは現状の国道１号線等の事業を含めて住民移転を確実に行っていく

ことは、ある意味不十分だというようなことから現在ナショナル・リセトルメント･ポリシー

が、ドナードリブンで進んでいるようなところがあるわけなんですけれども。基本的に全く法

がないところで適当に住民移転が行われているという状況ではないところはご確認をいただき

たいと思います。 

 それから、ＮＲＰについてなんですが、恐らくここに参加されている方で目にした方という

のはほとんどいらっしゃらないとは思うんですけれども、これはポリシーですのでかなり大枠

の話なんですね。例えば再取得価格で補償は行っていくべきという、そういうざっくりした内

容になっていまして、その金額を決める、例えば市場価格調査をどういうレベルで、どういう

形で実施しなさいというところまでは最終版にも恐らく載ってこないと思われます。 

 そういう意味で、ＮＲＰがあるないにかかわらず、事業を実施する日本側としてはそういう

オペレーションマニュアル的なところも含めてしっかりやっていかないと、当然これは環境社

会配慮ガイドラインを担保することは全くできないということになります。 
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 情報が少ない中で非常に申しわけないと思うんですが、ＮＲＰのあるなしによって議論する

ということは正直余り意味がないという感じがしております。もちろん法的バックグランドと

いう意味では確かに重要なんですけれども、そうした点はご理解いただけるといいのかなとい

うふうに思います。 

 ちなみに、焦点になってる補償の方針のところなんですけれども、これは全く口頭ベースで

しかありませんが、カンボジア側としては既にＡＤＢ等の事業でも始めていますけれども、再

取得価格に基づいて住民への補償を行っていくということを表明しておりますので、当然実施

されることになった場合は第二メコン架橋もそういったものの対象に入ってくるものというふ

うに現場では理解しております。 

 以上です。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 印象として、当初の説明会でお聞きしたＮＲＰを見守りながらという表現から少し変わって

おられるのかなという気がしたのが１つです。 

 それから、公言されているということであれば、やはり何か書面の形でぜひ確認がとれる必

要があるかなと私は思います。 

 どうぞ。 

○木藤 住民移転計画等に関しましてはフォローアップ調査のほうでも今後のアクションプラ

ンということで非常に具体的にどれだけの調査をやるべきかということで項目を挙げて記載を

しております。これはＪＩＣＡの調査報告書としてつくられておりますので、本物の予備調査

ないしはＢ／Ｄの中で、基本的にはこの提言を踏まえつつ先方への確認、それから必要に応じ

て支援をしていくということで我々のほうは基本的に考えております。 

 したがいまして、もし今回の答申ということでいただく内容に関しては、ここから漏れてい

る、あるいはさらにこの中で確認すべきことがあるというところについてご指摘をいただけれ

ばと考えております。 

○村山委員長 はい、わかりました。 

○田中委員 田中ですが、私先週ぎりぎりまで出かけておりまして十分情報の共有がなされな

くて、ただメール等で拝見すると大分この案件がいろいろな意味で争点になっているというこ

とは聞いておりました。それで、今日審査会に出て委員の皆さん、それからあと傍聴のオブザ

ーバーの皆さんからのご意見も聞いていて、いろいろ論点がわかってきまして、私自身もにわ

かに少し情報を吸収した中での発言なものですから多少食い違うかとは思うんですが。 
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 １つは、今回フォローアップ調査をした、ことしの11月にまとまったこの調査報告書に対し

て審査会として答申を出すと、こういう手順だと思うんですね。全体のフォローアップ調査の

結果から見ると、つまり当初の予測よりも交通量が大変ふえていて、事業の必要性が非常に、

緊急性というか必要性が高まってきているのではないかと、そういう方向性が一応出ているわ

けですね。 

 とはいえ、しかし前倒しすることによってのある意味でのいろいろな考慮すべき事項も出て

きているということで、住民移転の話だとかもあるのだろうと思うんですね。 

 そこで、例えばこの答申の扱いですが、いわゆる最終報告書のこの黒いレポートというか、

前回の2006年、昨年まとめられたレポートに提言されている、先ほど村山委員おっしゃられた

提言されている例えば交通量調査でいけば、２つの手法でやるべきというそういう提言がなさ

れているにもかかわらず、今回１つのやり方でしかやっていないと。それで十分かどうかとい

う議論があると思うんですね。 

 そうした場合、ここでは不十分であると。不十分であるといって再調査を要請するという手

順でいくのか、不十分であるということを前提に、しかし１つの調査のやり方でいけば一定の

事実として交通量はふえているのでこれはこれでそういう状況を前提に、やはりその事業の全

体としての必要性というものは認めていかざるを得ないと、こういう判断もあろうと思うんで

すね。 

 私はちょっとその答申の位置づけを確認したいのですが。つまり、例えば私が非常に関心を

持っている交通量調査のやり方を、ここで、この時点で不十分であり、こういう点で補完すべ

き、再度追加調査すべきということがあったとしても、そういうことを答申に盛り込んで、で

はそれはこのフォローアップ調査の報告書の中にそういう点で欠けていると、最終報告書の段

階の提言よりも調査手法としてはこの手法をとっていてこの点はとっていられない、欠けてい

るけれども全体としてはこうであると。そういう、つまりフォローアップ調査報告書のいわば

修正というか、加筆修正をする、そういう趣旨の答申でいくのか。そうではなくて、これはこ

れでもうＪＩＣＡとしてまとめられると。それに対していわば意見書のようなものを出すと、

この審査会が、どういう位置づけになるのか。つまり答申がです。ちょっとそこを確認したい

なと思っているんです。 

 どんなふうになるのでしょうか。 

○村山委員長 私の理解では、最終フォローアップ調査の報告書についてはもう完成をしてい

るものだと思います。これは報告書の案が諮問にかけられたという位置づけではなくて、報告
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書が出たものに対して審査会が意見を求められているという理解だと思うんですね。そういう

意味では、田中委員おっしゃった整理でいくと、この報告書に対して意見を申し上げる、意見

書を出すという、それが答申の内容の１つにはなると思います。 

○田中委員 そうすると、今後ＪＩＣＡがこのフォローアップ調査報告書を受けて、事業をさ

らに進める、手順を進めていくという中にこういう点に留意すべきである、こういう点に配慮

すべきであると、そういうことを答申としてまとめるんだと、そういう趣旨でよろしいわけで

すね。 

○村山委員長 そうですね。 

○田中委員 わかりました。 

○原科 フォローアップ調査によって、ですから次の基本設計調査に入っていいかどうかの判

断をしていただきたいということだと思うんですね。１つはフォローアップ調査の情報だけで

十分判断できればそれで結構なことです。それで不十分だという場合は、おっしゃるようにそ

の点を具体的に示していただいて、では追加でどんな事前調査が必要か。その場合に、事前調

査をやらなくても、もう少し審議時間を加えれば検討できるならいいんですけれども。恐らく

そういう場合には必要な調査があると思うんですね。それを具体的に示していただきたいと思

います。 

 私は開発調査のこれまでの経緯を見ますと、数年の交通量調査ということになっていますか

ら、１年、１カ月では基本的には開発調査で要求したものにはなってないんですね。それで、

交通量予測というのはなかなか当たらないというのは我々アセスメントの事例では随分経験し

てましてね。例えば東京湾のアクアラインは半分以下です。とんでもない大失態です、これは。

それでもアセスは直ってますね。こういうことで、これまで我々はそういうことには十分にフ

ォローアップはしてこなかったんです。だから、その反省の意味も込めましてね。 

 ですから、数年ということをここで提案している以上は、それをきちっとしていただきたい

と私は思います。 

 それで、そのときにこの開発調査、これはある意味で画期的なんですね。最初は架橋という

ことで第二メコン架橋ということだったのですが、橋ありきに限らないでフェリーが今あって

それを活用すれば相当程度対応できるというその代替案も示されたということですね。ですか

ら、そういった両方をにらみながらのことで基本設計に進むかどうか考えていただかないとい

けないと思います。 

 そこで考えますと、やはりベースになるのは交通量の予測でありますし、もう１つはフェリ
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ーの活用をどこまでできるかですね、この十分な具体的吟味もしなきゃいけないですね。それ

はまだ十分でないと私は思いますので、それをぜひやっていただきたいと思います。フェリー

を改善すれば相当程度これは架橋までいかなくても、私は交通量に対して対応できると思うん

ですね。 

 以前は有償資金という想定で長期低金利のとき企画で調査行われましたけれども、今回無償

ということでございますので、そうしますとこれは吟味を相当慎重にやらなきゃいけないと思

います。緊急性が高いとか、まさに費用対効果とかそういうこともございます。それから、国

民に対して特にそうです。今、国民に財政、国の財政大変厳しい状況でございますので、80億

円を超す無償のお金をそう簡単に使うわけにはいかないと思います。それはその点でも非常に

慎重に十分な環境社会配慮をやっていただかないと、実際に橋でなくてフェリーでも十分にい

けたのにつくってしまったとか。つくるときに十分な住民対策がなくて問題を起こしたとなっ

たら、本当にＯＤＡ予算全体にかかわってまいりますのでね。これは本当に私は慎重に、慎重

にやっていただきたいと思います。 

○村山委員長 どうぞ。 

○今井 原科異議申立役のほうからお話ありましたように、慎重にやるということはこちらの

ほうで必要というふうに考えております。それで再三当方のほうから申し上げておりますよう

に、仮に基本設計調査に移る前にやるべき事項があるという答申内容ということであれば、ぜ

ひとも何が必要なのか。皆様方がご判断していただく上でこれが評価、中身に足り得るもので

あるかないかというところを具体的にどういうふうな調査をするべきであるかという項目をぜ

ひとも委員の方々からご教示いただきたい。 

 と申しますのは、こちらのほうも原科異議申立役もおっしゃっていましたけれども、調査の

ほうも税金を使ってやりますので。私ども使う以上、何度も何度も足りなかった、これが足り

ない、事前に委員のほうからいただいた内容であったにもかかわらず後からみたら足りません

でした、だからもう一度やってくださいというのは、私たちがそれは国民に対して説明ができ

なくなりますので。ぜひともその点については、以前からコメントで事前の調査を必要とする

場合には何の項目が必要なのかというところは事務局のほうからご連絡させていただいており

ましたが、現段階ではオブザーバーの方からはいただいておりますけれども、委員の方々から

は具体的にこの項目が必要であるというところはいただいておりませんので、その点について

は非常に重ねて恐縮ではございますけれども、よろしくお願いいたします。 

○須之内 すみません、追加で。交通量調査のところについては、今回あくまで開発調査時点
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での土俵、フレームワークの上で交通量を計測して当てはめるという作業をとったわけですが。

もし今後どういうところが足りないというご提言をいただけるのであれば、今回のフォローア

ップ調査のみならず、開発調査の報告書の中でどういうふうな検討がされているのかというこ

とも踏まえた上でご検討いただければ幸いです。 

 １点、原科先生からの話であったことですが、開発調査報告書において有償だからフェリー

の改善オプションについて特に検討していないというわけではございません。有償無償は関係

なく、４つのオプションとしてフェリーの改善オプション、フェリー改善プラス橋梁オプショ

ン、またゼロオプションも含めて検討されています。ですので、その点は開発調査報告書の英

語の本文版、日本語の要約版ではなくて本文版にフェリー改善オプションもかなり検討されて

いますので、そこも申しわけございませんが、熟読いただければ幸いです。 

○原科 ちょっと説明が足りなかったようで。そういう意味で開発調査ではおっしゃるとおり

に代替案を比較検討してますのでね。フォローアップではそのフェリーが実際的にどうだった

かということをさらに具体的にチェックしていただくと。橋の必要性や交通量との関係ですね、

よりよくわかるのではないかという点で申し上げました。きちんとやっておられることは認識

しております。 

○織田委員 交通量については東行きと西行きで、特に向こうから来るのが少なくなって伸び

ないということが書かれていますよね。だから、交通量としてまとめた調査だけではなくて、

西と東の違いというのか、それを少し。時間調査では確かに既になさっていたと思うんです。

午後になったら東が少ないとかどちらかとかあったんですけれども。荷物がクロスボーダーの

トランスポーテーションアグリーメントができた後で、ベトナムのほうにたしか行くのは多い

けれどもベトナムからこちらに来るのは少ないというのがあったと思ったんですが。 

○今井 それは交通量ではなくて、行きは荷物があるが、帰りは荷物がない。 

○織田委員 そうですね、それが結局経済効果がないからそれは交通量に当然影響するのでは

ないかと思うんですが。だから、現在の交通量だけではなくて、そういうことの影響を知るこ

とができるように、ただ何種類のものが何台通ったという量ではなくて、今片道しかメリット

がないから余り伸びないんじゃないかというコメントが藤崎委員からかあったと思ったんです

が。だから、それを裏づけるような、また逆、それをそうではないということを示すのでもい

いんですが、何かそれにかかわるような交通量調査をしていただかないと、私は読んだだけで

は判断が難しいんですね。 

○須之内 それは換言すると、藤崎委員がおっしゃっておられた、単なる交通量のプロットだ
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けじゃなくて、マクロ面の状況も十分勘案した調査をやるべきというところに。 

○織田委員 大きく言えばそのとおりではありますけれども、ただ何とかアグリーメントがで

きたかどうかという程度の大きな枠組みではなくて、実際に今言いましたように、西行きはい

いけれども東行きは、逆だったかもしれませんが、少ないとかいうようなことが実際にあるの

であれば、今後の交通量予測にフェリーでもまだもつのではないかということができるんじゃ

ないかと思うんです。今の出されているのが、ただ交通量がこういうふうに伸びてきているか

ら前倒ししてもこういうふうに伸びるとかいうかなり量をもとにした必要度の分析だったと思

うんですけれども、そこに中に何が入るかということを加味した分析は当然違ってくるだろう

と思いますので、その辺の、その辺のというのは非常にあいまいで申しわけないんですが、少

なくとも藤崎委員のコメントに対する内容を示すことができるような調査を追加していただけ

れば、より判断がしやすいと思います。 

 別に私は、藤崎委員のこと疑って言っているわけではないんです。ただ、そう書いてあった

のでそうかなと思ったんですが。それと、出されているものにちょっとそごがあるなというふ

うに思ったんです。 

○須之内 １点明らかにしておきたいのは、カンボジアへ戻るトラックが空の荷物だから、利

益が出ないから、ネアックルンではフェリーのほうが妥当であるという意味で藤崎委員はおっ

しゃっておられなかったように思うんですね。なのでちょっと今申し上げたように、あれは交

通渡河地点における交通量に影響する問題ではなくて、もっとマクロな国際交通量の話であっ

て、藤崎委員はそれについて話をしておられたんだと思います。 

 ただ、いずれにしても藤崎委員のおっしゃられたようなクロスボーダートランスポートアグ

リーメントの現状とか、それが第二東西回廊上の渡河地点、要はネアックルンにどういう影響

を与えるかという分析は当然無視して通れるものではないと考えております。 

○織田委員 でもですね、この書き方によりますと、産業の集積の違いから云々と書いてあっ

て、逆の荷は極めてわずかです、片道ですね。片荷の問題があります。帰りに荷台が空っぽだ

から当然のことながら、その分輸送料金は高くなります。結果として現状では輸送のコストだ

けを考えると、時間のかかるが安い船便に依然かなわないわけです、と書いてありますから。

私は単純に読んで、型荷しか経済的効果がないのだったら、時間かかっても安いフェリーのほ

うが、現状ではですよ、そういうふうな選択がなされているというふうに読んでらっしゃるの

だと思ってこの文章を読んだんですが。私の読み間違いかもしれませんので、それは藤崎委員

のほうにお確かめいただいて。もしそういうこともあるのであれば、今後の調査の中にそうい
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う側面を含むような調査をしていただきたいというのが最初のお願いの趣旨でした。 

 すみません、中身についてはお確かめください。 

○村山委員長 織田委員、そういう意味ではもう少し具体的にしてほしいということですので、

ご意見を具体的にして、改めてお出しをいただければと思います。 

○織田委員 わかりました。 

○村山委員長 それから、あともう時間が予定ではあと数分なんですが。 

 どうぞ。 

○柳内委員 今の議論でこの案件については予備調査から入るべきか、あるいは基本設計から

入ってよろしいかというような議論になると思うんですが、私は今いろいろな議論について、

これを予備調査という形で結論が出るのかと思います。むしろ基本設計に入って対応すべきと

思います。ただしそのときに問題になるのは、基本設計に入ると後戻りができないという話が

有りますが、それはいくらでもプロテクトをかけることができるんじゃなかろうかと思います。

本件は無償案件ですから、閣議決定を経て相手国に対してコミットするわけですから、閣議決

定に先立ちＪＩＣＡのガイドライン遵守を強く先方に求めていくことができるのではなかろう

かと思います。 

○村山委員長 委員の方それぞれご意見があると思いますので、それはぜひ表明をしていただ

きたいと思います。ただ、手続上、基本設計調査に入った後に諮問、答申というステップが現

在のガイドラインにはないものですから、この段階で諮問、答申の中で確認できることをそれ

ぞれご担当の委員の方でご判断いただくということだと思います。 

○原科 ガイドラインはまさに現実を見まして、現実的な対応として基本設計に入る前に十分

環境社会配慮を担保しておかないとだめだということの判断のもとですので。これはまさに、

ＪＩＣＡの現場の皆さんがおっしゃって、随分激しい議論がありましたね。ＮＧＯから基本設

計段階でも関与したいという声が随分出ましたけれども、それは無理だということで先ほど熊

代さんもおっしゃったように、この段階できちっとしておかないと、あとは基本的に担保がな

いんですよ。だけれども、それでもなおかつ後で何とかするということはおっしゃるように必

要なんですけれどもね。まず、この段階が大事だと思います。 

 それから、無償で80億円以上というのは最近では私はやはり珍しいと思います。これも、政

府の方針はそうですが、無償というのはそんなに多額のものをしないという方針ですから。 

 何度も言いますけれども、ＯＤＡ予算は今は３位ですかね、この前。それで、数年後は６位

になるだろうとＯＥＤＥは推測してますけれども、そういうような流れがもう出ていますので
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ね、これをきちっとやっていただかないと、私は本当に、ＯＤＡのあり方を考えて心配ですか

ら。ぜひこの段階でしっかりとやっていただきたいと思います。 

○満田 ご参考までになんですが、私は３年間ほどＪＢＩＣの環境審査室に出向していたこと

があります。その経験でいいますと、ＪＢＩＣのアプレイザルになるものは大体ＦＳの後に行

われることが多いものです。 

 Ｂ／Ｄというものが案件によってあったりなかったりします。Ｂ／Ｄがあるのかどうか、Ｂ

／Ｄがアプレイザルの前に来ることもありますし後にいくこともありますし、必ずあるのはＤ

／Ｄ、詳細設計なんですが。詳細設計はアプレイザルで円借款が決まってから実施されるとい

うパターンが多いです。そこら辺は私が申し上げるまでもないと思うのですけれども。 

 ＪＢＩＣが何をするかというと、そのＦＳの後のアプレイザルで、ＦＳ段階の技術的あるい

は財務的、経済的、それから環境社会配慮の内容を確認するという作業をします。このときに

ＪＢＩＣガイドラインでは、住民移転基本計画等というものの確認を行っております。ほかの

国際機関を見てみましても、そのＦＳの後で行われる審査において住民移転計画の確認を行い

ます。住民移転計画は勝手につくって被影響住民の了解を得ていないものであってはいけませ

んので、必ず地元で公開され協議されるというのが必要要件になっています。 

 ご参考までに。 

○村山委員長 それでは、ほかに。 

 短い質問をさせていただきたいんですが。先ほど原科異議申立役からもご発言があったんで

すけれども、フェリーの改善についてはご回答ではフォローアップ調査では扱ってないという

理解ですが、そういうことでよろしいでしょうか。これは開発調査の提言の中では（２）にフ

ェリーの適切なメンテナンスと改修の実施というのが入っていますけれども、フォローアップ

調査では行われなかったと、そういう理解でよろしいですか。 

短いご回答で結構です。 

○須之内 10の２の提言の何ポツ。 

○村山委員長 （２）ですね。私は日本語の要約編を見ております。 

○須之内 その点では、もし私の認識が違っていれば指摘いただきたいのですが。交通量の需

要予測上で4,548ＰＣＵというのが出てますけれども、横一直線の水平棒ですけれども。あれ

は維持管理云々にかかわらず、マキシマムな状態でのキャパシティだという認識ではないので

しょうか。 

○村山委員長 私が質問させていただいているのは、フェリーの適切なメンテナンスと改修の
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実施ということで、具体的には、（１）から（６）が書かれていますが。読み上げたほうがよ

ろしいでしょうか。 

○須之内 大丈夫です。この点についてはフォローアップ調査では含めていません。 

○村山委員長 はい、ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○山下 ちょっと待ってください、すみません。カンボジア事務所からいいですか。 

○村山委員長 短くお願いいたします。 

○山下 はい、すみません。今の点ですけれども、特段フェリーの改善ということを前面には

出していませんが、今回フェリーの運航状況については交通調査と同時に確認をしております。

要は３台今フェリーがあるわけですけれども、時間帯によって２台で運用している場合もあれ

ば３台で運用している場合もある。この時間帯で稼動の仕方を調べているのが１点。 

 それから、フェリーの運航時間が当初夜９時までで終わっていたものが今回夜12時まで延長

になっているという改善が見られますので、こういったところも12時まできちんと交通量をと

って、どういった１日の分布になっているかというところをチェックしております。 

○村山委員長 はい、ありがとうございました。今の点は、私もこれまでいただいた資料で確

認をしております。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。もしないようでしたら、これで議論のほうは終わりに

したいと思います。 

 ただ、議論の中で出てきましたように、より具体的に答申に対するコメントについてお願い

をしたいということがありましたので、年末年始を挟みますが、ぜひ担当委員の方はその点を

踏まえて再度お出しいただいたコメント、さらにまた必要なものがあれば追加をしていただい

てご検討いただきたいと思います。 

 スケジュールについては、今もしわかればお話しいただいて。 

○宮崎 すみません、少しスケジュールを確認させていただきたいのですけれども。流れとし

ては通常であれば、コメントを既にいただいているのでそれをもとにこちらで答申案のドラフ

ティングして皆さんにもう一度お返しするという形にしておったと思うのですが、今回の場合

はそのプロセスと同じということでよろしいのでしょうか。それともある一定の期間をおいて

皆様から再度具体的なコメントをいただいたものをもとにこちらがドラフティングするという

ことなのでしょうか。 

○村山委員長 私の考えでは、後者だと思います。 
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○宮崎 後者。であれば、もう今の段階でタイムリミットを決めてコメントをいただくという

理解でよろしいですよね。 

○村山委員長 そうですね。 

○宮崎 年末年始をはさむということで、実際の労働日は今日と明日しかないというような現

状なんですけれども。次の審査会が７日にあるということで、そう考えると４日までとかとい

う期限を設けてもそれは大丈夫なのでしょうか。それは難しいですよね。 

○村山委員長 少なくとも７日の週の前半か中盤かそのあたりに。 

○宮崎 では、７日の週の水曜日、９日、５時までに皆様から具体的なコメントをいただいて、

それをもとに私のほうで答申案のドラフトをさせていただくと。基本的にはその週の金曜日ま

でにドラフトを何とかつくって皆さんにお返しして、その次の週の少なくとも金曜日までにあ

る程度の形をつくっていくということでよろしいでしょうか。 

○原科 ２つ確認。１つは、今まで幾つかいろいろ出しているものは一旦なしというか、なし

という形でまた改めて練ったものを出すという形でよろしいんですね。それが１つと。 

 もう１点は、今日ご欠席の方も結構いらっしゃるので、今日のいきさつをきちっと説明して

いただかないと、多分かなり混線してしまうと。混線とか誤解とか。今言ったように、今まで

に出したものは、さっき織田先生もちょっと誤解をされてましたけれども、もう出してるじゃ

ないかといろいろあると思うので、その辺をきちっと説明しなきゃいけないので、その辺の配

慮をよろしくお願いします。 

○村山委員長 １つは、これまで出されたものについて再度お送りをして、それで修正がある

ものについては修正してということを１つお願いしたいと思います。 

 それから、今日ご欠席の委員に関しては、ちょっと議論の内容を要約してお伝えするという

のはなかなか難しいですが、少なくとも諮問の内容について改めてご提案されたということは

ぜひ伝えていただいて、その上で改めてコメントをお願いするという手続を是非とっていただ

きたいと思います。 

○田中委員 これ非常に原科先生もおっしゃるように重大な案件ということになると、多分委

員の中でも多少見解が分かれるとか論点が分かれるところが出てくるだろうと思うんですね。 

 私がちょっと考えているのは、委員同士で、何と言うんでしょうか、これは非公開というか、

率直な意見交換の場を設けるとかそんな必要がないかなとも思ったりしたんですね。つまり、

もちろんこういう場で公開の場で質疑応答して、腹蔵なく疑問点が正し回答する、あるいは自

分の意見を表明する、これはいいと思うのですが。最終的に審査会として何かまとめることに
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なるんでしょうか、文章として出すわけですね。そのときに審査会の中でどういう判断があっ

てもいいと、Ａという意見もあればＢという意見もある、端的に言えば両極端になってもいい

ということであれば、それはそれで個人の集団が審査会であるから、委員意見の集約を審査会

答申としていいという考えもあれば、多少そこは整理をして優先順位をつけるとか、順番をつ

けるという考え方もあろうと思うんですね。そのとりまとめ方といったらいいんでしょうか。 

 今まで多分そういうことは余りなかったと、少しイレギュラーな感じかもしれませんが、そ

の点はどうかなと思っていて。 

○村山委員長 もしご提案があればそういう形とってもいいと思います。例えば次回の審査会

の前に少しお集まりいただくということもあり得ると思います。 

○田中委員 私自身はちょっとそういうことをしたほうがいいのかなという印象を持ったんで

すが。余り強くは言いませんけれども。 

○原科 そういう段取りを踏まれた方がいいんじゃないですかね。あとは公開できるようにし

ていただきたいけれどもね。 

○田中委員 多少いかがでしょうか、ちょっと委員同士で。 

○原科 その上で公開の議論をして。 

○村山委員長 私のほうから皆さんにメールでお回しして、可能性があるかどうかお聞きをし

たいと思います。 

○田中委員 ありがとうございます。 

○長谷川委員 ただ、先ほどのコメントのデッドラインからすると、その後にやってもしょう

がないですよね。 

○村山委員長 ええ、ですから先ほど申し上げたように、１月７日の審査会の前に開けるかど

うかですね。 

○長谷川委員 コメントはもう送ってますよね。 

○村山委員長 いや、９日までですので。 

 コメントの段階ではあくまで個人個人でお出しいただくということです。実際はその後整理

をして順番を変えたりつけたりしていますので。 

○田中委員 事務局のほうは入っていただいてもいいと思うんですけれども、非公開の審査会

ということになってしまうんでしょうかね、そういうことはイレギュラーでしょうか。 

○村山委員長 非公開の審査会はイレギュラーですので、その場合は審査会とは呼べない。意

見交換。 
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○田中委員 有志が集まって意見交換すると。 

○原科 非公開で。ですから答申案について再度審査会で審議するわけでしょう。それはやは

り公開プロセスないとおかしいと思います。 

 ちょっと言いますと、ご存じのとおり、アメリカではメーリングリストで委員同士でやるこ

と自体禁じられてますからね、カリフォルニア州では。だから、非公開は非常に厳しく取り締

まられていますから。余りこれ私は勧められないんだけれども、おっしゃる意味もわかります

から。それ公開のままでやっていただければいいと思います。 

○原嶋委員 １つ、もし円滑に進めるとすれば、今回大分論点は絞られているので幾つかクエ

スチョンを、例えばわかりやすく言えば予備調査が必要なのかそうでないのかという質問、そ

れで意見が分かれます。それで、必要であれば何が必要なのか。必要じゃない場合も今、柳内

先生おっしゃったように、何らかのプロテクトとかセーフガードが必要だとかそういう意見も

あって。何かフォーマットみたいなものを用意して委員の先生方に働きかけると少し円滑にな

るような気がします。意見のある種の対立というか違いも明確になります。 

○村山委員長 これは委員の有志による議論ということですので、私のほうで準備させていた

だきます。また、仕事が増えます。 

○田中委員 申しわけございません。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 もしないようでしたら、今日の議論はこれで終了させていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。どうもありがとうございました。カンボジアのほうもどうもありがとうございま

した。 

 それではあと、今後の予定をお願いいたします。 

○渡辺 次回でございますけれども、１月７日の14時から予定をしております。今出た議論の

関係でスタート時間を前後する可能性があるかなと思っておりますので、それにつきましては

また追ってメールでご連絡をさせていただくということでご了解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○村山委員長 よろしくお願いします。そのほか何かございますでしょうか。もしないようで

したら、今日の審査会はこれで終了したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 
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